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１

は
じ
め
に

二
〇
〇
六
年
に
開
始
さ
れ
た
日
本
の
債
権
法
改
正
作
業
は
、
二
〇
〇
一
年
に
日
本
よ
り
一
足
早
く
議
会
を
通
過
し
た
ド
イ
ツ
新
債

務
法
よ
り
も
広
範
囲
な
民
法
（
債
権
法
お
よ
び
民
法
総
則
の
一
部
）
の
改
正
に
着
手
し
た
。
こ
の
日
本
の
新
債
権
法
は
、
ド
イ
ツ
の
新

債
務
法
と
は
異
な
り
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
を
含
む
意
思
表
示
論
を
も
改
正
対
象
と
し
て
取
り
込
む
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
に

は
日
本
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
提
案
が
提
示
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
が
、
新
し
い
錯
誤
法
規
は
、
他
の
重
要
な
多
く
の
改
正
ル
ー
ル

と
は
異
な
り
、
我
々
の
予
想
に
反
し
て
英
米
法
な
い
し
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
）、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
契
約
法
原

則
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
（
共
通
参
照
枠
）
の
錯
誤
ル
ー
ル
を
取
り
入
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
、
日
本
の
錯
誤
法
規
を
基
本

的
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
（
１
）
た
。
今
日
世
界
の
錯
誤
法
規
は
、
ロ
ー
マ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ド
イ
ツ
法
、
日
本
法
な
ど
大
陸
法
の
多

く
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
錯
誤
を
無
意
識
的
な
意
思
の
欠
缺
と
捉
え
る
流
れ
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
、
英
米
法
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ

Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
錯
誤
ル
ー
ル
の
よ
う
に
当
事
者
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
以
上
は
、
原
則
と
し
て
契
約
の
効
力
を
認
め
る
が
、

相
手
方
の
信
頼
を
保
護
す
る
必
要
の
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
錯
誤
者
を
保
護
す
る
と
い
う
立
場
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
前
者
は
表
意
者
の
意
思
が
欠
缺
し
て
い
る
以
上
は
原
則
と
し
て
そ
の
意
思
表
示
は
無
効
だ
と
捉
え
る
。
二
〇
世
紀
ま
で
は
こ
の

よ
う
な
立
場
（
意
思
主
義
）
が
日
独
の
法
制
で
は
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
信
頼
主
義
的
錯
誤
論
（
舟
橋
博
士
、
川

（
ａ
）

比
較
法

（
ｂ
）

日
本
法

（
ニ
）

契
約
の
一
部
取
消
と
契
約
の
改
訂

（
ａ
）

契
約
の
一
部
取
消

（
ｂ
）

契
約
の
改
訂

（
３
）

錯
誤
者
の
賠
償
義
務

（
イ
）

比
較
法

（
ロ
）

日
本
法

（
４
）

錯
誤
者
の
賠
償
請
求
権

４
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び
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島
博
士
な
ど
）
は
、
そ
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
頼
主
義
的
錯
誤
論
は
、
大
陸
法

で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
み
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
の
錯
誤
規
定
の
思
想
的
基
礎
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
（M

ar-

tini

）（
一
八
世
紀
末
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
者
）
の
自
然
法
思
想
、
さ
ら
に
ト
マ
ジ
ウ
ス
（T

om
asius

）（
自
然
法
学
者
）
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
「
錯
誤
は
錯
誤
者
を
害
す
」
と
い
う
法
原
則
に
遡
り
う
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
２
）
が
、
英
米
法
で
は
一
九
世
紀
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

（Savigny

）
の
錯
誤
論
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
主
張
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ズ
（O

.W
.H
olm
es

）
判
事
の
錯
誤
（
３
）
論
に
そ
の
象
徴

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
そ
の
商
取
引
法
的
性
質
か
ら
し
て
英
米
法
的
な
錯
誤
論
を
採
用
し

て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
相
異
な
る
錯
誤
法
の
潮
流
を
錯
誤
の
要
件
、
効
果
に
つ
い
て
検
証
し
、
あ
る
べ
き
錯
誤
ル
ー
ル

を
形
成
す
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
大
陸
法
的
な
意
思
な
き
表
示
お
よ
び
事
実
と
異
な
る
表
示
（
意
思
）
は
意

思
の
欠
缺
と
し
て
無
効
と
い
う
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
意
思
表
示
に
対
す
る
相
手
方
の
信
頼
を
保
護
す
べ
き
場
合
は
錯
誤
を
主
張

出
来
な
い
と
い
う
信
頼
主
義
的
錯
誤
論
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
視
点
が
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
す
（
折
衷
主

義
）。
合
わ
せ
て
制
定
後
一
〇
〇
年
以
上
を
経
過
し
た
わ
が
国
の
錯
誤
に
関
す
る
裁
判
例
、
学
説
の
検
証
に
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
が

置
か
れ
る
。

〈
注
〉

（
１
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
二
〇
〇
九
年
）﹇
一
・
五
・
一
三
﹈。

（
２
）

須
田
晟
雄
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
錯
誤
法
の
生
成
―
立
法
史
の
考
察
を
中
心
と
し
て
―
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
二
二
巻
三
号
（
一
九
八
七
年
）

三
八
三
頁
。

（
３
）

O
.W
.H
olm
es,T

he
C
om
m
on
L
aw
,1881,p.308

et
seq.
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２

錯
誤
の
要
件

（
１
）

二
元
説
と
一
元
説

（
イ
）

要
素
の
錯
誤

（
ａ
）

比
較
法
お
よ
び
旧
民
法

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
錯
誤
に
つ
い
て
は
民
法
一
一
一
〇
条
が
規
定
を
置
く
の
み
で
あ
る
。「
錯
誤
が
約
定
の
目
的
物
で
あ
る
物
の

本
質
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
錯
誤
は
無
効
原
因
と
な
る
（
一
項
）」。
こ
の
無
効
原
因
と
し
て
の
本
質
的
錯

誤
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
表
意
者
に
と
っ
て
錯
誤
が
決
定
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
相
手
方
が

知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
た
。
学
説
、
判
例
は
、
こ
の
相
手
方
の
錯
誤
者
の
錯
誤

の
認
識
ま
た
は
認
識
可
能
性
を
必
要
と
す
る
も
（
１
）
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
か
れ
る
。
肯
定
説
を
代
表
す
る
ゲ
ス
タ
ン
は
、
錯
誤
の

重
要
性
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
信
義
則
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
（
２
）
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民

法
は
、
錯
誤
が
相
手
方
に
よ
り
惹
起
さ
れ
、
相
手
方
が
事
情
に
従
っ
て
そ
れ
に
明
ら
か
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
れ
が
適

時
に
相
手
方
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
錯
誤
者
は
保
護
さ
れ
な
い
が
、
錯
誤
が
、
意
図
が
主
と
し
て
向
け
ら
れ
か
つ
表
示
さ
れ
た
、
主

た
る
物
（H
auptsache

）
ま
た
は
物
の
本
質
的
な
性
質
に
関
わ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
オ
民
八
七
一
条
一
項
）。
英
米
法
で

も
、
後
述
す
る
よ
う
に
共
通
錯
誤
の
場
合
を
中
心
と
し
て
錯
誤
法
理
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
錯
誤
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
者
の
範
囲

が
拡
大
さ
れ
た
が
、
相
手
方
が
錯
誤
者
に
誤
っ
た
情
報
を
与
え
、
ま
た
は
相
手
方
が
錯
誤
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
そ
れ
を
当
然
に

知
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、
し
か
も
共
通
錯
誤
の
場
合
も
含
め
て
錯
誤
が
基
本
的
な
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

《論 説》
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こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
民
法
の
錯
誤
規
定
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
錯
誤
論
の
影
響
を
強
く
受
け
た
が
、
第
一
草
案
が
錯
誤
を
意
思
欠

缺
と
捉
え
、
錯
誤
が
な
け
れ
ば
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
こ
と
（
錯
誤
の
重
大
性
）
お
よ
び
表
意
者
に
重
過
失
が
な
い
こ
と
を
錯
誤

無
効
の
要
件
と
し
（
九
八
条
、
九
九
条
）、
動
機
の
錯
誤
が
特
別
の
規
定
の
な
い
限
り
、
法
律
行
為
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と

規
定
し
た
の
に
対
し
て
（
一
〇
二
条
）、
第
二
草
案
お
よ
び
現
行
ド
イ
ツ
民
法
で
は
、
取
引
の
安
全
を
も
重
視
す
る
観
点
か
ら
錯
誤

の
効
果
を
取
消
権
の
付
与
に
代
え
、
か
つ
表
意
者
に
重
過
失
が
な
い
こ
と
と
い
う
要
件
を
外
し
て
、
代
わ
り
に
表
意
者
の
過
失
の
有

無
を
問
わ
ず
、
相
手
方
に
対
し
て
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
立
場
が
と
ら
れ
た
（
ド
民
一
二
二
条
）。
ま
た
動
機
錯
誤
を
考

慮
し
な
い
と
い
う
規
定
が
削
除
さ
れ
、
本
質
的
性
質
の
錯
誤
と
認
め
ら
れ
る
人
ま
た
は
物
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
も
取
り
消

し
う
る
と
し
た
（
ド
民
一
一
九
条
二
項
）。
ド
民
一
一
九
条
一
項
は
表
示
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
を
規
定
す
る
。
ド
民
一
一
九
条
一
項

が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
表
意
者
が
当
該
状
況
を
知
り
か
つ
合
理
的
に
理
解
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
を
し
な

か
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ド
民
一
一
九
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
錯
誤
者
が
そ
の
よ
う
な
性
質
に
基
づ
い
て
意
思
表

示
を
し
、
か
つ
相
手
方
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
う
れ
ば
足
り
、
そ
の
性
質
が
意
思
表
示
の
一
部
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
構
わ
な
（
３
）
い
。

ス
イ
ス
債
務
法
は
、
�
錯
誤
者
が
真
実
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
同
意
を
表
示
し
た
契
約
と
は
異
な
っ
た
契
約
を
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
場

合
、
�
錯
誤
者
が
表
示
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
物
ま
た
は
、
契
約
が
特
定
の
人
を
顧
慮
し
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
異
な
っ
た
人
に

向
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
、
�
錯
誤
者
が
実
際
の
意
思
よ
り
も
著
し
く
多
い
範
囲
の
給
付
ま
た
は
著
し
く
少
な
い
範
囲
の
反
対
給

付
を
約
束
さ
せ
た
場
合
ま
た
は
�
錯
誤
が
錯
誤
者
に
よ
っ
て
取
引
に
お
け
る
信
義
則
に
従
っ
て
契
約
の
不
可
欠
の
基
礎
と
み
な
さ
れ

た
特
定
の
事
実
関
係
に
関
わ
る
場
合
に
、
本
質
的
な
も
の
と
さ
れ
（
ス
債
二
四
条
一
項
）、
一
般
の
取
引
通
念
に
従
い
、
か
つ
表
示
者

の
視
点
か
ら
意
欲
さ
れ
な
い
表
示
へ
の
拘
束
が
期
待
さ
れ
え
な
い
と
き
に
本
質
的
な
錯
誤
と
認
め
ら
れ
る
が
、
�
の
基
礎
錯
誤
に
つ

い
て
は
、
錯
誤
者
が
錯
誤
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
、
相
手
方
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
き
議
論
が

錯誤立法の基礎
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あ
（
４
）
る
。
ド
イ
ツ
の
性
質
錯
誤
、
特
に
計
算
基
礎
錯
誤
の
議
論
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
現
行
錯
誤
規
定
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
は
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
（B
oissonade

）
草
案
お
よ
び
旧
民
法
の
錯
誤
規
定
で
あ
る
。

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
お
よ
び
旧
民
法
で
は
、
錯
誤
は
合
意
の
欠
缺
と
な
る
場
合
（
無
効
）
と
合
意
を
瑕
疵
あ
る
も
の
に
す
る
場
合

（
取
消
）
が
あ
る
が
、
動
機
の
錯
誤
そ
れ
自
体
は
合
意
を
無
効
と
し
な
い
（
旧
民
財
三
〇
九
条
二
項
）。
契
約
の
相
手
方
に
関
す
る
錯

誤
は
、
そ
れ
が
決
定
的
で
あ
る
場
合
は
無
効
、
付
随
的
で
あ
る
場
合
は
取
り
消
さ
れ
う
る
（
旧
民
財
三
〇
九
条
三
項
、
四
項
）。
目
的

物
に
関
す
る
錯
誤
は
、
そ
れ
が
物
の
主
要
な
性
質
に
関
す
る
場
合
に
合
意
を
瑕
疵
あ
る
も
の
と
す
る
（
旧
民
財
三
一
〇
条
一
項
）。
物

の
本
質
的
性
質
は
反
証
の
な
い
限
り
主
要
な
性
質
と
な
る
が
（
旧
民
財
三
一
〇
条
二
項
）、
物
の
非
本
質
的
性
質
や
由
来
、
用
途
な
ど

は
、
主
要
な
性
質
と
す
る
と
い
う
当
事
者
の
意
思
の
表
明
が
あ
り
、
ま
た
は
そ
れ
が
状
況
か
ら
明
ら
か
な
場
合
に
主
要
な
性
質
と
な

る
（
旧
民
財
三
一
〇
条
三
項
、
四
項
）。
合
意
の
性
質
、
目
的
、
原
因
（
コ
ー
ズ
）
ま
た
は
物
も
し
く
は
人
の
法
的
性
質
に
関
す
る
錯

誤
（
法
律
の
錯
誤
）
は
、
そ
れ
が
合
意
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
決
定
し
た
限
り
、
合
意
を
無
効
に
し
ま
た
は
瑕
疵
あ
る
も
の
と
す
る

（
旧
民
財
三
一
一
条
（
５
）

一
項
）。

コ
ー
ズ
と
は
、
両
当
事
者
が
合
意
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
決
定
的
理
由
な
い
し
当
事
者
が
意
図
し
た
目
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

動
機
は
当
事
者
が
契
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
間
接
的
か
つ
遠
い
理
由
で
あ
る
。
ま
た
カ
ピ
タ
ン
（C

apitan

）
に
よ
れ
ば
、
コ
ー

ズ
は
締
結
さ
れ
た
契
約
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
帰
結
す
る
た
め
、
相
手
方
は
原
則
と
し
て
常
に
そ
れ
を
了
知
し
て
お
り
、
意
思
合
致

の
一
部
を
構
成
す
る
が
、
動
機
は
単
に
表
意
者
の
内
心
に
伏
在
す
る
に
す
ぎ
ず
、
契
約
の
構
成
要
素
に
は
含
ま
れ
え
な
（
６
）
い
。
不
動
産

売
買
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
売
主
に
と
っ
て
は
代
金
（
債
権
）
の
取
得
、
買
主
に
と
っ
て
は
所
有
権
の
取
得
が
コ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
の

区
別
が
、
合
意
の
瑕
疵
と
な
る
場
合
の
錯
誤
の
成
否
に
も
影
響
を
及
ぼ
（
７
）
す
。
な
お
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
場
合

は
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
立
場
で
あ
っ
た
（
過
失
が
重
大
な
場
合
は
錯
誤
無
効
を
認
め
な
い
こ
と
も
で
（
８
）

き
る
）。

《論 説》
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（
ｂ
）

日
本
民
法

日
本
民
法
は
、
意
思
表
示
は
、
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
は
無
効
と
す
る
と
規
定
す
る
（
民
九
五
条
）。
起
草
者

に
よ
れ
ば
、
本
条
は
、
旧
民
法
の
合
意
の
欠
缺
の
場
合
と
、
合
意
の
瑕
疵
と
な
る
場
合
の
う
ち
、
物
の
性
質
の
指
示
が
あ
る
場
合
に

相
当
し
、
縁
由
に
錯
誤
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
明
文
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
意
思
表
示
は
無
効
と
は
な
ら
な
（
９
）
い
。
起
草
者
に

よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
要
素
と
は
、
広
義
に
お
け
る
法
律
行
為
の
目
的
、
意
思
の
内
容
、
具
体
的
に
は
売
買
に
お
け
る
権
利
の
移
転
、

代
金
の
取
得
、
贈
与
に
お
け
る
受
贈
者
の
何
人
た
る
か
を
指
す
。
法
律
行
為
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
も
要
素
の
錯
誤
と
な
（
１０
）

る
。
縁
由

の
錯
誤
は
、
法
律
行
為
の
原
因
（
コ
ー
ズ
）
の
錯
誤
と
な
る
場
合
に
無
効
の
主
張
が
認
め
ら
れ
（
１１
）
る
。
民
法
九
五
条
の
立
案
者
は
富
井

委
員
で
あ
る
が
、
富
井
委
員
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
的
な
錯
誤
の
要
件
（
類
型
的
、
客
観
的
要
件
）
を
ド
イ
ツ
民
法
的
な
一
般
的
要
件

に
代
え
、
ド
イ
ツ
民
法
流
の
因
果
関
係
を
判
断
基
準
と
し
て
持
ち
込
ん
（
１２
）
だ
。

日
本
の
伝
統
的
な
判
例
、
学
説
は
、
錯
誤
を
表
示
に
相
当
す
る
内
心
の
意
思
が
欠
け
て
い
る
場
合
と
し
て
き
た
。
こ
れ
は
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
の
錯
誤
論
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
（
九
八
条
、
九
九
条
）
の
立
場
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
思
欠
缺
は
、
心
裡
留

保
（
日
民
九
三
条
）、
通
謀
虚
偽
表
示
（
日
民
九
四
条
）
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
表
意
者
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
点
で
錯
誤
と
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
錯
誤
の
定
義
は
、
日
本
民
法
の
起
草
者
や
そ
の
後
の
多
く
の
学
（
１３
）
説
の
採
用
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
の
判
例
で
も
あ
っ
（
１４
）
た
。

意
思
表
示
の
内
容
と
は
、
文
字
通
り
契
約
な
い
し
法
律
行
為
に
よ
っ
て
債
務
者
の
負
う
義
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
給
付
そ
れ
自

体
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
給
付
の
原
因
や
前
提
も
含
ま
れ
う
る
と
解
さ
れ
る
。
二
〇
世
紀
の
始
め
に
ド
イ
ツ

の
エ
ル
ト
マ
ン
（O

ertm
ann

）
が
前
提
論
を
著
し
、
主
観
的
、
客
観
的
な
行
為
の
基
礎
の
欠
缺
や
喪
失
が
契
約
解
除
権
等
を
導
く

と
い
う
ド
イ
ツ
の
行
為
基
礎
論
の
礎
石
を
築
い
た
こ
と
は
わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
コ
ー
ズ
の
欠
落

錯誤立法の基礎
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に
基
づ
く
錯
誤
無
効
の
主
張
も
こ
の
議
論
の
一
環
に
加
え
う
る
。
わ
が
国
の
判
例
の
中
に
も
、
相
手
方
の
詐
欺
に
よ
り
一
万
円
の
債

務
が
あ
る
と
誤
信
し
て
不
動
産
を
代
物
弁
済
に
供
し
た
事
例
で
、
債
権
の
存
在
を
意
思
表
示
の
内
容
と
し
、
そ
の
不
存
在
を
知
っ
て

い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
合
理
的
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
だ
と
し
た
も
の
が
あ
（
１５
）
る
。
こ
の
判
決
は
、
債

務
の
弁
済
の
原
因
（
コ
ー
ズ
）
が
な
い
こ
と
が
弁
済
な
い
し
代
物
弁
済
の
錯
誤
無
効
の
原
因
と
な
る
と
み
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
（
１６
）
う
。
第
三
者
か
ら
酒
精
等
の
供
給
を
受
け
て
こ
れ
を
販
売
す
る
権
利
の
売
買
で
、
そ
の
第
三
者
が
酒
精
等
を
供
給
す
る
意
思
を

有
し
な
か
っ
た
場
合
も
、
目
的
自
体
の
不
存
在
に
準
じ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
（
１７
）

う
。

売
買
目
的
物
の
所
有
権
の
帰
属
に
関
す
る
当
事
者
の
錯
誤
も
一
般
的
に
は
目
的
物
と
密
接
不
可
分
な
売
買
の
前
提
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
他
人
所
有
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
売
買
し
た
場
合
は
、
要
素
の
錯
誤
が
認
め
ら
れ
う
（
１８
）
る
。
し
か
し
、
担
保
責
任

規
定
（
民
五
六
一
条
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
要
素
の
錯
誤
の
主
張
を
否
定
し
た
も
の
も
あ
（
１９
）
る
。
目
的
物
の
所
有
権
の
帰
属
に
関
す
る

賃
借
人
の
錯
誤
の
場
合
は
、
裁
判
例
も
錯
誤
無
効
肯
定
（
２０
）
説
と
否
定
（
２１
）
説
に
分
か
れ
る
。
錯
誤
無
効
否
定
説
は
、
他
人
物
の
賃
貸
借
も
債

権
契
約
と
し
て
は
有
効
で
あ
り
、
履
行
不
能
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
も
の
が
多
（
２２
）
い
。
所
有
権
の
帰
属
に
関
す
る
贈

与
者
の
錯
誤
の
場
合
は
、
錯
誤
無
効
を
主
張
し
う
（
２３
）
る
。
土
地
の
賃
借
人
が
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
の
に
、
建
物
建
築
に
必
要
な
地
主

の
同
意
が
あ
る
と
明
言
し
て
土
地
の
転
貸
借
を
な
し
た
場
（
２４
）
合
は
、
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
る
。
し
か
し
、
建
物
建
築
請
負
契

約
で
注
文
者
の
提
供
し
た
土
地
に
つ
き
、
農
地
法
に
よ
り
建
築
許
可
が
下
り
な
か
っ
た
場
合
に
、
請
負
人
が
契
約
を
解
除
し
て
損
害

賠
償
の
請
求
を
し
た
事
例
で
、
注
文
者
か
ら
の
錯
誤
無
効
の
主
張
が
退
け
ら
れ
て
い
（
２５
）
る
。
本
判
決
が
、
建
築
確
認
を
受
け
う
る
か
ど

う
か
は
契
約
の
動
機
だ
と
し
て
い
る
点
は
批
判
が
多
く
、
末
川
教
授
は
、
要
素
の
錯
誤
が
あ
る
が
注
文
者
（
表
意
者
）
に
は
重
過
失

が
あ
る
と
主
張
さ
（
２６
）
れ
、
ま
た
村
上
教
授
は
、
本
件
は
注
文
者
が
期
限
を
切
っ
て
工
事
を
急
が
せ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
注
文
者
が
建

築
確
認
に
関
す
る
一
切
の
リ
ス
ク
を
負
う
と
い
う
暗
黙
の
合
意
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
（
２７
）
る
。

《論 説》
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売
買
契
約
で
買
主
に
代
金
支
払
意
思
が
な
か
っ
た
場
合
も
コ
ー
ズ
の
欠
缺
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
（
２８
）
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

代
金
を
支
払
う
意
思
の
な
い
買
主
が
購
入
後
第
三
者
の
た
め
に
抵
当
権
を
設
定
し
、
そ
の
第
三
者
か
ら
そ
れ
を
担
保
に
し
て
借
り
受

け
た
金
銭
で
弁
済
す
る
と
述
べ
た
事
例
で
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
売
主
の
抵
当
権
設
定
の
無
効
の
主
張
は
、
買
主
か
ら
の
売
買
代
金

の
支
払
が
抵
当
権
設
定
の
理
由
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
退
け
ら
れ
（
２９
）
た
。
目
的
物
の
価
格
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
要
素

の
錯
誤
を
肯
定
し
た
裁
判
例
も
あ
る
（
３０
）
が
、
否
定
例
の
方
が
多
（
３１
）
い
。
否
定
例
で
あ
る
大
判
大
正
九
・
一
一
・
二
九
は
、
単
な
る
動
機
の

錯
誤
だ
と
し
て
い
る
が
、
表
意
者
側
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
目
的
物
の
数
量
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
い

て
も
、
判
例
上
錯
誤
の
成
否
は
分
か
れ
（
３２
）
る
。
目
的
物
の
数
量
の
不
足
の
程
度
が
小
さ
く
て
要
素
の
錯
誤
と
は
い
え
な
い
場
合
や
契
約

当
事
者
に
数
量
に
つ
い
て
の
表
示
が
な
い
場
合
に
、
一
般
的
に
錯
誤
無
効
の
主
張
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
（
３３
）
る
。

更
改
契
約
に
お
い
て
当
事
者
が
旧
債
務
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
は
、
更
改
契
約
が
有
因
契
約
で
あ
る
た
め
要
素
の
錯

誤
と
な
り
う
る
と
解
さ
れ
（
３４
）
る
。

民
法
九
五
条
に
い
う
要
素
の
錯
誤
と
は
、
表
意
者
意
思
と
表
示
（
動
機
が
表
示
さ
れ
た
場
合
も
含
む
）
ま
た
は
客
体
と
の
間
に
重
要

な
点
に
つ
い
て
齟
齬
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
錯
誤
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
表
意
者
は
そ
の
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
錯
誤
と
意
思
表
示
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
）
が
必
要
で
あ
る
。
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
ら
な
く
て
も
そ

の
意
思
表
示
を
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
錯
誤
の
主
張
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
要
件
は
触
れ

ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
）。
ま
た
こ
の
場
合
表
意
者
の
錯
誤
は
、
表
意
者
だ
け
で
な
く
、
世

間
一
般
の
人
も
ま
た
そ
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
か
か
る
意
思
表
示
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
（
３５
）
る
。
野
村
教
授
は
、
普
通
一
般
人
も
そ
の
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
基
準
は
、
因
果
関
係
よ
り
も
む
し
ろ

錯
誤
の
重
要
性
の
判
断
基
準
だ
と
指
摘
さ
れ
（
３６
）
る
。

錯誤立法の基礎
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二
〇
〇
九
年
改
正
提
案
で
も
、
錯
誤
者
が
保
護
さ
れ
る
主
要
な
場
合
は
、
法
律
行
為
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
法
律
行
為
の
当
事
者
ま
た
は
内
容
に
関
す
る
錯
誤
は
、
そ
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
表
意
者
が
そ
の
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
か
つ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
場
合
に
表
意
者
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
﹇
一
・
五
・

一
三
〈
１
〉﹈。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
意
思
表
示
の
内
容
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
る
か

に
関
す
る
尺
度
が
基
本
的
に
こ
れ
か
ら
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
改
正
提
案
に
は
、
現
行
民
法
九
五
条

が
定
め
て
い
る
よ
う
な
要
素
の
錯
誤
と
い
う
絞
り
は
欠
落
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
錯
誤
が
な
け
れ
ば
表
意
者
が
そ
の
意
思
を
表

示
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
き
と
い
う
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
要
素

の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
錯
誤
者
の
範
囲
は
絞
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
起
草
者
の
解

説
に
よ
れ
ば
、
本
条
項
は
主
観
的
因
果
性
と
客
観
的
重
要
性
を
基
準
と
す
る
判
例
と
伝
統
的
な
通
説
の
考
え
方
に
従
っ
た
も
の
で
、

取
引
の
安
全
も
ま
た
考
慮
し
た
も
の
で
あ
（
３７
）
る
。
し
か
し
滝
沢
教
授
は
、
民
法
九
五
条
の
要
素
は
契
約
類
型
な
ど
か
ら
客
観
的
に
定
ま

る
重
要
性
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
因
果
関
係
の
問
題
と
す
る
の
は
狭
す
ぎ
る
と
し
て
、
現
行
法
通
り
要
素
（
重
要
な
点
）
の
要
件

を
維
持
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
（
３８
）
る
。

（
ロ
）

二
元
説
の
も
と
で
の
動
機
錯
誤
の
扱
い

（
ａ
）

判
例

判
例
、
伝
統
的
学
説
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
動
機
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
意
思
表
示
の
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
表
意

者
が
抱
懐
し
て
い
た
行
為
の
動
機
が
事
実
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
表
意
者
の
内
心
の
意
思
と
表
示
さ
れ
た
行
為
内
容
と
の
間
に
は

齟
齬
は
な
く
、
錯
誤
無
効
の
主
張
は
な
し
え
な
い
が
、
そ
の
動
機
が
契
約
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
示
ま
た
は
黙
示
で
行
為
内

容
と
さ
れ
た
場
合
に
は
（
例
え
ば
、
風
俗
店
建
設
目
的
で
土
地
を
購
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
建
設
目
的
が
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い
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る
と
か
、
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
建
設
目
的
が
当
事
者
間
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た
場
合
は
）、
そ
の
土
地
が
風
俗
地
区
に
あ
つ
た

と
か
、
近
隣
住
民
の
反
対
で
建
設
が
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
買
主
は
錯
誤
無
効
を
主
張
し
う
（
３９
）
る
。
戦
後
の
判
例
も
、

意
思
表
示
の
動
機
の
錯
誤
が
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
と
し
て
そ
の
無
効
を
き
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
動
機
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ

る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
（
４０
）
が
、
動
機
の
表
示
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
法
律
行
為
の
内
容
と
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
す
る
も
の
も
少
な

く
な
（
４１
）
い
。

判
例
は
、
主
債
務
に
他
の
担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
誤
信
し
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
法
的
構
成
に

よ
っ
て
い
る
（
４２
）
が
、
ド
イ
ツ
で
は
保
証
人
が
保
証
契
約
を
締
結
す
る
際
に
主
債
務
者
の
債
権
が
当
該
債
務
の
担
保
と
し
て
質
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
実
際
は
そ
の
質
権
が
無
効
で
あ
っ
た
場
合
に
、
錯
誤
無
効
（
ド
民
一
一
九
条
）
が
認
め
ら
れ
て

い
（
４３
）
る
。
日
本
で
も
も
う
一
人
の
連
帯
保
証
人
が
連
帯
保
証
の
内
諾
を
覆
し
た
の
に
、
主
債
務
者
が
二
週
間
ほ
ど
で
保
証
人
を
入
れ
替

え
る
か
ら
形
だ
け
の
連
帯
保
証
人
と
な
っ
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
連
帯
保
証
契
約
書
に
署
名
、
押
印
し
た
事
例
で
、
債
務
の
二
分
の
一

を
超
え
る
部
分
に
つ
き
錯
誤
の
成
立
を
認
め
た
裁
判
例
が
あ
（
４４
）
る
。

ま
た
定
期
預
金
の
解
約
の
動
機
な
ど
は
、
そ
も
そ
も
定
期
預
金
解
約
と
い
う
法
律
行
為
の
要
素
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
も
あ

（
４５
）
る
。
学
説
上
も
、
物
の
性
質
の
よ
う
に
法
律
行
為
の
内
容
と
な
り
う
る
動
機
と
た
と
え
表
示
さ
れ
て
も
法
律
行
為
の
内
容
と
な
り
え

な
い
動
機
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
（
４６
）
る
。
本
判
決
は
、
金
融
機
関
の
長
が
、
表
意
者
が
極
め
て
不
利
な
交
換
契
約
を
し
て

負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
清
算
金
の
支
払
の
た
め
に
預
金
を
下
ろ
し
、
そ
れ
が
自
己
が
保
証
し
て
い
た
債
務
の
弁
済
に
あ
て
ら
れ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
事
例
で
あ
り
、
学
説
上
は
錯
誤
無
効
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
金
融
機
関
に
委
任
契
約
上
の
善
管
注

意
義
（
４７
）
務
違
反
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
（
４８
）
任
ま
た
は
不
法
行
為
責
（
４９
）
任
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

有
力
説
は
、
動
機
（
物
の
性
質
を
含
む
）
が
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
の
内
容
と
な
っ
た
場
合
は
、
表
示
の
内
容
と
内
心
の
意
思
と
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に
不
一
致
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
表
示
か
ら
推
断
さ
れ
る
意
思
と
表
意
者
の
真
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
に
食
い
違
い
が
あ
（
５０
）
る
、
あ
る

い
は
意
思
表
示
と
事
実
の
間
に
不
一
致
が
あ
る
と
す
（
５１
）
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
を
含
め
た
内
容
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
表
示
と
事

実
と
の
不
一
致
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
が
、
表
示
上
の
錯
誤
（
書
き
間
違
い
、
言
い
間
違
い
）
の
場
合
は
意
思
と
表
示
と
の
不
一

致
が
生
じ
う
る
か
ら
、
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
こ
の
よ
う
な
表
示
と
事
実
と
の
不
一
致
と
表
示
と
意
思
と
の
不
一
致
の
両
者
を

含
む
と
す
る
説
明
（
二
元
説
）
も
主
張
さ
れ
て
い
（
５２
）
る
。
こ
の
二
元
説
は
、
日
本
の
学
者
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
も
、

ま
た
日
本
の
裁
判
例
に
つ
い
て
も
論
証
さ
れ
て
お
り
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
委
員
会
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
（
５３
）

る
。

判
例
上
動
機
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
上
記
の
も
の
以
外
に
、
買
主
の
転
売
利
（
５４
）
益
、
目
的
物
の
価
（
５５
）
値
な
ど
が
あ
る
。
保
証
契
約

締
結
に
あ
た
っ
て
の
保
証
人
の
主
債
務
者
の
営
業
能
力
や
資
力
に
関
す
る
錯
誤
も
、
一
般
的
に
は
動
機
錯
誤
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
（
５６
）
う
。

こ
れ
に
反
し
て
自
己
の
不
動
産
を
担
保
に
提
供
し
た
債
務
者
が
、
債
務
を
弁
済
す
る
意
思
が
な
い
の
に
、
そ
の
不
動
産
を
担
保
に
第

三
者
か
ら
借
金
し
て
弁
済
す
る
と
だ
ま
し
て
抵
当
権
設
定
登
記
を
抹
消
さ
せ
、
自
己
の
新
た
な
借
り
入
れ
の
た
め
に
右
第
三
者
に
抵

当
権
を
設
定
し
た
場
合
、
判
例
は
錯
誤
無
効
と
認
め
な
い
（
５７
）
が
、
被
告
は
第
三
者
で
あ
り
、
錯
誤
無
効
の
第
三
者
効
の
問
題
と
し
て
処

理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
破
産
状
態
に
あ
る
債
務
者
が
再
建
の
た
め
に
新
規
融
資
を
受
け
る
た
め
に
表
意
者
が
物
上
保
証
を
し
た
が
、

そ
れ
が
事
実
と
は
異
な
っ
た
場
合
も
、
最
判
は
要
素
の
錯
誤
を
肯
定
し
た
原
審
を
破
棄
す
る
（
５８
）
が
、
そ
の
論
拠
は
、
主
た
る
債
務
が
新

規
融
資
に
よ
る
債
務
で
は
な
く
、
つ
な
ぎ
融
資
債
務
や
貸
し
増
し
債
務
を
も
含
む
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
無
償
契
約
に
つ
い
て

も
判
例
は
、
贈
与
者
が
贈
与
の
原
因
に
つ
い
て
誤
解
が
あ
っ
た
場
合
に
、
贈
与
者
の
贈
与
の
原
因
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
贈
与
契

約
が
無
効
だ
と
し
て
い
る
（
５９
）
が
、
こ
れ
に
対
し
て
一
元
説
の
論
者
は
、
贈
与
の
原
因
が
表
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
民
法
九
五
条
の
適

用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
（
６０
）
る
。

従
来
の
裁
判
例
に
よ
る
要
素
の
錯
誤
認
定
の
柔
軟
性
は
、
数
多
く
の
消
費
者
保
護
事
例
や
保
証
取
引
な
ど
で
表
意
者
を
保
護
す
る

《論 説》
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こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
場
合
が
多
（
６１
）
い
。
従
業
員
が
使
用
者
が
締
結
し
た
リ
ー
ス
契
約
の
リ
ー
ス
料
支
払
債
務
の
連
帯
保
証
人
に
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
リ
ー
ス
契
約
が
い
わ
ゆ
る
空
リ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
物
件
が
納
入
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
場
合
に
連
帯

保
証
契
約
の
錯
誤
無
効
を
認
め
る
事
例
も
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
（
６２
）
う
。
こ
の
場
合
与
信
契
約
と
売
買
契
約
と
は
法
的
に
別
個

だ
と
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
た
め
、
一
方
が
実
体
を
欠
く
か
ら
当
然
に
他
方
も
効
力
を
生
じ
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

も
思
わ
れ
る
（
６３
）
が
、
連
帯
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
本
最
判
の
立
場
を
敷
衍
し
て
、
保
証
契
約
に
お
い
て
主
債
務
の
態
様
は
そ
の
重
要

性
に
照
ら
し
て
定
型
的
に
意
思
表
示
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
る
か
ら
、
そ
の
錯
誤
は
意
思
表
示
の
内
容
の
錯
誤
と
な
り
、
動
機
の
表

示
の
有
無
を
採
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
（
６４
）
る
。
小
林
教
授
は
、
本
件
事
例
が
重
要
な
共
通
錯
誤
事
例
だ
と
さ
れ
（
６５
）
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
動
機
が
表
示
さ
れ
、
ま
た
は
行
為
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
い
る
が
、
実
際
上
は

要
素
の
錯
誤
と
し
て
表
意
者
が
保
護
さ
れ
る
の
が
、
当
事
者
の
職
業
や
知
識
、
取
引
の
種
類
、
状
況
な
ど
の
諸
事
情
、
殊
に
相
手
方

が
錯
誤
を
惹
起
し
た
か
、
表
意
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
か
な
ど
の
事
情
に
依
存
し
て
い
る
場
合
が
多

い
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
６６
）
る
。
非
上
場
会
社
の
経
営
者
が
一
〇
億
円
以
上
の
価
値
を
持
つ
会
社
の
全
株
式
を
二
億
円
で
売
却
し
た
場
合
に
、

目
的
物
の
価
値
評
価
の
誤
り
は
通
例
動
機
に
す
ぎ
な
い
が
、
売
主
が
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
資
産
管
理
を
委
託
し
て
い
た
者
の
働
き

か
け
で
そ
の
受
託
者
が
全
株
式
を
所
有
す
る
買
主
（
会
社
）
に
売
却
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
錯
誤
が
成
立
し
う
る
と
す

る
判
（
６７
）
例
も
こ
れ
に
属
す
る
。

錯
誤
と
は
思
い
違
い
で
あ
り
、
法
律
行
為
と
し
て
表
意
者
の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
表
意
者
の
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
と
表
示
さ
れ
た
意
思
ま
た
は
事
実
が
食
い
違
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
に
含
め
う
る
。
表
意
者
が
Ａ
と
い
う
土
地
を
買
う
つ
も

り
で
誤
っ
て
Ｂ
と
い
う
土
地
を
買
う
契
約
を
結
ん
だ
場
合
、
Ａ
と
い
う
内
心
的
効
果
意
思
な
い
し
真
意
と
表
示
的
効
果
意
思
な
い
し

事
実
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
る
か
ら
錯
誤
の
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
表
意
者
が
Ａ
と
い
う
土
地
を
購
入
す
る
意
思
を
有
し
、
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そ
の
よ
う
な
内
容
の
契
約
を
相
手
方
と
の
間
で
結
ん
だ
が
、
表
意
者
が
風
俗
店
を
建
て
て
営
業
す
る
目
的
で
ま
た
は
そ
の
辺
り
の
土

地
が
国
の
土
地
収
用
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
誤
信
し
て
購
入
し
た
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
動
機
錯
誤
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が

売
買
契
約
の
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
は
、
動
機
が
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
錯
誤
無
効
の
主
張
が
認
め

ら
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
場
合
は
、
現
在
の
判
例
の
も
と
で
は
錯
誤
無
効
は
認
め
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
動
機
が
表
示
さ
れ
れ
ば
常
に
表
示
内
容
と
な
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
表
示
内
容
と
な
っ
た
の
な
ら
、
債

務
不
履
行
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
事
情
は
そ
れ
が
表
示
内
容
と
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
表
意

者
に
と
っ
て
要
素
と
評
価
す
べ
き
ほ
ど
に
重
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
情
に
つ
き
錯
誤
が
あ
れ
ば
、
意
思
表
示
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る

と
解
す
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
（
６８
）
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
あ
る
事
項
な
い
し
事
実
が
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
当

事
者
に
よ
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
表
意
者
の
真
意
と
事
実
と
が
相
違
す
る
場
合
も
、
錯

誤
無
効
の
主
張
を
認
め
る
立
場
（
わ
が
国
で
は
近
時
は
加
藤
教
授
が
代
表
的
）
と
も
一
定
の
整
合
性
を
有
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
学

説
上
一
定
の
事
項
（
例
え
ば
契
約
類
型
を
決
定
す
る
よ
う
な
事
項
）
が
当
事
者
の
特
別
の
合
意
が
な
く
て
も
当
該
契
約
類
型
の
性
質
か

ら
契
約
内
容
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
６９
）
る
。

（
ｂ
）

新
二
元
説
お
よ
び
合
意
原
因
説

学
説
上
は
、
動
機
錯
誤
の
問
題
は
錯
誤
法
の
外
で
、
例
え
ば
条
件
、
前
提
、
保
証
等
の
合
意
の
存
否
や
瑕
疵
担
保
責
任
等
の
問
題

と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
見
解
（
錯
誤
外
構
成
説
、
新
二
元
説
）
も
あ
る
。
高
森
教
授
は
、
和
解
基
礎
錯
誤
の
場
合
を
含
め
て
、
表

示
さ
れ
た
動
機
で
は
な
く
、
合
意
さ
れ
た
動
機
が
保
護
に
値
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
は
動
機
が
条
件
、
前
提
、
保
証
、

特
約
な
ど
の
形
で
合
意
さ
れ
た
場
合
に
の
み
顧
慮
さ
れ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
立
場
だ
と
し
、
こ
の
立
場
は
動
機
の
錯
誤
を
錯
誤
法

で
は
な
く
、
詐
欺
、
条
件
、
保
証
、
瑕
疵
担
保
、
不
当
利
得
な
ど
の
他
の
法
制
度
の
活
用
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
旨
の
主
張
へ

《論 説》
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と
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
７０
）
た
。
こ
の
よ
う
な
動
機
錯
誤
の
問
題
は
錯
誤
法
の
外
で
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
有
力

に
主
張
さ
れ
て
い
（
７１
）
る
。
し
か
し
、
前
提
が
欠
落
し
、
保
証
に
違
反
し
ま
た
は
担
保
責
任
が
発
生
す
る
場
合
に
も
錯
誤
無
効
主
張
の
余

地
を
認
め
て
き
た
の
が
従
来
の
判
例
で
あ
り
、
こ
の
立
場
の
方
が
種
々
雑
多
な
事
例
に
お
い
て
当
事
者
の
利
益
を
異
な
っ
た
角
度
か

ら
実
現
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
課
税
に
関
す
る
錯
（
７２
）
誤
や
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
事
（
７３
）
例
な
ど
錯
誤
に
よ
る
救
済
を
認

め
な
け
れ
ば
、
契
約
責
任
や
品
質
保
証
、
条
件
で
は
解
決
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
（
７４
）
る
。

近
時
は
わ
が
国
の
法
律
行
為
の
要
素
（
日
民
九
五
条
）
を
、
全
て
の
本
質
的
錯
誤
（
フ
民
一
一
一
〇
条
一
項
）
は
コ
ー
ズ
に
つ
い
て

の
錯
誤
だ
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
主
観
的
コ
ー
ズ
（
７５
）
論
に
従
っ
て
理
解
し
、
動
機
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
合
意
の
原

因
（
コ
ー
ズ
）、
す
な
わ
ち
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
拘
束
力
を
理
由
づ
け
る
よ
う
な
事
項
に
関
し
て
錯
誤
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
錯
誤
の
要
件
を
判
断
す
る
立
場
（
合
意
原
因
説
、
新
一
元
説
）
も
説
か
れ
て
い
（
７６
）
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
有
償
契
約
か
無
償
契
約
か
、

有
因
契
約
か
無
因
契
約
か
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
有
償
契
約
に
お
け
る
コ
ー
ズ
に
つ
い
て
み
る
と
、
契
約
の
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ

が
反
対
給
付
と
い
う
主
観
的
に
評
価
さ
れ
た
等
価
物
を
得
る
た
め
に
合
意
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
か
か
る
給
付
の
均

衡
の
考
慮
こ
そ
が
表
意
者
の
義
務
づ
け
ら
れ
る
意
思
を
基
礎
づ
け
説
明
す
る
主
要
な
動
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
反
対
給
付
と

の
関
係
に
お
い
て
契
約
上
の
給
付
の
主
観
的
な
均
衡
（
等
価
性
）
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
た
要
素
が
コ
ー
ズ
で
あ
る
。
か
か
る
要
素

の
不
存
在
に
よ
っ
て
契
約
上
の
給
付
の
主
観
的
均
衡
が
破
壊
さ
れ
る
場
合
に
錯
誤
無
効
が
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
事
項
が
コ
ー
ズ
の
内

容
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
表
意
者
が
一
定
の
事
項
を
具
体
的
な
給
付
の
均
衡
の
要
素
と
し
て
考
慮
し
た
こ
と
（
主
観
的
要
件
）

と
か
よ
う
な
表
意
者
の
考
慮
が
相
手
方
に
認
識
さ
れ
ま
た
は
予
見
さ
れ
る
こ
と
（
主
観
的
要
件
）
が
必
要
で
あ
（
７７
）
る
。
竹
中
教
授
は
、

森
田
教
授
と
同
様
な
発
想
の
も
と
に
、
梅
、
我
妻
教
授
に
よ
る
民
法
九
五
条
の
要
素
の
錯
誤
の
拡
大
（
動
機
も
表
示
ま
た
は
債
務
内
容

化
さ
れ
れ
ば
要
素
の
錯
誤
と
な
る
）
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
コ
ー
ズ
概
念
の
主
観
化
と
の
間
に
は
大
き
な
隔

錯誤立法の基礎
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た
り
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
の
錯
誤
論
の
コ
ー
ズ
概
念
を
用
い
た
再
構
成
を
説
か
れ
（
７８
）
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ズ
に
よ
る
日
本
民
法
九
五
条
の
再
構
成
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は

一
一
三
一
条
に
コ
ー
ズ
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
た
め
、
コ
ー
ズ
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
日
本
で
は
コ
ー
ズ
に

手
が
か
り
を
求
め
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
起
草
者
が
既
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
当
時
の
通
説
（
客
観
的
コ
ー
ズ
論
ま
た
は

古
典
的
コ
ー
ズ
論
）
が
コ
ー
ズ
を
契
約
を
な
す
意
思
ま
た
は
そ
の
目
的
に
他
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
法
九
五
条
の

要
素
の
錯
誤
に
包
摂
し
う
る
と
し
て
、
旧
規
定
が
コ
ー
ズ
を
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
（
７９
）

た
。
ド
イ
ツ
で
も
ツ
ィ

ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ウ
サ
（causa

）（
フ
ラ
ン
ス
法
の
コ
ー
ズ
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
合
意
か
ら
訴
権
が
発
生
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
そ
の
役
目
を
終
え
て
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
一
七
、
一
八
世
紀
に
カ
ウ
サ
は
消
滅
し
た
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
な
お
カ
ウ
サ
が
契
約
の
有
効
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
意
味
の
あ
る
不
可
欠
の
機
能
を
果
た
す
も
の
か
が
絶
え
ず
問

わ
れ
て
い
る
。
今
日
カ
ウ
サ
は
単
に
契
約
の
内
容
を
意
味
す
る
だ
け
だ
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
（
８０
）
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
契
約
の
対
価
性
を
重
視
す
る
モ
ー
リ
ー
（

（
８１
）

M
aury

）
や
カ
ピ
タ
ン
（
前
出
）
を
代
表
と
す
る
い
わ
ゆ
る

主
観
説
が
現
れ
る
。
こ
の
う
ち
対
価
性
に
関
す
る
（
動
機
）
錯
誤
を
重
要
な
錯
誤
と
す
る
考
え
方
は
日
本
で
も
み
ら
れ
る
（
８２
）
が
、
こ
の

立
場
は
コ
ー
ズ
論
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
双
務
契
約
に
お
け
る
対
価
性
の
要
素
が
錯
誤
の
判
断
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
森
田
教
授
、
竹
中
教
授
の
主
張
も
、
錯
誤
と
コ
ー
ズ
の
関
連
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
動

機
の
法
律
行
為
の
内
容
化
が
重
要
で
あ
る
こ
と
あ
る
い
は
コ
ー
ズ
論
が
錯
誤
の
判
断
に
と
っ
て
多
面
的
な
作
用
を
有
し
う
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
従
来
の
議
論
以
上
の
問
題
解
決
の
た
め
の
指
標
は
得
ら
れ
な
い
。

（
ハ
）

一
元
説

（
ａ
）

英
米
法
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

《論 説》

２０



一
九
―
二
〇
世
紀
の
英
米
法
で
は
、
錯
誤
に
よ
り
契
約
の
法
的
拘
束
力
を
否
認
す
る
た
め
に
は
、
錯
誤
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
が
両
当
事
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
の
詐
欺
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
は
錯
誤

当
事
者
が
前
提
と
し
て
い
る
事
情
が
錯
誤
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
相
手
方
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と
解
す

る
立
場
が
支
配
的
で
あ
っ
（
８３
）
た
。
す
な
わ
ち
英
米
法
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
錯
誤
と
は
意
思
と
表
示
の
不
一
致
で
あ
る
と
い
う
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
的
な
錯
誤
論
は
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
英
米
法
で
は
、
動
機
錯
誤
と
表
示
行
為
の
錯
誤
の
区
別
は
一
般
的
で
な

く
、
契
約
の
条
項
（term

s

）
に
関
す
る
錯
誤
、
相
手
方
の
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
そ
し
て
契
約
の
主
題
（
客
体
）（subject- m

atter

）

に
関
す
る
錯
誤
の
三
つ
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
契
約
の
主
題
に
関
す
る
錯
誤
は
、
物
の
不
存
在
、
物
の
現
実
の
特
質

ま
た
は
特
徴
、
売
主
の
売
却
権
限
、
売
買
の
合
法
性
等
に
関
す
る
錯
誤
を
意
味
す
（
８４
）
る
。
契
約
の
条
項
に
関
す
る
錯
誤
は
動
機
錯
誤
に

近
い
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
錯
誤
法
も
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
、
事
実
ま
た
は
法
律

に
関
す
る
錯
誤
は
、
�
錯
誤
が
相
手
方
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
、
�
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
（
８５
）
し
、
ま
た
は
�
相
手
方
が

同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
（
四：
一
〇
三
条
（
１
）（
ａ
））、
錯
誤
者
が
真
実
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
契
約
を
締
結

し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ま
た
は
本
質
的
に
異
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
相
手
方
が
知

り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
（
四：

一
〇
三
条
（
１
）（
ｂ
））、
契
約
を
取
り
消
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
部
取
消

も
可
能
（
四：

一
一
六
条
））。
相
手
方
が
不
注
意
に
よ
り
表
意
者
を
錯
誤
に
陥
れ
た
場
合
は
、
錯
誤
が
重
大
で
な
い
場
合
で
も
表
意

者
の
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
う
る
（
四：

一
〇
六
条
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
場
合
債
務
不
履
行
責
任
（
六：

一
〇
一
条
、
四：

一
一
九

条
）
や
詐
欺
取
消
（
四：

一
〇
七
条
）
が
競
合
的
に
問
題
と
な
り
う
（
８６
）
る
。

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
錯
誤
規
定
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
錯
誤
規
定
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
当
事
者
は
、
�
錯
誤
が
な
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か
っ
た
な
ら
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
本
質
的
に
異
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場

合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
れ
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
た
場
合
で
、
か
つ
�
相
手
方
が
��
錯
誤
を
惹
起
し
、

��
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
た
場
合
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
及
び
公
正
取
引
に
反
し
て
錯
誤

者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹
起
し
、
��
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
義
務
ま

た
は
入
力
の
誤
り
を
訂
正
す
る
手
段
を
利
用
可
能
に
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
り
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹
起
し
、

ま
た
は
��
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
と
き
に
、
契
約
締
結
時
に
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
当
該
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
�
―
七：

二
〇
一
条
一
項
）。」
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
も
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
同
様
に
事
実
と
法
律
に

関
す
る
錯
誤
が
規
定
の
中
心
に
据
え
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
錯
誤
の
重
要
性
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
認
識
可
能
性
が
要
求
さ

れ
て
い
る
。
更
に
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
錯
誤
取
消
の
要
件
と
し
て
��
相
手
方
の
錯
誤
の
惹
起
、
��
錯
誤
の
状
態
の
放
置
に
加
え
て
、

��
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
が
付
加
さ
れ
て
い
て
、
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
（
８７
）
る
。
こ
こ

に
い
う
情
報
提
供
義
務
は
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
そ
こ
こ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
義
務
と
同
断
で
あ
（
８８
）
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
当
事
者
が
錯
誤
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
錯
誤
に
陥
っ
た
当
事
者
と
同
じ
状
況
に
置
か

れ
た
合
理
的
な
者
が
、
真
の
事
情
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
実
質
的
に
異
な
る
条
件
の
も
と
で
の
み
契
約
を
締
結
し
、
ま
た
は
契
約
を
全

く
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
錯
誤
が
契
約
締
結
時
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
�
相
手
方
が
同
じ
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
、
錯
誤
当
事
者
の
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
ま
た
は
そ
の
錯

誤
を
知
り
も
し
く
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
錯
誤
当
事
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
に
つ
い
て
の
商
取
引

上
の
合
理
的
な
基
準
に
反
す
る
と
き
、
�
相
手
方
が
取
引
時
ま
で
に
契
約
を
信
頼
し
た
行
動
を
し
て
い
な
い
と
き
（
三
・
五
条
（
１
）

（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
（
８９
）

一
項
））。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
要
素
の
錯
誤
と
し
な
い
で
、
そ
れ
よ
り
も
柔
軟
な
定
式
を
採
用
し

《論 説》
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て
い
る
。
ま
た
錯
誤
の
重
大
性
は
客
観
的
な
基
準
と
主
観
的
な
基
準
を
組
み
合
わ
せ
て
評
価
さ
れ
る
。
相
手
方
に
関
す
る
要
件
に
つ

い
て
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
と
は
異
な
り
、
相
手
方
が
取
消
時
ま
で
に
契
約
を
信
頼
し
た
行
動
を
し
て
い
な
い

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
（
８５
）
る
。
そ
の
他
大
陸
法
系
に
属
す
る
民
法
の
中
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
錯
誤
論
は
こ
の
よ
う
な
一
元
説
の

立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
ｂ
）

日
本
の
一
元
説

わ
が
国
で
も
錯
誤
を
真
意
（
錯
誤
が
な
け
れ
ば
有
す
べ
き
意
思
）
と
表
示
と
の
不
一
致
と
捉
え
た
う
え
で
、
�
動
機
の
錯
誤
と
他
の

錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
意
思
表
示
成
立
過
程
中
法
律
行
為
の
効
力
を
覆
す
こ
と
を
妥
当
と
す
る
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
る
点
に
錯

誤
が
あ
り
、
�
錯
誤
と
表
示
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
り
、
�
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
観
点
よ
り
相
手
方
が
錯
誤
の
存
在
を
知
り

ま
た
は
知
ら
な
い
こ
と
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
民
法
九
五
条
の
適
用
を
認
め
る
見
解
（
こ
の
立
場
で
も
�
重
過
失
あ
る
錯
誤
者
は
無
効

を
主
張
し
え
（
９１
）

な
い
）
や
錯
誤
と
し
て
問
題
に
な
る
主
要
な
場
合
は
動
機
の
錯
誤
で
あ
る
か
ら
、
民
法
九
五
条
の
錯
誤
無
効
は
こ
の
よ

う
な
場
合
に
主
に
適
用
さ
れ
、
�
重
要
な
点
（
動
機
）
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
こ
と
、
�
錯
誤
者
に
重
過
失
が
な
い
こ
と
、
�
表
意

者
が
（
動
機
）
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
こ
と
と
い
う
要
件
を
備
え
た
場
合
に
錯
誤
無
効
が

認
め
ら
れ
う
る
と
す
る
見
（
９２
）
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
今
日
で
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
立
場
が
多
数
説
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
状
況

と
な
っ
（
９３
）
た
。
近
時
の
下
級
審
判
例
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
も
の
も
現
れ
て
い
（
９４
）
る
。
も
っ
と
も
よ
り
厳
密
に
は
、
表
意
者

が
事
実
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
認
識
ま
た
は
認
識
可
能
性
を
錯
誤
無
効
を
認
め
る
た
め
の
要
件

と
す
る
立
場
か
ら
（
９５
）
は
、
共
通
錯
誤
の
場
合
も
含
め
、
錯
誤
事
項
が
錯
誤
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
の
相
手
方
の
認
識
可
能
性
を

要
求
す
る
野
村
教
授
の
見
解
が
区
別
さ
れ
（
９６
）
る
。
近
江
教
授
は
、
錯
誤
者
を
保
護
す
る
立
場
か
ら
相
手
方
の
認
識
可
能
性
に
絞
り
を
か

け
る
野
村
説
を
支
持
さ
れ
（
９７
）
る
。
し
か
し
、
ゲ
ス
タ
ン
（G

hestin

）
の
見
解
に
依
拠
す
る
野
村
説
は
、
そ
も
そ
も
錯
誤
無
効
が
認
め
ら
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れ
る
の
が
要
素
の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
認
識
可
能
性
を
要
求
す
る
見
解
と

あ
ま
り
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

学
説
上
は
そ
の
他
錯
誤
一
元
説
に
立
ち
な
が
ら
、
錯
誤
者
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
保
護
す
べ
き
か
に
つ
い
て
取
引
の
性
質
や
事
情
、

表
意
者
側
の
事
情
と
し
て
そ
の
被
っ
た
損
害
の
大
小
、
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
に
無
理
か
ら
ぬ
事
情
が
あ
る
か
否
か
な
ど
、
相
手
方
の

事
情
と
し
て
表
意
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
説
か
れ
（
９８
）
た
。
こ
の

立
場
は
利
益
考
量
論
の
一
環
と
し
て
錯
誤
の
問
題
を
処
理
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
ま
た
そ
の
反
面
と
し
て
解
決
の
方
法

が
一
義
的
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
に
つ
い
て
の
予
測
が
立
ち
に
く
い
。

し
か
し
、
表
意
者
の
一
方
的
な
動
機
に
錯
誤
が
あ
る
場
合
も
民
法
九
五
条
の
適
用
範
囲
に
含
め
、
相
手
方
の
表
意
者
の
動
機
錯
誤

に
つ
い
て
の
認
識
可
能
性
を
要
件
と
し
て
表
意
者
の
錯
誤
無
効
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
も
そ
も
一
方
の
当
事
者
が
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
動
機
、
縁
由
に
錯
誤
（
思
い
違
い
）
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合

に
、
相
手
方
の
そ
れ
に
関
す
る
認
識
可
能
性
を
要
件
と
し
て
法
律
行
為
の
無
効
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
表
意
者
が
負
担
す
べ
き
リ

ス
ク
を
相
手
方
に
不
当
に
転
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
広
く
な
さ
れ
て
い
（
９９
）
る
。
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
の
相
手
方
の
認
識
可
能
性
と
い
う
要
件
が
漠
然
と
し
て
い
て
、
単
な
る
判
断
正
当
化
の
手
段
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
（
１００
）
る
。
一
元
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
で
も
相
手
方
の
錯
誤
者
の
錯
誤
を
知
り
え

た
は
ず
の
と
き
と
い
う
要
件
は
実
際
上
機
能
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
同
じ
一
元
説
に
立
ち
な
が
ら
、
相
手
方
の
認
識
可
能
性
を
要
求
す
る
立
場
に
対
し
て
、
法
文
に
な
い
認

識
可
能
性
を
要
件
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
も
要
素
や
重
過
失
の
有
無
の
一
判
断
事
由
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
り

る
と
す
る
説
も
説
か
れ
て
い
（
１０１
）
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
単
な
る
動
機
で
あ
っ
て
も
表
意
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
場
合
が
多

《論 説》
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い
か
ら
、
動
機
が
行
為
内
容
と
な
る
場
合
で
な
け
れ
ば
錯
誤
無
効
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
か
の
歯
止
め
を
置
か
な
け
れ
ば
、
意

思
表
示
の
無
効
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
法
的
不
安
定
を
惹
起
す
る
と
批
判
さ
れ
う
る
。

加
藤
（
雅
）
教
授
は
、
錯
誤
一
元
説
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
変
容
し
た
立
場
を
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
示
上
の
錯
誤
と

内
容
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
安
全
の
た
め
に
相
手
方
の
予
見
可
能
性
が
要
件
と
さ
れ
る
が
、
動
機
錯
誤
に
関
し
て
は
予
見
可

能
性
で
は
足
り
ず
、
相
手
方
の
認
識
と
認
容
ま
で
が
要
求
さ
れ
る
。
相
手
方
の
認
識
と
認
容
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
相
手
方

が
そ
れ
に
乗
ず
る
等
、
禁
反
言
に
違
反
し
た
と
き
は
、
錯
誤
者
は
保
護
さ
れ
（
１０２
）
る
。
加
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
立
場
で
あ
る
動
機

表
示
説
や
動
機
の
予
見
可
能
性
説
は
契
約
を
無
効
と
す
る
範
囲
が
広
す
ぎ
、
深
層
意
思
の
レ
ベ
ル
で
の
前
提
的
合
意
と
表
層
合
意
と

の
間
に
齟
齬
が
あ
る
場
合
ま
た
は
前
提
的
合
意
の
不
成
立
の
主
張
に
つ
い
て
禁
反
言
等
の
信
義
則
違
反
が
あ
る
場
合
に
錯
誤
無
効
の

主
張
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
表
示
行
為
―
内
心
的
効
果
意
思
―
深
層
意
思
を
区
別
す
る
三
層
的
法
律
行
為
論
は
、
事
情
変
更
、

瑕
疵
担
保
等
を
も
巻
き
込
ん
で
法
律
行
為
論
を
再
構
成
す
る
契
機
と
も
な
（
１０３
）
る
。
こ
の
加
藤
教
授
の
錯
誤
論
は
か
な
り
突
飛
な
よ
う
に

も
み
え
る
が
、
深
層
意
思
は
、
船
橋
博
士
や
我
妻
博
士
の
主
張
さ
れ
た
真
意
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
動
機
錯
誤
の
絞
込
み
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
予
見
可
能
性
で
は
足
り
な
い
と
す
る
点
を
除
い
て
、
近
時
の
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

の
動
機
錯
誤
の
絞
込
み
の
標
識
に
近
い
。
動
機
の
相
手
方
の
認
識
可
能
性
で
は
不
十
分
と
い
う
点
は
そ
の
通
り
で
あ
り
、
法
律
行
為

の
内
容
と
い
え
な
く
て
も
、
法
律
行
為
の
共
通
の
前
提
な
い
し
不
可
欠
の
条
件
に
な
っ
て
い
た
事
実
ま
た
は
事
情
に
関
す
る
思
い
違

い
の
場
合
で
な
け
れ
ば
錯
誤
に
よ
る
保
護
を
受
け
得
な
い
の
が
原
則
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
時
の
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
錯
誤
論
の
影
響
の
下
に
わ
が
国
の
錯
誤
論
を
こ
れ
ら
の
新
ル
ー
ル
の
要
件
を
か
ぶ

せ
て
処
理
す
る
と
い
う
見
解
も
新
た
に
説
か
れ
て
い
る
。
平
野
教
授
は
、
錯
誤
一
元
説
に
立
ち
な
が
ら
（
錯
誤
を
意
思
欠
缺
の
場
合

と
す
る
立
場
も
放
棄
さ
れ
る
）、
錯
誤
の
場
合
に
表
意
者
を
保
護
す
る
た
め
の
要
件
を
き
め
細
か
に
立
て
ら
れ
、
�
錯
誤
の
重
大
性
、
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�
表
意
者
に
重
過
失
が
な
い
こ
と
、
�
表
意
者
が
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
場
合
で
な
い
こ
と
、
お
よ
び
�
相
手
方
が
間
違
っ
た
情
報

な
い
し
ま
ぎ
ら
わ
し
い
情
報
を
提
供
し
た
た
め
に
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
�
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
、
そ
の
重

要
性
を
知
り
ま
た
は
知
り
え
た
場
合
で
、
信
義
則
上
そ
れ
を
放
置
し
て
は
い
け
な
い
の
に
放
置
し
て
意
思
表
示
を
さ
せ
た
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
（
�
、
�
は
相
手
方
の
帰
責
（
１０４
）

事
由
）。
こ
の
よ
う
な
錯
誤
論
は
こ
れ
か
ら
の
錯
誤
立
法
に
影
響
す
る
可
能
性
を
有
す
る
。

今
日
で
は
消
費
者
契
約
で
の
動
機
錯
誤
に
よ
る
錯
誤
無
効
を
積
極
的
に
承
認
し
、
消
費
者
保
護
の
た
め
に
活
用
す
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
は
近
時
の
裁
判
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
は
事
業
者
の
勧
誘
に
よ
り
形
成
さ
れ
た

動
機
に
基
づ
い
て
契
約
締
結
に
至
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
長
尾
教
授
は
、
従
来
の
錯
誤
二
元
説
は
、
表
意
者
の

行
為
態
様
の
側
面
か
ら
錯
誤
者
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
を
表
示
の
有
無
に
求
め
る
点
で
消
費
者
の
救
済
範
囲
が
制

限
さ
れ
る
が
、
錯
誤
一
元
説
は
相
手
方
の
認
識
、
行
為
態
様
の
側
面
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
示
如
何
を
問
わ
ず
動
機
を
も
錯

誤
領
域
に
取
り
込
む
点
で
よ
り
厚
く
消
費
者
を
救
済
し
う
る
と
主
張
さ
（
１０５
）
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
消
費
者
契
約
で
は
事
業

者
の
勧
誘
行
為
に
基
づ
き
消
費
者
が
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合
は
、
消
費
者
の
認
識
と
客
観
的
事
実
の
不
一
致
が
あ
る
場
合
に
民
法
九
五

条
が
適
用
さ
れ
う
る
（
事
実
の
錯
誤
）
と
説
か
れ
（
１０６
）
る
。
ま
た
伊
藤
教
授
も
、
消
費
者
契
約
で
は
事
業
者
の
一
方
的
主
導
の
も
と
で
行

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
事
実
に
対
応
す
る
消
費
者
の
動
機
や
意
思
の
欠
缺
、
す
な
わ
ち
消
費
者
の
認
識
と
客
観
的
事
実
の
不
一

致
の
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
錯
誤
無
効
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
（
消
費
者
の
動
機
を
効
果
判
定
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き

だ
）
と
主
張
さ
れ
（
１０７
）
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
、
消
費
者
側
か
ら
の
錯
誤
無
効
の
濫
用
の
問
題
が
生
じ
よ
う
。

学
説
上
は
動
機
錯
誤
の
場
合
に
民
法
九
六
条
二
項
（
第
三
者
の
詐
欺
）
を
類
推
し
、
相
手
方
が
悪
意
で
あ
る
場
合
に
無
効
の
主
張

を
許
容
す
る
見
解
も
あ
る
（
１０８
）
が
、
こ
の
立
場
で
は
予
見
可
能
性
を
要
件
と
す
る
立
場
の
よ
う
な
曖
昧
さ
は
な
く
な
る
代
わ
り
に
、
第
三

者
に
よ
る
詐
欺
に
関
す
る
規
定
の
錯
誤
へ
の
類
推
に
は
一
般
論
と
し
て
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

《論 説》
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（
ニ
）

改
正
提
案
と
動
機
錯
誤
（
事
実
錯
誤
）

今
回
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
に
際
し
て
は
、
平
野
教
授
や
筆
者
の
よ
う
に
近
時
の
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
（
共
通

参
照
枠
）
に
依
拠
し
た
、
表
意
者
の
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
錯
誤
が
�
相
手
方
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
惹
起
さ

れ
、
ま
た
は
�
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
に
表
意
者
が
保
護
さ
れ
う
る
と
い
っ
た
提
（
１０９
）
案
は
斥
け
ら

れ
、
相
手
方
の
事
情
は
一
般
的
に
錯
誤
者
の
保
護
の
可
否
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
立
場
が
採
用
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
民
法

（
債
権
法
）
改
正
提
案
で
は
、
こ
れ
ま
で
動
機
錯
誤
と
呼
ば
れ
て
き
た
事
実
錯
誤
と
表
示
錯
誤
（
法
律
行
為
の
内
容
の
錯
誤
）
を
区
別

し
、
現
行
民
法
九
五
条
本
文
を
修
正
し
、﹇
一
・
五
・
一
三
﹈〈
２
〉
で
事
実
錯
誤
に
特
有
の
要
件
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
起

草
者
に
よ
れ
ば
、
表
示
錯
誤
は
表
示
手
段
の
選
択
の
誤
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
動
機
錯
誤
は
事
実
認
識
の
誤
り
で
あ
る
。
前
者
の

場
合
は
意
思
表
示
に
対
応
し
た
意
思
が
な
い
以
上
意
思
表
示
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
動
機
錯
誤

の
場
合
は
、
表
意
者
は
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
情
報
を
収
集
し
、
事
実
に
つ
い
て
正
確
な
認
識
を
得
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
意
思
表
示
は
有
効
で
あ
り
、
事
実
に
関
す
る
認
識
の
誤
り
は
表
意
者
の
リ
ス
ク
に
属
す
（
１１０
）
る
。

改
正
提
案
﹇
一
・
五
・
一
三
﹈〈
２
〉
で
は
、
事
実
錯
誤
に
つ
い
て
判
例
に
み
ら
れ
る
考
え
方
に
従
い
、
事
実
に
つ
い
て
の
誤
っ

た
認
識
が
法
律
行
為
の
内
容
と
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
意
思
表
示
の
取
消
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
ま
ず
前
提
と
し
て
、

対
象
と
な
る
事
実
錯
誤
を
意
思
表
示
を
す
る
際
に
人
も
し
く
は
物
の
性
質
そ
の
他
当
該
意
思
表
示
に
か
か
る
事
実
を
誤
っ
て
認
識
し

た
場
合
と
定
式
化
す
る
（
法
に
関
す
る
錯
誤
も
事
実
錯
誤
に
含
ま
（
１１１
）

れ
る
）。
人
も
し
く
は
物
の
性
質
を
誤
っ
て
認
識
し
た
場
合
は
、
事

実
錯
誤
の
代
表
例
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
さ
と
い
う
視
点
か
ら
こ
れ
を
例
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
提
案
〈
２
〉
で
は
、
そ
の
誤
っ

た
認
識
が
法
律
行
為
の
内
容
と
さ
れ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
表
意
者
が
自
己
の
認
識
を
単
に
表
示
し
た
り
、
表
意
者
が
誤
っ

た
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
そ
の
事
項
が
表
意
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
相
手
方
が
認
識
で
き
た
り
し
た
だ
け
で
、
相
手

錯誤立法の基礎
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方
が
そ
の
意
思
表
示
が
取
り
消
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
理
由
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
関
す
る
リ
ス
ク
の
転
嫁
は
、
現
実

に
つ
い
て
の
認
識
が
合
意
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
（
合
意
主
義
）。
判
例
は
、
定
式
化
と
し
て
は
、

動
機
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
示
は
黙
示
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ

れ
、
現
実
に
表
示
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
合
意
主
義
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
基
準
と
な
る
の
は
法

律
行
為
の
内
容
と
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
れ
と
離
れ
て
特
に
表
示
を
要
求
す
る
意
味
は
な
い
。
そ
こ
で
提
案
〈
２
〉
は
、
そ

の
認
識
が
法
律
行
為
の
内
容
と
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
要
件
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
（
１１２
）
る
。
す
な
わ
ち
本
提
案
で
は
錯
誤
者
を
保
護
す
る

た
め
の
論
拠
と
し
て
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
信
頼
主
義
と
合
意
主
義
の
う
ち
前
者
が
否
定
さ
れ
る
。
表
示
錯
誤
の
場
合
に
信
頼
主

義
を
援
用
す
る
と
、
表
意
者
が
誤
信
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
方
が
誤
信
し
て
い
な
か
っ
た
と
信
頼
し
た
こ
と
を
保
護
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
相
手
方
が
表
意
者
の
表
示
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
は

も
は
や
表
示
錯
誤
と
は
い
え
な
（
１１３
）
い
。
事
実
錯
誤
の
場
合
は
、
例
え
ば
偽
物
の
絵
画
を
真
筆
と
誤
信
し
て
い
た
場
合
、
信
頼
主
義
の
も

と
で
は
相
手
方
（
売
主
）
が
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
相
手
方
に
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、

そ
の
こ
と
は
リ
ス
ク
負
担
の
理
由
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
代
金
額
な
ど
が
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
関
す
る
リ
ス
ク
の

転
嫁
は
、
そ
れ
を
合
意
の
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
う
る
。
加
藤
（
雅
）
教
授
の
錯
誤
論
で
は
、
こ
の
場
合
表
層

合
意
と
前
提
的
合
意
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
実
際
は
前
提
的
合
意
と
事
実
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
前
提
的
合
意
も
法
的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
合
意
と
し
て
認
め
ら
れ
う
（
１１４
）
る
。

以
上
の
起
草
者
の
説
明
か
ら
は
、
本
提
案
が
錯
誤
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
二
元
説
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
立
場
は
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
判
例
が
基
本
的
に
と
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
実
務
が
戸
惑
う
よ
う
な
改
正
提
案
で
は
な
い
。

し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
表
意
者
の
事
実
の
認
識
が
契
約
内
容
と
な
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
が
必
ず
し
も
一
義
的
に
捉
え
ら

《論 説》
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れ
な
い
場
合
も
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
限
度
で
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
も
問
題
と
さ
れ
て
き
た
議
論
を
引
き
ず
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
信
頼
主
義
的
な
立
場
に
必
ず
し
も
立
た
な
い
と
し
て
も
、
表
意
者
が
事
実
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
ま
た
は
表

示
者
の
錯
誤
が
重
要
な
こ
と
を
相
手
方
が
契
約
締
結
時
に
知
り
、
ま
た
は
認
識
可
能
で
あ
っ
た
場
合
や
表
意
者
が
そ
の
事
実
を
相
手

方
に
表
示
し
た
場
合
は
、
そ
の
事
実
が
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
場
合
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か

に
、
買
主
の
購
入
動
機
（
例
え
ば
婚
礼
用
の
家
具
の
購
入
）
を
売
主
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
婚
姻
解
消
の
場
合
に
錯
誤
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
は
い
え
な
い
が
、
売
主
が
自
己
所
有
地
と
誤
信
し
て
売
却
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
相
手
方
が
そ
の
事
実
を
知

り
ま
た
は
知
る
べ
か
り
し
場
合
に
錯
誤
に
よ
る
保
護
を
認
め
る
こ
と
に
異
論
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
婚
礼
用
あ
る

い
は
自
己
所
有
地
と
い
う
事
実
は
法
律
行
為
の
内
容
で
な
い
（
あ
る
い
は
内
容
に
な
っ
て
い
る
）
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
立
法
提
案
に
対
し
て
は
、
特
に
表
意
者
が
消
費
者
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
提
案
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
自
己
防
衛

を
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
（
１１５
）
る
。
し
か
し
後
藤
教
授
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
動
機
の
契
約
内
容
化
の
柔

軟
な
処
理
、
定
型
的
な
リ
ス
ク
分
配
の
観
点
、
不
実
表
示
に
よ
る
処
理
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る
と
の
考
え
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
あ
（
１１６
）
る
。
起
草
者
の
提
案
し
て
い
る
錯
誤
論
は
、
動
機
（
事
実
）
が
法
律
行
為
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
錯
誤
者
が

保
護
さ
れ
な
い
と
の
建
前
を
と
つ
て
い
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
法
律
行
為
の
内
容
と
必
ず
し
も
い
え
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
給
付
目
的
と
密
接
不
可
分
の
前
提
条
件
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
い
て
も
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
し
、
消
費
者
取
引
に
お
い
て
は
、

法
律
行
為
の
内
容
と
な
っ
て
い
な
い
単
な
る
消
費
者
の
購
入
動
機
も
、
相
手
方
（
事
業
者
）
が
表
意
者
の
錯
誤
を
惹
起
し
ま
た
は
表

意
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
そ
れ
を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
も
表
意
者
を
保
護
す
べ
き
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
を

み
て
も
、
安
く
海
外
旅
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
勧
誘
さ
れ
て
英
会
話
教
材
等
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
購
入
さ
せ
ら
れ
た
事
例
で
、
相

手
方
が
表
意
者
の
動
機
錯
誤
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
理
由
で
錯
誤
無
効
を
認
め
た
も
の
も
あ
（
１１７
）
る
。
な
お
、
改
正
提
案
の
不
実
表
示
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規
定
﹇
一
・
五
・
一
五
﹈
は
顧
客
保
護
の
範
囲
が
広
い
が
、
国
会
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
通
過
す
る
か
ど
う
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
。

（
２
）

錯
誤
と
意
思
の
不
合
致

（
イ
）

比
較
法

ロ
ー
マ
法
、
早
期
普
通
法
で
は
、
契
約
の
目
的
物
や
契
約
当
事
者
の
同
一
性
な
ど
に
つ
い
て
不
一
致
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
事
者

の
意
思
の
不
合
致
（D

issens

）
が
存
在
し
、
契
約
は
無
効
で
、
一
方
の
当
事
者
の
錯
誤
あ
る
い
は
錯
誤
の
相
手
方
の
信
頼
の
保
護
は

問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
。
自
然
法
学
者
は
、
錯
誤
を
一
方
の
約
束
者
の
約
束
の
基
礎
に
黙
示
の
条
件
と
し
て
置
か
れ
た
事
実
の
不

存
在
と
し
て
捉
え
た
が
、
必
ず
し
も
一
般
化
せ
ず
、
表
意
者
の
意
思
表
示
に
お
け
る
意
思
と
表
示
の
不
一
致
の
問
題
と
し
て
錯
誤
を

捉
え
る
立
場
が
一
般
化
し
た
の
は
一
九
世
紀
半
ば
で
あ
る
と
い
わ
れ
（
１１８
）
る
。
従
っ
て
、
こ
の
頃
以
降
は
契
約
当
事
者
双
方
の
意
思
が
一

致
し
な
い
意
思
の
不
合
致
と
表
意
者
の
意
思
と
表
示
の
不
一
致
の
問
題
が
競
合
し
て
表
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
契
約
当
事
者
の
意
思

の
不
合
致
が
契
約
の
無
効
を
惹
起
す
る
こ
と
は
近
現
代
の
大
陸
法
国
家
で
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
（
ド
民
一
五
四
条
）。
し
か
し
、

そ
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
は
規
定
が
な
く
て
も
当
然
の
こ
と
だ
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ス

ト
リ
ア
で
は
、
信
頼
主
義
的
（
表
示
主
義
的
）
錯
誤
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
合
意
の
ゆ
え
に
契
約
が
無
効
と
な
る
と
い
う

規
定
（
不
表
見
的
不
合
意
に
関
す
る
規
定
）
は
定
め
ら
れ
て
い
な
（
１１９
）
い
。

英
米
法
で
も
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
合
意
な
い
し
契
約
が
成
立
す
る
た
め
に
は
意
思
の
合
致
が
必
要
で
あ
る
、

す
な
わ
ち
、
相
互
的
合
意
の
表
示
と
区
別
さ
れ
た
内
心
的
合
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
判
例
が
現
れ
（
１２０
）
た
。
ピ
ア
レ
ス

号
事
件
（
ピ
ア
レ
ス
号
の
積
荷
の
売
買
で
、
両
当
事
者
の
考
え
て
い
る
船
舶
が
同
名
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
例
）
で
は
、
意
思
の
合

致
が
な
く
、
拘
束
力
あ
る
契
約
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
（
１２１
）
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
意
思
の
不
合
致
の
場
合
で
も
当
事
者
が
相
手
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方
の
申
し
出
た
契
約
条
項
に
同
意
し
た
も
の
と
合
理
的
な
人
間
で
あ
れ
ば
信
ず
る
よ
う
に
行
為
し
た
場
合
は
、
禁
反
言
則
に
よ
り
無

効
主
張
が
制
限
さ
れ
（
１２２
）
た
。
両
当
事
者
の
意
思
の
合
致
（
内
心
的
同
意
）
が
、
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
必
要
だ
と
い
う
考

え
方
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
学
説
の
影
響
を
受
け
た
ポ
ロ
ッ
ク
（F

.P
ollock

）
や
ア
ン
ス
ン
（W

.R
.A
nson

）
に

よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
一
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ー
ム
ズ
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
伝
統
的
な
約
因
法
理
に
基
づ
く

客
観
理
論
へ
の
復
帰
を
説
（
１２３
）
き
、
契
約
の
成
立
と
は
、
二
つ
の
内
心
的
意
思
が
一
つ
の
意
思
に
お
い
て
合
意
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
二

つ
の
外
的
表
示
の
合
意
、
す
な
わ
ち
両
当
事
者
が
同
一
の
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
た
。
ホ
ー
ム
ズ
は
、
ピ
ア
レ

ス
号
事
件
に
つ
き
、
当
事
者
は
錯
誤
に
陥
っ
た
の
で
は
な
く
、
両
当
事
者
が
異
な
っ
た
目
的
物
を
表
示
し
た
と
捉
え
（
１２４
）
た
。
以
後
ア
メ

リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
客
観
理
論
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
っ
（
１２５
）
た
。
し
か
し
、
表
意
者
が
電
報
を
通
じ
て
価
格
を
伝
え
た
と
こ
ろ
実
際

よ
り
安
く
打
電
さ
れ
た
た
め
損
害
を
受
け
た
と
い
う
事
例
で
、
表
意
者
の
真
意
と
表
示
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
っ
て
も
相
手
方
が

そ
れ
を
十
分
に
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
は
、
表
意
者
は
本
来
の
代
金
額
を
相
手
方
に
請
求
し
う
る
と
（
１２６
）
し
、
ま
た
は
双
方
と
も
に

善
意
で
あ
れ
ば
、
事
実
上
意
思
の
合
致
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
契
約
に
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
（
主
観
理
論

に
な
っ
た
と
い
え
る
）
判
例
も
み
ら
れ
（
１２７
）
た
。

上
記
の
客
観
理
論
は
、
ウ
ィ
リ
ス
ト
ン
（W

illiston
）
が
主
導
し
た
一
九
三
二
年
契
約
法
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
〇
条
、

七
五
条
に
結
晶
す
る
。
契
約
法
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
�
当
事
者
の
一
方
が
、
相
手
方
の
表
示
が
そ
の
真
意
で
な
い
こ
と

（
同
名
の
船
が
二
隻
存
在
す
る
こ
と
）
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
理
由
が
存
在
し
た
場
合
で
、
相
手
方
が
そ
の
事
実
を
知
ら
ず
ま
た

は
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
相
手
方
の
考
え
て
い
た
船
の
物
品
に
つ
い
て
契
約
が
成
立
し
、
�
両
当
事
者

と
も
に
契
約
締
結
当
時
そ
の
事
実
を
知
ら
ず
ま
た
は
知
り
う
べ
き
理
由
も
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
反
対
に
両
当
事
者
と
も
に
そ
の

事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
理
由
を
有
し
た
場
合
は
、
両
当
事
者
と
も
に
同
じ
船
舶
を
考
え
て
い
た
場
合
を
除
き
、
契
約
は
成
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立
し
な
い
と
し
（
１２８
）
た
。
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
表
示
錯
誤
の
場
合
、
す
な
わ
ち
表
意
者
が
馬
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
牝
牛
と

い
っ
た
場
合
、
相
手
方
が
表
意
者
の
誤
り
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
と
き
は
、
契
約
は
成
立
し
な
い
と
し
た
（
１２９
）
が
、

コ
ー
ビ
ン
（C

orbin

）
の
よ
う
に
表
意
者
の
現
実
の
意
思
は
、
表
意
者
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
相
手
方
を
誤
解
さ
せ
、
損
害
を

生
ぜ
し
め
な
い
限
り
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
立
場
（
主
観
理
論
を
重
視
す
る
学
説
）
も
現
れ
（
１３０
）
た
。
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
は
、
ピ
ア
レ
ス
号
事
件
を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
�
両
当
事
者
と
も
同
一
の
船
舶
を
意
図
し
て
い
た
場
合
は
、
契
約
は

成
立
す
る
。
�
両
当
事
者
の
一
方
が
、
相
手
方
が
第
二
の
ピ
ア
レ
ス
号
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
相
手
方
が
ピ
ア
レ

ス
号
が
二
隻
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
第
二
の
ピ
ア
レ
ス
号
に
つ
き
売
買
契
約
が
存
在
す
る
。
�
両
当
事
者

と
も
に
ピ
ア
レ
ス
号
が
二
隻
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
べ
き
理
由
が
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
、
相
手
方
が
、
表
意
者
が
第
一

の
ピ
ア
レ
ス
号
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
べ
き
理
由
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
第
二
の
ピ
ア
レ
ス
号
の
積
荷
に
つ

い
て
売
買
契
約
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
（
１３１
）
る
。

（
ロ
）

日
本
法

日
本
民
法
の
起
草
者
は
、
意
思
の
不
合
致
な
い
し
無
意
識
的
不
合
意
に
つ
い
て
規
定
を
置
か
ず
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
錯
誤
の
一
場

合
と
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
（
１３２
）
た
。
内
池
教
授
は
、
現
行
民
法
が
不
合
意
に
関
す
る
規
定
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
は
立
法
上
の

ミ
ス
だ
と
主
張
さ
れ
（
１３３
）
る
。
わ
が
国
で
は
意
思
の
不
合
致
の
場
合
に
民
法
九
五
条
で
処
理
す
る
か
、
そ
れ
と
も
意
思
の
不
合
致
の
場
合

と
し
て
契
約
の
不
成
立
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
る
。
判
例
は
古
く
、
不
動
産
売
買
の
仲
介
人
が
買
主
に
売
主
が
売

却
す
る
と
告
げ
た
土
地
よ
り
も
広
い
範
囲
の
土
地
を
売
却
地
と
し
て
告
げ
た
場
合
に
（
価
格
は
同
じ
）、
そ
の
意
思
と
表
示
と
が
一
致

を
欠
き
、
法
律
行
為
が
有
効
に
成
立
し
な
い
（
民
法
九
五
条
は
適
用
さ
れ
な
い
）
と
し
た
も
の
が
あ
（
１３４
）
る
。
本
判
決
は
意
思
表
示
の
不
合

致
に
よ
る
契
約
の
不
成
立
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
余
地
も
あ
（
１３５
）
る
。
山
林
の
毛
上
の
売
買
で
、
売
主
が
一
定
の
種
類
の
樹
木
（
種
松
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楠
杉
）
を
除
外
す
る
意
思
で
誤
っ
て
毛
上
全
部
を
売
却
す
る
と
表
示
し
、
買
主
も
毛
上
全
部
を
買
う
こ
と
を
承
諾
し
た
場
合
に
、
契

約
不
成
立
と
し
た
判
（
１３６
）
例
は
、
売
主
の
錯
誤
の
事
案
だ
と
さ
れ
て
い
（
１３７
）
る
。

判
例
は
そ
の
後
、
生
糸
製
造
権
の
譲
渡
契
約
で
、
買
主
が
売
主
が
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
補
償
金
が
代
金
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て

い
た
事
例
で
、
契
約
両
当
事
者
は
契
約
の
要
素
た
る
べ
き
点
に
つ
き
合
致
を
欠
く
か
ら
、
契
約
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
意
思
の
不

合
致
に
よ
る
契
約
の
不
成
立
を
認
め
（
１３８
）
た
。
学
説
上
は
こ
の
事
案
に
つ
き
、
無
意
識
的
不
合
意
を
正
面
か
ら
認
め
た
重
要
な
先
例
と
し

て
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
が
（
意
思
（
１３９
）

主
義
）、
当
該
取
引
に
お
い
て
当
時
の
慣
行
等
か
ら
補
償
金
を
代
金
額
に
含
め
な
い
と
い
う
趣

旨
が
確
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
当
事
者
の
一
方
（
買
主
）
に
つ
き
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
が
問
題
に
な
る
と
す
る
も
の
が

多
（
１４０
）
い
。
近
時
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
意
味
付
与
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
ま
ず
各
当
事
者
が
表
示
に
付
与
し

た
意
味
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
致
し
て
い
る
場
合
に
そ
の
一
致
し
た
意
味
で
の
契
約
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
さ
ら
に
い
ず
れ
の
当
事
者
の
意
味
付
与
が
正
当
か
を
検
討
し
、
一
方
が
正
当
と
評
価
さ

れ
た
場
合
に
は
そ
の
意
味
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
認
め
、
い
ず
れ
の
意
味
付
与
に
も
正
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
初
め
て
内
容

の
不
確
定
の
ゆ
え
に
契
約
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
化
し
て
い
る
（
意
味
付
与
比
（
１４１
）

較
説
）。
し
か
し
、
当
事
者
が
意

思
表
示
を
し
た
場
合
、
そ
の
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
表
意
者
に
よ
り
何
ら
か
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
、

例
え
ば
、「
生
糸
製
造
権
を
五
〇
万
円
で
売
却
す
る
」
と
い
う
契
約
で
は
、
契
約
書
に
現
れ
て
い
な
い
当
事
者
の
意
図
は
ど
う
い
う

も
の
で
あ
っ
た
か
、
当
該
権
利
の
売
買
は
そ
の
と
き
の
当
該
土
地
で
の
取
引
慣
行
で
は
補
償
金
が
代
価
に
含
ま
れ
る
と
い
う
趣
旨
で

あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
り
、
む
し
ろ
当
事
者
の
意
思
解
釈
、
慣
行
の
解
釈
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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（
３
）

重
過
失

（
イ
）

比
較
法

フ
ラ
ン
ス
法
上
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
錯
誤
の
主
張
を
認
め
な
い
と
い
う
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
数
説

お
よ
び
判
例
は
錯
誤
に
よ
る
無
効
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
錯
誤
者
が
宥
恕
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
具
体
的

過
失
が
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
通
常
人
な
ら
ば
錯
誤
を
回
避
す
る
情
報
を
容
易
に
入
手
し
え
た
場
合
に
は
錯
誤
は
成
立
し

な
い
と
す
（
１４２
）
る
。
既
述
の
よ
う
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
錯
誤
が
意
思
の
欠
缺
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
た
め
に
表
意
者
に
過
失
が
あ
る
場

合
だ
け
で
な
く
、
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
も
表
意
者
の
錯
誤
の
主
張
を
許
容
し
（
１４３
）
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
は
、
錯

誤
の
場
合
法
律
行
為
が
無
効
と
な
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
上
で
、
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
だ
け
相
手
方
が
錯

誤
を
知
り
ま
た
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
を
除
い
て
賠
償
義
務
を
認
め
た
が
（
九
八
条
二
項
、
三
項
）、
錯
誤
者
に
重
過
失
が

あ
る
場
合
は
法
律
行
為
は
有
効
と
な
る
と
し
た
（
九
九
条
一
項
）。
ド
イ
ツ
民
法
は
、
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
重

過
失
が
あ
る
場
合
に
も
表
意
者
の
錯
誤
取
消
の
主
張
を
許
容
し
た
が
（
一
一
九
条
）、
錯
誤
者
の
相
手
方
に
対
す
る
信
頼
損
害
の
賠

償
義
務
を
一
般
的
に
課
す
る
こ
と
に
よ
り
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
（
一
二
二
条
）。

ス
イ
ス
債
務
法
で
は
錯
誤
の
援
用
が
信
義
則
に
反
す
る
と
き
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
二
五
条
一
項
）。
同

条
項
は
、
錯
誤
が
錯
誤
者
の
過
失
に
基
づ
く
場
合
だ
け
で
な
く
、
相
手
方
に
過
失
の
責
め
が
な
い
場
合
、
錯
誤
者
が
不
当
に
取
消
権

の
行
使
を
遷
延
す
る
場
合
、
さ
ら
に
は
給
付
さ
れ
た
物
が
錯
誤
者
の
過
失
で
滅
失
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
適
用
さ
れ
う
（
１４４
）
る
。
イ
ギ
リ

ス
で
も
コ
モ
ン
ロ
ー
上
（
１４５
）
も
、
ま
た
エ
ク
イ
テ
ィ
上
（
１４６
）
も
、
自
ら
の
過
失
に
よ
り
錯
誤
に
陥
っ
た
者
に
は
救
済
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
っ

と
も
、
現
在
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
区
別
な
く
、
過
失
あ
る
錯
誤
者
は
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
解
説
さ
れ
て
い
（
１４７
）
る
。

《論 説》
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Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
錯
誤
者
が
錯
誤
を
主
張
す
る
た
め
に
は
錯
誤
に
陥
る
に
つ
い
て
宥
恕
す
べ
き
場
合
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
四：

一
〇
三
条
二
項
ａ
号
、
同
旨：

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

�
―
七：

二
〇
一
条
二
項
ａ
）。
但
し
、
相
手
方
が
錯
誤
を
知
っ
て
い
る
場
合
は
除
か
れ
（
１４２
）
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
錯
誤
者
に
重
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
（
三
・
五
（
２
）（
ａ
）（
二
〇
一
〇
年
版
は
三
・
二
・
二
条
二
項
ａ
））。

（
ロ
）

日
本
法

わ
が
国
で
は
錯
誤
無
効
を
表
意
者
が
主
張
す
る
た
め
に
は
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
る
に
つ
い
て
重
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
が
必
要
で

あ
る
（
民
九
五
条
）。
わ
が
国
の
重
過
失
あ
る
場
合
に
錯
誤
無
効
の
主
張
を
認
め
な
い
立
場
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
の
錯
誤
規

定
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
重
（
大
な
）
過
失
と
は
、
通
常
の
過
失
（
軽
過
失
）
と
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
職
業
、
行
為
の
種

類
、
対
象
等
か
ら
み
て
表
意
者
が
注
意
義
務
を
欠
く
程
度
が
著
し
い
こ
と
を
い
う
。
表
意
者
が
取
引
上
、
社
会
上
要
求
さ
れ
る
調
査

義
務
を
著
し
く
欠
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
こ
と
は
、
相
手
方
に
お
い
て
主
張
、
立
証
す
べ
き
だ
と
す
る
の

が
通
説
、
判
例
で
あ
（
１４９
）
る
。
表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
こ
と
を
相
手
方
が
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
相
手
方
を
保
護
す
る
必
要
が
な
い
た

め
、
表
意
者
は
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
（
１５０
）
る
。
こ
の
場
合
の
相
手
方
の
悪
意
は
錯
誤
者
が
主
張
、
立
証
す
べ
き
で
あ
（
１５１
）
る
。

学
説
上
は
、
相
手
方
が
悪
意
に
準
じ
た
重
過
失
の
あ
る
場
合
お
よ
び
相
手
方
の
勧
誘
に
際
し
て
の
説
明
、
広
告
等
な
ど
が
錯
誤
の

原
因
で
あ
る
場
合
（
相
手
方
に
錯
誤
の
原
因
が
あ
る
場
合
）
に
も
、
錯
誤
者
に
重
過
失
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
錯
誤
の
主
張

を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ
（
１５２
）
る
。
ま
た
野
村
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
に
過
ぎ
な
く
て
も
錯
誤
の

主
張
を
認
め
な
い
の
が
多
数
説
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
錯
誤
者
に
単
純
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
で
も
錯
誤

の
主
張
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
（
現
行
民
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
重
過
失
を
で
き
る
だ
け
緩
や
か
に
解
す
べ
き
だ
）
と
主
張
さ
れ
（
１５３
）
る
。

さ
ら
に
一
元
説
の
立
場
か
ら
、
表
示
主
義
か
ら
は
意
思
表
示
の
有
効
、
無
効
を
表
意
者
の
過
失
の
有
無
に
か
か
ら
せ
る
べ
き
で
は
な

い
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
重
過
失
要
件
を
外
し
て
信
義
則
上
錯
誤
の
主
張
が
許
容
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
れ
ば
よ
い
と
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す
る
見
解
も
あ
（
１５４
）
る
。

表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
と
き
は
意
思
表
示
は
有
効
か
、
無
効
か
。
民
法
九
五
条
但
書
の
原
案
は
「
但
表
意
者
に
重
大
の
過
失
あ

り
た
る
と
き
は
此
限
り
に
在
ら
ず
」
と
な
っ
て
お
り
、
無
効
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
審
議
で
、

相
手
方
か
ら
無
効
の
主
張
を
認
め
る
の
は
差
し
支
え
な
い
と
い
う
趣
旨
で
、
現
行
の
よ
う
に
「
た
だ
し
、
表
意
者
に
重
大
な
過
失
が

あ
っ
た
と
き
は
、
表
意
者
は
、
自
ら
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
さ
れ
た
（
民
九
五
条
）。
従
っ
て
、
現
行

法
上
は
錯
誤
に
陥
っ
た
者
に
重
過
失
が
あ
っ
た
場
合
で
も
意
思
表
示
は
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
（
１５５
）
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
起
草
者
の

意
図
と
は
異
な
り
、
民
法
九
五
条
の
無
効
は
相
対
的
無
効
で
あ
り
、
表
意
者
が
無
効
を
主
張
し
な
い
限
り
、
相
手
方
や
第
三
者
も
無

効
を
主
張
し
え
な
い
か
ら
、
錯
誤
者
が
無
効
を
主
張
し
え
な
い
場
合
は
、
相
手
方
や
第
三
者
も
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
解
さ
れ
て

い
（
１５６
）
る
。

二
〇
〇
九
年
改
正
提
案
で
は
、
法
律
行
為
の
当
事
者
、
内
容
、
人
も
し
く
は
物
の
性
質
等
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
に
表
意
者
に
重

大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
取
り
消
し
え
な
い
が
、
�ア
相
手
方
が
悪
意
で
あ
り
、
ま
た
は
�イ
相
手
方
が
表
意
者

の
錯
誤
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
重
過
失
が
あ
る
と
き
、
�ウ
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た
は
�エ
相
手
方
も

表
意
者
と
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
﹇
一
・
一
五
・
一
三
〈
３
〉﹈。
改
正
提
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
時

の
学
説
や
野
村
説
の
よ
う
な
錯
誤
者
に
単
純
過
失
の
あ
る
場
合
に
も
保
護
を
否
定
す
る
立
場
は
と
ら
な
か
っ
た
が
、
相
手
方
に
重
過

失
が
あ
る
場
合
に
も
錯
誤
者
の
保
護
を
拡
大
し
た
。
わ
が
国
の
裁
判
所
の
中
に
は
、
銀
行
が
ト
ラ
ブ
ル
の
あ
っ
た
顧
客
に
預
金
口
座

を
開
設
し
な
い
よ
う
に
総
て
の
支
店
に
通
知
し
た
が
、
支
店
の
一
つ
が
そ
れ
を
見
落
と
し
て
口
座
を
開
設
し
た
場
合
に
、
表
意
者

（
窓
口
担
当
者
）
の
重
過
失
に
よ
り
預
金
契
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
相
手
方
（
そ
の
顧
客
）
が
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
か
つ
そ
の
状
況
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
か
ら
、
当
該
預
金
契
約
は
無
効
だ
と
し
た
も
の
が
あ
（
１５７
）
る
。
相
手
方
が
悪
意
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の
場
合
に
重
過
失
あ
る
表
意
者
の
錯
誤
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
（〈
ア
〉）、
相
手
方
に
重
過
失
が
あ
っ
た
場
合
も
そ
れ

に
準
ず
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
（
１５８
）
う
（〈
イ
〉）。
し
か
し
、
民
法
改
正
研
究
会
試
案
は
、
相
手
方
が
悪
意
の
場
合
に
限
っ
て
例
外

を
認
め
て
い
る
（
五
五
条
二
項
）。

相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
も
、
重
過
失
あ
る
錯
誤
者
が
錯
誤
を
主
張
し
う
る
と
す
る
こ
と
（〈
ウ
〉）
は
、

議
論
の
余
地
が
あ
る
。
本
提
案
に
対
し
て
は
、
相
手
方
が
無
過
失
で
表
意
者
の
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
に
も
重
過
失
あ
る
表
意
者
が

錯
誤
の
主
張
を
な
し
う
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
（
１５９
）
る
。
ま
た
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
錯
誤
規
定
で
は
、
既
述
の
よ
う
に

錯
誤
一
元
説
に
立
っ
た
上
で
、
表
意
者
の
錯
誤
主
張
の
要
件
と
し
て
相
手
方
の
表
意
者
の
錯
誤
の
認
識
可
能
性
等
と
並
ん
で
相
手
方

の
錯
誤
惹
起
を
列
記
し
（
三
・
五
（
１
）（
ａ
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
一
項
ａ
））、
同
時
に
こ
の
場
合
で
も
表
意
者
に
重

過
失
が
あ
る
と
き
は
錯
誤
の
主
張
が
で
き
な
い
と
し
て
お
り
（
三
・
五
（
２
）（
ａ
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
二
項
ａ
）、

日
本
の
新
提
案
と
は
著
し
く
相
違
し
て
い
る
。
例
外
ル
ー
ル
と
し
て
の
〈
ウ
〉
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
共
通
錯
誤
の
場
合
に
現
在
の
多
数
説
は
、
表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
で
も
錯
誤
の
主
張
を
許
容
す
る
（
後
述
）。

（
４
）

錯
誤
リ
ス
ク
の
引
受

（
イ
）

比
較
法

大
陸
法
で
は
錯
誤
者
の
保
護
に
関
す
る
規
定
は
あ
る
が
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
で
錯
誤
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
両
当
事
者
の
い
ず

れ
か
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
等
で
錯
誤
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
当
事
者
間
で
分
配
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
対
象
の
特
性
を
保
証
し
な
い
旨
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
や
保
証
人
が
主
債
務
者
の
資
力
の
有
無
を
調
査
し
な
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い
で
保
証
契
約
を
締
結
し
た
場
合
）。
錯
誤
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
合
意
な
い
し
事
情
が
な
か
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
契
約
解
釈
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
当
事
者
の
一
方
が
期
待
し
た
性
状
が
対
象
に
備

わ
っ
て
い
な
い
リ
ス
ク
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
錯
誤
に
陥
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
は

そ
の
者
が
期
待
し
た
も
の
と
本
質
的
に
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
（
１６０
）
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
錯
誤
リ
ス
ク
の
引
受
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
明
示
的
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
も

判
例
法
に
遡
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
三
七
年
の
ア
メ
リ
カ
現
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
和
解
そ
の
他
に
よ
っ
て
当

事
者
が
取
消
権
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
現
状
回
復
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
錯
誤
に
つ
き
、
そ
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
と
相
手
方
と

合
意
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
場
合
、
相
手
方
と
の
取
引
を
取
り
消
す
権
利
は
与
え
ら
れ
な
い
と
規
定

さ
れ
て
い
た
（
一
一
条
（
１６１
）

一
項
）。
一
九
八
一
年
の
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
表
意
者
が
錯
誤
の
危
険
を
負
担
し
な
い

こ
と
が
錯
誤
取
消
の
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
（
二
九
四
条
）、
表
意
者
が
錯
誤
の
危
険
を
負
担
す
る
場
合
と
し
て
、
�
当
事
者
の
合
意
、

�
表
意
者
が
乏
し
い
情
報
し
か
持
た
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
�
裁
判
所
の
決
定
の
三
つ
が
規
定
さ
れ
て

い
る
（
一
五
四
条
）。
�
の
合
意
に
よ
る
リ
ス
ク
負
担
は
、
土
地
売
買
に
お
け
る
売
主
の
有
す
る
権
限
の
み
を
譲
渡
す
る
と
い
う
文

言
や
い
わ
ゆ
る
現
況
有
姿
引
渡
条
項
が
典
型
で
あ
り
、
明
示
だ
け
で
な
く
、
黙
示
の
場
合
も
含
（
１６２
）
む
。
�
の
意
識
的
不
知
は
、
土
地
売

買
に
お
い
て
買
主
が
土
地
面
積
の
測
量
の
重
大
な
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
に
解
除
権
を
認
め
る
条
項
の
挿
入
を
拒
否
し
た
場
合
が
例
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
売
主
も
錯
誤
を
主
張
し
え
な
（
１６３
）
い
。
�
の
裁
判
所
に
よ
る
リ
ス
ク
割
り
当
て
は
、
被
保
険
者
が
既
に
致
命
的

な
疾
病
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
保
険
契
約
者
が
多
額
の
一
括
保
険
料
を
支
払
っ
て
年
金
形
式
の
保
険
契
約
を
締
結

し
た
場
合
が
例
示
さ
れ
て
い
（
１６４
）
る
。

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
当
該
状
況
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
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べ
き
で
あ
っ
た
場
合
は
、
当
事
者
は
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
（
四：

一
〇
三
条
（
２
）（
ｂ
）、
同
旨：

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

�
―
七：

二
〇
一
条
二
項
ｂ
）。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
も
、
当
事
者
が
錯
誤
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
、

錯
誤
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
錯
誤
が
錯
誤
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
た
事
項
に
関
係
す
る
と
き
あ
る
い
は
諸
事
情
を
考
慮
し

て
錯
誤
が
錯
誤
当
事
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
べ
き
と
き
を
定
め
て
い
る
（
三
・
五
条
二
項
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
二

項
ｂ
））。
同
条
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
錯
誤
リ
ス
ク
の
引
受
は
し
ば
し
ば
投
機
的
契
約
に
お
い
て
行
わ
れ
、
無
名
の
画
家
の
作
で

あ
る
と
考
え
て
絵
画
を
そ
れ
相
当
の
値
段
で
売
買
し
た
が
、
そ
の
後
有
名
な
画
家
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
絵
が
無
名
の
画
家
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
た
と
い
う
事
実
は
、
有
名
な
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク

を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
売
主
は
取
り
消
し
得
な
（
１６５
）
い
。
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
改
正
草
案
（
カ
タ
ラ
草
案
）
一
一
一
二
条
の
一
、
第
三
項
も
、

「
物
の
性
質
に
関
す
る
危
険
の
引
受
は
、
そ
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
を
排
除
す
る
」
と
い
う
条
項
を
置
い
て
い
る
。

（
ロ
）

日
本
法

日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
の
も
と
に
錯
誤
者
が
当
該
契
約
に
お
い
て
リ
ス
ク
負
担
の
合
意
を
な
し
、
ま
た
は
情
報
の
欠
如
を

知
り
な
が
ら
自
ら
不
利
益
を
受
け
る
可
能
性
を
予
測
し
た
う
え
で
契
約
を
締
結
し
、
さ
ら
に
は
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
よ
り
容
易
な

者
に
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
問
題
は
、
契
約
当
事
者
の
情
報
ア

ク
セ
ス
能
力
お
よ
び
自
己
責
任
と
い
う
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
議
論
さ
れ
（
１６６
）
る
。
錯
誤
に
つ
い
て
一
元
説
に
立
ち
な
が
ら
、
多
様
な
要

素
を
調
整
（
考
量
）
し
た
錯
誤
論
を
構
築
さ
れ
る
平
野
教
授
は
、
考
量
要
素
の
一
つ
と
し
て
表
意
者
が
そ
の
取
引
の
性
質
上
リ
ス
ク

を
引
き
受
け
る
べ
き
性
質
の
錯
誤
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
、
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と

を
約
束
し
て
い
る
場
合
や
表
意
者
が
取
引
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
他
の
場
合
が
こ
れ
で
あ
（
１６７
）
る
。

日
本
を
含
む
大
陸
法
諸
国
で
は
、
従
来
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
と
い
う
考
え
方
は
前
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
錯
誤
者
の
過
失
、
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重
過
失
判
断
を
通
じ
て
実
質
的
に
は
か
な
り
の
程
度
リ
ス
ク
負
担
の
問
題
を
考
慮
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
当
該
取
引
の
目

的
物
に
つ
い
て
専
門
知
識
を
有
し
、
ま
た
は
相
当
の
期
間
占
有
を
続
け
た
た
め
に
目
的
物
の
性
状
を
よ
り
よ
く
知
り
え
た
者
、
す
な

わ
ち
当
該
商
品
に
つ
い
て
の
情
報
を
相
手
方
よ
り
も
多
く
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
表
意
者
は
、
錯
誤
を
主
張
し
て
も
、
重
過
失
あ
り

と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
当
事
者
間
で
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
に
関
す
る
合
意
を
し
て
い
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
錯
誤
の
主
張
は
こ
の
よ
う
な
合
意
が
な
い
場
合
に
問
題
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
と
い
う
項
目
を
要
件
と
し
て
立
て
る
必
要
は
特
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。（

ハ
）

錯
誤
規
定
は
任
意
法
規
か
強
行
法
規
か

錯
誤
リ
ス
ク
の
負
担
合
意
の
効
力
に
関
連
し
て
、
錯
誤
規
定
が
そ
も
そ
も
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
変
更
し
う
る
か
ど
う
か
の

問
題
を
論
じ
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
当
事
者
は
錯
誤
に
よ
る
救
済
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
（
１６８
）
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は

錯
誤
に
対
す
る
救
済
は
、
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
条
項
に
よ
り
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
約
款
で
排
除
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
で

き
な
（
１６９
）
い
。
ま
た
合
意
が
良
俗
に
反
す
る
場
合
に
も
（
ド
民
一
三
八
条
）
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
イ
ス
で
も
、
錯
誤
規
定
は

任
意
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
免
責
約
款
と
か
か
わ
る
場
合
は
問
題
と
さ
れ
、
免
責
約
款
が
物
の
特
定
の
性
質
に
関
す
る
場
合
は

そ
れ
に
関
す
る
錯
誤
の
保
護
も
受
け
ら
れ
な
い
が
、
一
般
的
な
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
解
釈
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い

（
１７０
）
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
詐
欺
や
重
過
失
に
対
す
る
救
済
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
、
特
に
錯
誤
者
が

自
ら
適
時
に
錯
誤
に
関
わ
る
事
情
に
つ
い
て
十
分
な
調
査
を
行
い
う
る
状
況
に
あ
っ
た
場
合
は
、
救
済
は
予
め
排
除
さ
れ
う
る
と
解

さ
れ
て
い
（
１７１
）
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
詐
欺
に
対
す
る
救
済
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
１７２
）
が
、
不
実
表
示
に
対
す
る
救
済
を
排
除
、
制
限
す
る
条
項
は
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公
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
（
不
実
表
示
法
（
一
九
七
九
年
改
正
）
三
条
、
不
公
正
条
項
規
則
（
一
九

九
四
年
））。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
錯
誤
に
関
す
る
規
定
が
任
意
規
定
だ
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
（
三
・
一
九
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三

・
一
・
（
１７３
）

四
条
））。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
錯
誤
お
よ
び
不
正
確
な
情
報
の
提
供
に
対
す
る
救
済
は
、
排
除
す
る
こ
と
も
制
限
す
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
当
該
排
除
ま
た
は
制
限
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
規
定
す
る
（
四：

一
一
八

条
（
２
））。
条
項
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
し
て
い
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
、
取
消
を
求
め
る
当
事
者
が
負
（
１７４
）
う
。

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
も
、
錯
誤
規
定
が
任
意
規
定
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
�
―
七：

二
一
五
条
）。

日
本
で
も
錯
誤
規
定
は
強
行
規
定
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
相
手
方
が
悪
意
の
場
合
に
も
錯
誤
無
効
規
定
の
適
用
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
（
民
五
七
二
条
類
推
）。
錯
誤
規
定
を
排
除
す
る
条
項
が
公
序
良
俗
に
反
し
た
り
（
民
九
〇
条
）、

強
行
規
定
に
反
し
た
り
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
消
費
者
取
引
で
は
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
の
適
用
も
受
け
う
る
。

〈
注
〉

（
１
）

C
iv.17

N
ov.1930,S.1932.1.17,D

P
1932.1.161;C

iv.27
A
pril
1953,D

.1953
Som
m
.97:M

alaurie
&
A
yne`s,D

roit
civil,L

es
obli-

gations,9
eéd.

（1998

）,N
o.410.

（
２
）

G
hestin,T

raité
de
droit

civil,L
a
form

ation
du
contrat,3

eéd.

（1993

）,N
os.524

―525.

（
３
）

多
数
説
。B
G
H
.U
rt.v.22.9.1983,B

G
H
Z
88,S.240.

（
４
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht,2.A
ufl.,1996,SS.239,247

―248
[I.Schw

en-

zer].

（
５
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
錯
誤
規
定
は
合
意
の
欠
缺
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
規
定
を
置
い
て
い
な
い
（
星
野
英
一
編
・
民
法
典
の
百
年
�
（
一
九
九

八
年
）
一
四
三
頁
﹇
森
田
宏
樹
﹈、
野
村
豊
弘
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
契
約
に
関
す
る
基
礎
理
論
」
星
野
英
一
先
生
古
稀
祝
賀
日
本
民
法
学
の
形
成
と
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課
題
上
（
一
九
九
六
年
）
二
八
二
頁
。

（
６
）

H
,
C
apitant,

L
a
cause

des
obligations,

3
eéd.,

1927,
p.
23

―24

（
竹
中
悟
人
「
契
約
の
成
立
と
コ
ー
ズ
」
法
協
一
二
七
巻
一
号
（
二
〇
一

〇
年
）
一
六
頁
以
下
に
よ
る
）。

（
７
）

星
野
編
・
民
法
典
の
百
年
�
一
四
五
―
一
四
六
頁
﹇
森
田
宏
樹
﹈、
野
村
・
前
掲
論
文
星
野
古
稀
祝
賀
二
八
四
頁
。

（
８
）

野
村
・
前
掲
論
文
星
野
古
稀
祝
賀
二
八
八
頁
。

（
９
）

田
中
教
雄
「
日
本
民
法
九
六
条
（
錯
誤
、
詐
欺
）
の
立
法
過
程
」
香
川
法
学
一
三
巻
一
号
（
一
九
九
四
年
）
一
一
一
―
一
一
三
頁
、
星
野
編
・

民
法
典
の
百
年
�
一
四
九
―
一
五
〇
頁
﹇
森
田
宏
樹
﹈。

（
１０
）

梅
謙
次
郎
・
民
法
原
理
総
則
編
（
明
治
三
一
年
（
平
成
三
年
復
刻
））
三
六
九
頁
以
下
、
同
・
訂
正
増
補
民
法
要
義
巻
之
一
総
則
編
（
明
治
四
四

年
（
昭
和
五
九
年
復
刻
版
））
二
一
九
頁
以
下
。

（
１１
）

梅
・
訂
正
増
補
民
法
要
義
巻
之
一
、
二
二
八
―
二
三
〇
頁
。

（
１２
）

富
井
政
昭
・
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
（
一
九
二
二
年
）
四
三
五
頁
以
下
、
海
老
原
明
夫
「
本
質
的
錯
誤
と
要
素
の
錯
誤
」
ジ
ュ
リ
九
四
三
号

（
一
九
八
九
年
）
一
二
頁
。

（
１３
）

梅
・
訂
正
増
補
民
法
要
義
巻
之
一
、
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
、
富
井
・
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
四
三
三
頁
、
鳩
山
秀
夫
・
法
律
行
為
乃
至
時
効

（
明
治
四
五
年
）
一
三
〇
頁
。

（
１４
）

大
判
大
正
三
・
一
二
・
一
五
民
録
二
〇
輯
一
一
〇
一
頁
（
内
心
的
効
果
意
思
と
意
思
表
示
の
内
容
と
の
不
一
致
）。

（
１５
）

大
判
大
正
五
・
七
・
五
民
録
二
二
輯
一
三
二
五
頁
。

（
１６
）

そ
の
後
の
同
旨
判
例
と
し
て
、
大
判
昭
和
一
二
・
一
二
・
二
七
判
決
全
集
五
輯
一
七
号
四
頁
（
債
務
額
が
当
座
貸
越
限
度
額
を
超
え
て
い
る
と

誤
信
し
た
事
例
）、
最
判
昭
和
四
〇
・
一
〇
・
八
民
集
一
九
巻
七
号
一
七
三
一
頁
（
売
主
が
、
買
主
が
売
主
の
実
兄
の
債
権
者
で
あ
る
と
誤
信
し
て
、

借
金
の
棒
引
き
の
た
め
に
土
地
を
売
却
し
た
事
例
）。

（
１７
）

大
判
昭
和
一
六
・
八
・
三
〇
大
審
院
判
決
全
集
八
輯
二
七
号
一
五
頁
。

（
１８
）

大
判
昭
和
二
・
一
〇
・
三
新
聞
二
七
七
一
号
一
三
頁
（
山
林
売
買
で
三
分
の
一
が
他
人
所
有
地
だ
っ
た
事
例
）、
大
判
昭
和
五
・
一
一
・
五
新
聞

三
二
〇
四
号
一
二
頁
（
大
判
昭
和
二
・
一
〇
・
三
の
再
上
告
審
）。
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（
１９
）

大
判
昭
和
六
・
二
・
二
新
聞
三
二
三
〇
号
七
頁
（
売
主
の
錯
誤
）。

（
２０
）

大
判
大
正
七
・
三
・
二
七
民
録
二
四
輯
五
九
九
頁
、
大
判
昭
和
一
三
・
三
・
一
八
大
審
院
判
決
全
集
五
輯
七
号
一
三
頁
。

（
２１
）

大
判
明
治
三
九
・
五
・
一
七
民
録
一
二
輯
七
七
三
頁
（
賃
借
人
は
担
保
責
任
を
追
求
す
る
道
が
残
さ
れ
て
い
る
）、
大
判
昭
和
三
・
七
・
一
一
民

集
七
巻
五
五
九
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
・
一
二
・
一
一
新
聞
三
九
二
八
号
一
〇
頁
、
大
判
昭
和
一
三
・
一
一
・
七
大
審
院
判
決
全
集
五
輯
二
二
号
四

頁
。

（
２２
）

我
妻
栄
・
判
民
昭
和
三
年
度
五
四
事
件
二
七
九
頁
以
下
。

（
２３
）

大
判
明
治
三
二
・
二
・
一
三
民
録
五
輯
二
巻
四
六
頁
。

（
２４
）

大
判
昭
和
九
・
七
・
二
五
新
聞
三
七
二
八
号
一
二
頁
（
転
借
人
の
錯
誤
主
張
）。

（
２５
）

最
判
昭
和
三
四
・
五
・
一
四
民
集
一
三
巻
五
号
五
八
四
頁
。

（
２６
）

末
川
博
「
判
評
」
民
商
四
一
巻
四
号
六
三
八
頁
。

（
２７
）

村
上
淳
一
「
判
評
」
法
協
七
六
巻
六
号
七
一
三
頁
、
須
田
晟
雄
「
要
素
の
錯
誤
―
判
例
の
分
析
を
中
心
と
し
て
―
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究

一
一
巻
二
号
三
五
〇
頁
。

（
２８
）

大
判
大
正
一
一
・
三
・
二
二
民
集
一
巻
一
一
五
頁
（
土
地
売
買
）、
大
判
昭
和
一
七
・
九
・
三
〇
法
学
一
二
巻
三
二
四
頁
（
土
地
売
買
）、
札
幌

地
判
昭
和
四
四
・
二
・
二
八
判
時
五
六
五
号
七
四
頁
（
賃
貸
借
契
約
）。

（
２９
）

大
判
大
正
五
・
四
・
二
〇
民
録
二
二
輯
七
三
四
頁
。
反
対：

大
判
昭
和
一
二
・
一
・
二
三
大
審
院
判
決
全
集
四
輯
二
号
三
頁
。
須
田
・
前
掲
論

文
北
海
学
園
大
学
法
学
論
集
一
二
巻
三
号
五
〇
四
―
五
〇
五
頁
参
照
。

（
３０
）

大
判
昭
和
一
八
・
六
・
三
新
聞
四
八
五
〇
号
九
頁
（
株
の
売
買
で
一
株
一
〇
円
、
七
円
の
と
こ
ろ
各
々
四
〇
円
、
二
五
円
で
買
っ
た
事
例
）、
横

浜
地
判
平
成
一
〇
・
四
・
二
七
判
タ
一
〇
二
三
号
一
九
一
頁
（
路
線
価
の
七
〇
％
で
土
地
を
不
動
産
業
者
に
売
却
し
た
と
こ
ろ
、
実
際
の
路
線
価

が
売
買
の
際
に
基
準
と
さ
れ
た
路
線
価
の
二
倍
近
く
高
額
で
あ
っ
た
事
例
）。

（
３１
）

大
判
大
正
九
・
一
一
・
二
九
民
録
二
六
輯
一
八
七
九
頁
（
売
主
の
代
理
人
が
売
主
に
株
式
一
株
の
代
金
を
問
い
合
わ
せ
て
、
売
主
が
一
株
三
九

円
と
回
答
し
た
の
を
一
株
一
九
円
と
誤
聞
し
た
事
例
）。

（
３２
）

否
定
例：

大
判
大
正
一
〇
・
六
・
八
民
録
二
七
輯
一
〇
八
一
頁
（
山
林
の
売
買
で
買
主
の
考
え
て
い
た
面
積
の
三
分
の
二
し
か
な
か
っ
た
が
、
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境
界
が
も
と
も
と
不
明
確
で
、
当
事
者
が
真
の
境
界
で
な
い
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
事
例
）、
大
判
昭
和
一
三
・
四
・
七
判
決
全
集
五
輯
九
号
二
六

頁
（
海
面
上
の
砂
利
の
売
買
で
、
一
定
範
囲
の
海
面
上
の
砂
利
を
自
由
に
採
取
し
う
る
と
い
う
約
定
で
あ
っ
た
の
に
、
県
に
よ
り
採
取
上
の
規
制

が
課
せ
ら
れ
た
事
例
）。
肯
定
例：

大
判
大
正
一
一
・
七
・
一
三
新
聞
二
〇
三
二
号
一
九
頁
（
売
主
が
境
界
線
を
誤
解
し
て
売
却
さ
れ
た
土
地
が
、

考
え
て
い
た
も
の
よ
り
六
倍
以
上
広
か
っ
た
事
例
）。

（
３３
）

大
判
昭
和
一
八
・
三
・
一
五
法
学
一
二
巻
七
八
二
頁
（
地
盤
と
そ
の
上
の
立
木
の
売
買
で
、
買
主
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
の
立
木
の
数
量
が
な

か
っ
た
事
例
）。

（
３４
）

大
判
大
正
二
・
一
〇
・
一
〇
民
録
一
九
輯
七
六
四
頁
（
抵
当
権
付
債
務
を
抵
当
権
の
設
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
誤
信
し
て
抵
当
権
な
き
債
務

に
切
り
替
え
を
し
た
事
例
）。

（
３５
）

大
正
期
に
な
っ
て
確
立
し
た
定
式
で
あ
る
（
野
村
豊
弘
「
意
思
表
示
の
錯
誤
」
法
協
九
二
巻
一
〇
号
（
一
九
七
五
年
）
一
三
四
七
頁
）。
前
掲
大

判
大
正
三
・
一
二
・
一
五
、
前
掲
大
判
大
正
六
・
一
二
・
一
四
、
大
判
大
正
七
・
一
〇
・
三
民
録
二
四
輯
一
八
五
二
頁
な
ど
。

（
３６
）

野
村
・
前
掲
論
文
法
協
九
三
巻
五
号
七
〇
六
―
七
〇
七
頁
。

（
３７
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
二
八
―
二
九
頁
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方

針
�
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
五
頁
、
山
本
敬
三
「
民
法
改
正
と
錯
誤
法
の
見
直
し
」
曹
時
六
三
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
三
三
五
―
二
三
三

七
頁
。
大
阪
弁
護
士
会
編
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
と
実
務
〈
上
〉（
二
〇
一
一
年
）
七
三
〇
頁
は
こ
れ
を
支
持
す
る
。

（
３８
）

滝
沢
昌
彦
「
錯
誤
規
定
の
あ
り
方
」
円
谷
峻
編
著
・
社
会
の
変
容
と
民
法
典
（
二
〇
一
〇
年
）
三
二
頁
。

（
３９
）

富
井
政
章
・
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
四
四
四
頁
以
下
、
鳩
山
秀
夫
・
法
律
行
為
乃
至
時
効
一
三
三
―
一
三
四
頁
、
同
・
改
訂
日
本
民
法
総
論
三

六
三
、
三
三
二
頁
、
大
判
明
治
三
八
・
一
二
・
一
九
民
録
一
一
輯
一
七
八
六
頁
（
主
債
務
者
が
他
に
担
保
を
設
定
し
て
い
た
と
誤
信
し
て
保
証
契

約
を
締
結
し
た
事
例
）、
前
掲
大
判
大
正
三
・
一
二
・
一
五
（
抵
当
権
者
が
七
〇
〇
円
の
価
値
し
か
な
い
家
屋
を
一
五
〇
〇
円
の
価
値
が
あ
る
と
誤

信
し
た
事
例
）、
大
判
大
正
六
・
一
二
・
一
四
民
録
二
三
輯
二
一
一
二
頁
（
生
命
保
険
契
約
に
お
い
て
肋
膜
炎
の
既
往
症
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た

事
例
）、
大
判
大
正
八
・
一
二
・
一
六
民
録
二
五
輯
二
三
一
六
頁
（
一
手
輸
入
権
が
あ
る
と
誤
信
し
た
事
例
）、
大
判
昭
和
四
・
一
二
・
一
七
新
聞

三
〇
九
〇
号
一
一
頁
（
主
債
務
者
の
所
有
地
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
か
ら
保
証
人
に
な
っ
て
く
れ
と
依
頼
さ
れ
た
事
例
、
債
権
者
は
悪
意
で
あ
っ

た
が
錯
誤
は
否
定
さ
れ
た
）、
大
判
昭
和
一
〇
・
一
・
二
九
民
集
一
四
巻
一
八
三
頁
。

《論 説》
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（
４０
）

最
判
昭
和
二
九
・
一
一
・
二
六
民
集
八
巻
一
一
号
二
〇
八
七
頁
（
賃
借
人
付
建
物
の
売
買
で
買
主
と
同
居
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
賃

借
人
が
同
居
を
拒
絶
し
た
事
例
、
錯
誤
否
定
）、
最
判
昭
和
三
九
・
九
・
二
五
裁
判
集
民
事
七
五
号
五
二
五
頁
、
最
判
平
成
元
・
九
・
一
四
家
月
四

一
巻
一
一
号
七
五
頁
（
財
産
分
与
に
譲
渡
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
事
例
、
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
が
黙
示
的
に
表
示
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
た
）、
最
判
平
成
二
二
・
三
・
一
八
裁
判
集
民
事
二
三
三
号
二
五
五
頁
（
債
務
者
が
連
帯
保
証
人
の
債
務
を
免
れ
さ
せ
る
義
務
を
履
行

す
る
力
量
に
関
す
る
誤
信
）。

（
４１
）

最
判
昭
和
三
二
・
一
二
・
一
九
民
集
一
一
巻
一
三
号
二
二
九
九
頁
、
最
判
昭
和
三
七
・
一
一
・
二
七
判
時
三
二
一
号
一
七
頁
、
最
判
昭
和
四
五

・
五
・
二
九
判
時
五
九
八
号
五
五
頁
。

（
４２
）

前
掲
最
判
昭
和
三
二
・
一
二
・
一
九
。

（
４３
）

R
G
.U
rt.v.16.1.1911,R

G
Z
75,S.271.

（
４４
）

大
阪
高
判
平
成
二
・
六
・
二
一
判
タ
七
三
二
号
二
四
〇
頁
。

（
４５
）

最
判
昭
和
四
七
・
五
・
一
九
民
集
二
六
巻
四
号
七
二
三
頁
。

（
４６
）

河
原
格
「
動
機
の
錯
誤
の
一
考
察
」
大
東
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
三
頁
以
下
。

（
４７
）

北
村
一
郎
「
判
批
」
法
協
九
一
巻
二
号
一
三
〇
頁
。

（
４８
）

須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
六
四
頁
。

（
４９
）

高
森
八
四
郎
「
示
談
に
お
け
る
前
提
合
意
と
錯
誤
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
六
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
一
二
二
頁
。

（
５０
）

我
妻
栄
・
新
訂
民
法
総
則
二
九
六
頁
。

（
５１
）

柚
木
馨
「
動
機
の
錯
誤
」
柚
木
他
編
・
判
例
演
習
民
法
総
則
（
昭
和
三
八
年
）
一
一
五
頁
、
高
森
八
四
郎
「
動
機
錯
誤
判
例
の
研
究
」
朝
日
法

学
論
集
三
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
五
頁
。

（
５２
）

川
井
健
・
新
版
注
民
（
三
）（
平
成
一
五
年
）
三
九
一
頁
、
鹿
野
菜
穂
子
「
錯
誤
規
定
と
そ
の
周
辺
」
池
田
真
朗
他
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の

論
理
（
二
〇
一
〇
年
）
二
三
六
―
二
三
七
頁
、
高
森
・
前
掲
論
文
朝
日
法
学
論
集
三
八
号
七
三
頁
。

（
５３
）

ド
イ
ツ
の
法
制
に
つ
き
、
磯
村
哲
・
錯
誤
論
考
一
二
三
―
一
二
四
頁
。
日
本
の
判
例
に
つ
き
、
関
口
晃
「
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
」
判
時
七
〇

〇
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
四
七
頁
以
下
。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
�
一
〇
八
頁
以
下
。
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（
５４
）

大
判
昭
和
一
九
・
三
・
二
九
新
聞
四
九
〇
九
号
一
頁
（
錯
誤
否
定
例
）。

（
５５
）

大
判
昭
和
一
〇
・
七
・
五
大
審
院
判
決
全
集
一
輯
二
〇
号
二
八
頁
（
錯
誤
否
定
例
）。

（
５６
）

反
対：

大
判
大
正
一
二
・
七
・
九
法
律
評
論
一
二
巻
民
法
五
二
〇
頁
。

（
５７
）

大
判
明
治
四
一
・
一
一
・
二
五
民
録
一
四
輯
一
二
二
三
頁
。

（
５８
）

最
判
昭
和
四
七
・
一
二
・
一
九
民
録
二
六
巻
一
〇
号
一
九
六
九
頁
。

（
５９
）

福
岡
地
判
昭
和
四
六
・
一
・
二
九
判
時
六
四
三
号
七
九
頁
。

（
６０
）

一
元
説
に
立
つ
小
林
教
授
は
、
無
償
行
為
に
つ
い
て
は
錯
誤
に
関
す
る
相
手
方
の
認
識
、
認
識
可
能
性
は
要
件
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
さ

れ
る
（
小
林
一
俊
「
我
が
国
に
お
け
る
錯
誤
処
理
に
つ
い
て
」
芝
浦
工
業
大
学
紀
要
五
号
四
三
頁
（
同
・
錯
誤
法
の
研
究
三
四
―
三
五
頁
））。

（
６１
）

東
京
地
判
平
成
八
・
七
・
三
〇
金
判
一
〇
〇
一
号
一
三
頁
（
銀
行
支
店
長
が
積
極
的
に
変
額
保
険
を
勧
誘
し
た
場
合
に
、
変
額
保
険
契
約
お
よ

び
融
資
契
約
は
錯
誤
無
効
と
し
た
）、
横
浜
地
判
平
成
八
・
九
・
四
金
法
一
四
六
五
号
五
六
頁
（
変
額
保
険
契
約
の
錯
誤
無
効
を
認
め
た
が
、
銀
行

の
支
店
長
代
理
主
査
に
は
銀
行
の
代
理
権
は
な
い
と
し
て
融
資
契
約
の
錯
誤
無
効
は
否
定
）。

（
６２
）

最
判
平
成
一
四
・
七
・
一
一
判
時
一
八
〇
五
号
五
六
頁
。
山
下
純
司
「
保
証
意
思
と
錯
誤
の
関
係
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
六
巻
二
号

（
二
〇
〇
一
年
）
九
六
―
九
八
頁
参
照
。

（
６３
）

Ｙ
が
自
己
の
店
で
Ａ
の
広
告
映
像
を
流
す
た
め
に
Ｘ
か
ら
映
写
機
械
の
リ
ー
ス
を
受
け
た
が
、
Ａ
が
広
告
を
打
ち
切
り
、
Ｙ
が
広
告
料
を
受
け

取
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
Ｙ
が
Ｘ
に
リ
ー
ス
料
を
支
払
わ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
リ
ー
ス
契
約
の
唯
一
の
コ
ー
ズ
が
広

告
映
像
の
供
給
契
約
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
Ｙ
の
リ
ー
ス
契
約
の
解
除
を
認
め
た
（C

om
.
15.
2.
2000,

B
ull.
civ.

IV
,
no

29

）（
松
川
正
毅
他
編
・
判
例
に
み
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
軌
跡
（
二
〇
一
二
年
）
一
六
二
頁
以
下
﹇
都
築
満
雄
﹈）。

（
６４
）

鹿
野
菜
穂
子
「
保
証
人
の
錯
誤
」
小
林
一
俊
博
士
古
稀
記
念
論
集
財
産
法
諸
問
題
の
考
察
（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
五
頁
、
高
嶌
英
弘
「
動
機
の

錯
誤
に
関
す
る
判
例
法
理
」
月
刊
法
学
教
室
三
〇
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
６５
）

小
林
一
俊
・
錯
誤
の
判
例
総
合
解
説
七
三
頁
。

（
６６
）

内
田
貴
・
民
法
�
﹇
第
四
版
﹈
七
一
―
七
二
頁
。

（
６７
）

最
判
平
成
一
六
・
七
・
八
判
タ
一
一
六
六
号
一
二
六
頁
（
差
戻
審
で
は
錯
誤
無
効
と
詐
欺
取
消
の
双
方
が
肯
定
さ
れ
た
）。

《論 説》
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（
６８
）

滝
沢
昌
彦
・
前
掲
論
文
円
谷
編
著
・
前
掲
書
三
六
頁
。

（
６９
）

鹿
野
・
前
掲
論
文
小
林
博
士
古
稀
記
念
論
集
一
五
一
頁
。

（
７０
）

高
森
八
四
郎
・
法
律
行
為
論
の
研
究
（
一
九
九
一
年
）
二
四
三
―
二
四
四
頁
。

（
７１
）

三
宅
正
男
「
売
主
の
担
保
責
任
と
錯
誤
」
契
約
法
大
系
�
（
昭
和
三
七
年
）
一
二
四
頁
、
高
橋
三
知
雄
「
私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
」
関

西
大
学
法
学
論
集
二
四
巻
六
号
（
昭
和
四
九
年
）
八
三
二
頁
以
下
、
石
田
喜
久
夫
編
・
民
法
総
則
（
一
九
八
五
年
）
一
五
三
頁
以
下
﹇
磯
村
保
﹈、

蝦
名
祐
人
「
瑕
疵
担
保
責
任
と
錯
誤
」
法
学
雑
誌ta^tonnem

ent

九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
六
二
頁
、
浜
田
絵
美
「
判
批
」
法
時
八
三
巻
一
号
一
一

二
頁
（
特
定
物
売
買
で
は
本
質
的
効
果
意
思
、
す
な
わ
ち
�
法
律
行
為
の
性
質
な
い
し
種
類
、
�
相
手
方
、
�
法
律
行
為
の
対
象
、
�
対
価
の
有

無
お
よ
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
み
要
素
の
錯
誤
と
な
る
）、
山
岡
真
治
「
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
改
正
準
備
草
案
に
お
け
る
錯
誤
及
び
詐
欺
の
検

討
」
川
角
他
編
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
展
開
と
課
題
（
二
〇
〇
八
年
）
四
七
五
―
四
七
六
頁
。

（
７２
）

最
判
平
成
元
・
九
・
一
四
家
月
四
一
巻
一
一
号
七
五
頁
。

（
７３
）

最
判
平
成
一
四
・
七
・
一
一
判
時
一
八
〇
五
号
五
六
頁
。

（
７４
）

鹿
野
・
前
掲
論
文
池
田
他
編
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
理
二
三
九
頁
。

（
７５
）

H
.C
apitant,loc.cit.,p.220

et
s.（

竹
中
・
前
掲
論
文
法
協
一
二
七
巻
三
号
三
九
七
―
三
九
八
頁
、
四
号
五
七
八
―
五
七
九
頁
参
照
）。

（
７６
）

森
田
宏
樹
「
合
意
の
瑕
疵
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
（
一
九
九
一
年
）
二
四
頁
以
下
、
同
・
星
野
編
・
民
法
典
の
百
年
�

一
九
四
頁
以
下
。

（
７７
）

森
田
・
前
掲
論
文
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
二
六
頁
。

（
７８
）

竹
中
・
前
掲
論
文
法
協
一
二
七
巻
七
号
九
一
三
頁
以
下
。

（
７９
）

梅
・
民
法
原
理
総
則
編
三
八
一
頁
、
広
中
俊
雄
編
著
・
民
法
修
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
（
一
九
八
七
年
）
一
四
五
頁
。
近
時
森
山
教
授
も

ま
た
、
コ
ー
ズ
論
と
錯
誤
論
と
の
つ
な
が
り
が
自
明
的
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
（
森
山
浩
江
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み
」
法
時
八
四
巻
一
三
号
（
二

〇
一
二
年
）
三
六
〇
頁
）。
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ー
ズ
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
山
岡
真
治
「
錯
誤
論
の
再
検
討
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
一

巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
三
―
五
四
頁
、
竹
中
・
前
掲
論
文
法
協
一
二
六
巻
一
二
号
二
三
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
８０
）

R
.Z
im
m
erm
ann,T

he
L
aw
of
O
bligations,R

om
an
F
oundations

of
the
C
ivilian

T
radition,1990,p.553.
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（
８１
）

J.M
aury,E

ssai
sur
le
role

de
la
notion

d'equivalance
en
droit

civil
fran�

ais,the`se
T
oulouse,1920

（
竹
中
・
前
掲
論
文
法
協
一

二
七
巻
二
号
一
九
〇
頁
以
下
参
照
）。

（
８２
）

川
井
・
新
版
注
民
（
３
）
四
一
三
頁
以
下
、
大
中
有
信
「
動
機
錯
誤
と
等
価
性
」
論
叢
一
四
一
巻
五
号
一
二
〇
頁
以
下
。

（
８３
）

例
え
ば
、J.C

artw
right,M

isrepresantation,M
istake

and
N
on-D

isclosure,3.ed.,2012,p.616

以
下
。

（
８４
）

C
artw

right,loc.cit.,p.722.

（
８５
）

当
事
者
の
一
方
が
そ
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
第
三
者
ま
た
は
当
事
者
の
一
方
の
同
意
を
得
て
契
約
の
締
結
に
関
与
し
た
第
三
者
が
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
錯
誤
を
惹
起
し
、
ま
た
は
錯
誤
を
知
り
、
も
し
く
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ

四：

一
一

一
条
（
１
）（
ａ
））。
こ
の
場
合
の
第
三
者
は
代
理
人
、
被
用
者
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
な
い
第
三
者
が
惹
起
し
ま
た
は
知
り
ま
た
は

知
る
べ
き
で
あ
っ
た
錯
誤
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
が
、
相
手
方
が
当
該
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
は
ま
だ
契
約

を
信
頼
し
て
行
動
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
も
、
当
事
者
は
契
約
を
取
り
消
し
う
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ

四：

一
一
一
条
（
２
））（L

ando

／B
eale

（ed.

）,P
rinciples

of
E
uropean

C
ontract

L
aw
P
arts

I
&
II,2000,p.273

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
編
（
潮
見
佳
男
ほ
か
訳
）・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
�
・
�
二
五
九
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈））。

（
８６
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.
cit.,
p.
230

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
編
（
潮
見
ほ
か
訳
）・
前
掲
書
二
〇
七
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
錯
誤
規

定
に
つ
い
て
は
、
鹿
野
菜
穂
子
「
契
約
に
お
け
る
錯
誤
と
情
報
提
供
義
務
」
慶
応
大
学
法
学
研
究
八
四
巻
一
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
七
九
頁
以

下
参
照
。

（
８７
）

鹿
野
・
前
掲
論
文
慶
応
大
学
法
学
研
究
八
四
巻
一
二
号
三
八
八
―
三
八
九
頁
。

（
８８
）

von
B
ar／C

live,P
rinciples,D

efinitions
and
M
odel

R
ules

of
E
uropean

P
rivate

L
aw
,vol.1,2009,p.461.

（
８９
）

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
も
、
当
事
者
の
一
方
の
錯
誤
が
第
三
者
に
起
因
す
る
場
合
ま
た
は
第
三
者
が
こ
れ
を
知
り
も
し
く
は
知
り
う
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、

相
手
方
が
そ
の
第
三
者
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
と
き
は
、
錯
誤
者
は
契
約
を
取
り
消
し
う
る
（
三
・
一
一
条
（
１
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は

三
・
二
・
八
条
一
項
））。

（
９０
）

U
nidroit,P

rinciples
of
International

C
om
m
ercial

C
ontracts,1994,p.69

―70

（
曽
野
和
明
ほ
か
訳
・
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則

七
〇
―
七
二
頁
）。

《論 説》
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（
９１
）

舟
橋
諄
一
「
意
思
表
示
の
錯
誤
」
九
州
帝
国
大
学
法
学
部
一
〇
周
年
記
念
法
学
論
文
集
（
昭
和
一
二
年
）
六
二
七
頁
。
舟
橋
博
士
は
、
後
年
錯

誤
を
表
示
に
対
応
す
る
真
意
の
欠
缺
と
定
義
さ
れ
る
（
舟
橋
諄
一
・
須
永
醇
「
錯
誤
に
お
け
る
真
意
に
つ
い
て
」
法
学
志
林
八
九
巻
一
号
（
平
成

三
年
）
六
四
頁
以
下
。

（
９２
）

川
島
武
宜
・
民
法
解
釈
学
の
諸
問
題
（
昭
和
二
四
年
）
一
九
〇
―
一
九
一
頁
、
同
・
民
法
総
則
（
一
九
六
五
年
）
二
八
九
頁
。

（
９３
）

野
村
豊
弘
・
前
掲
論
文
法
協
九
二
巻
一
〇
号
一
三
五
五
頁
、
九
三
巻
五
号
七
〇
〇
―
七
〇
二
頁
（
錯
誤
は
動
機
を
含
め
た
意
味
に
お
い
て
表
意

者
の
意
図
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
表
示
と
の
不
一
致
で
あ
る
）、
須
田
晟
雄
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
六
七
頁
、
小
林
一

俊
・
錯
誤
法
の
研
究
（
一
九
八
六
年
）
三
二
―
三
三
頁
、
四
二
五
頁
以
下
、
幾
代
通
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈（
昭
和
五
九
年
）
二
六
八
頁
、
内
田

貴
・
民
法
�
﹇
第
四
版
﹈
七
一
―
七
二
頁
、
四
宮
和
夫
・
能
見
善
久
・
民
法
総
則
﹇
第
八
版
﹈
二
二
九
頁
（
た
だ
し
、
相
手
方
の
予
見
可
能
性
を

要
件
と
せ
ず
、
要
素
の
錯
誤
を
厳
密
に
捉
え
る
こ
と
で
処
理
す
る
）、
近
江
幸
治
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
三
頁
以
下
。

（
９４
）

京
都
地
判
昭
和
四
一
・
四
・
一
判
時
四
五
一
号
四
八
頁
（
買
受
け
の
目
的
に
適
合
し
な
い
土
地
を
購
入
し
た
事
例
）、
横
浜
地
判
平
成
一
五
・

九
・
一
九
判
時
一
八
五
八
号
九
四
頁
（
レ
ー
ザ
ー
治
療
が
忌
避
さ
れ
る
肝
班
の
患
者
に
レ
ー
ザ
ー
治
療
を
し
た
事
例
）。

（
９５
）

川
島
・
民
法
総
則
二
八
九
頁
以
下
、
同
・
民
法
解
釈
学
の
諸
問
題
一
八
八
頁
以
下
、
小
林
一
俊
・
錯
誤
法
の
研
究
四
二
五
頁
以
下
、
幾
代
・
民

法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
七
三
頁
。

（
９６
）

野
村
豊
弘
・
前
掲
論
文
法
協
九
三
巻
六
号
九
一
六
頁
以
下
、
同
「
意
思
表
示
の
錯
誤
理
論
の
変
遷
に
つ
い
て
」
司
法
研
修
所
論
集
九
六
号
（
一

九
九
六
年
）
三
一
頁
。

（
９７
）

近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
一
七
―
二
一
八
頁
。

（
９８
）

星
野
英
一
・
民
法
概
論
�
﹇
改
訂
版
﹈（
昭
和
四
九
年
）
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。
同
・
民
法
論
集
第
六
巻
（
昭
和
六
一
年
）
八
二
頁
参
照
。

（
９９
）

鹿
野
・
前
掲
論
文
小
林
博
士
古
稀
記
念
論
集
一
四
九
頁
、
石
田
喜
久
夫
編
・
民
法
総
則
一
五
七
頁
﹇
磯
村
保
﹈。

（
１００
）

中
松
纓
子
「
錯
誤
」
民
法
講
座
一
（
昭
和
五
九
年
）
四
四
〇
―
四
四
一
頁
（
中
松
教
授
は
、
認
識
可
能
性
を
意
思
表
示
論
と
の
関
連
に
お
い
て

厳
密
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
法
的
枠
組
み
の
中
で
捉
え
て
法
的
意
味
を
も
た
せ
る
か
を
問
題
と
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
説
か
れ
る
）。

（
１０１
）

川
井
・
新
版
注
民
（
３
）
四
一
七
頁
、
四
宮
・
能
見
・
民
法
総
則
﹇
第
八
版
﹈
二
一
四
頁
。

（
１０２
）

加
藤
雅
信
・
民
法
総
則
（
平
成
一
四
年
）
二
五
九
頁
。

錯誤立法の基礎
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（
１０３
）

加
藤
・
民
法
総
則
二
六
六
―
二
七
一
頁
、
加
藤
ほ
か
・
現
代
民
法
学
と
実
務
（
上
）（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
三
頁
以
下
﹇
加
藤
雅
信
﹈。

（
１０４
）

平
野
裕
之
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
八
四
頁
。

（
１０５
）

長
尾
治
助
「
消
費
者
契
約
に
お
け
る
意
思
主
義
の
復
権
」
判
タ
四
九
七
号
二
一
頁
、
同
・
消
費
者
私
法
の
原
理
（
一
九
九
二
年
）
一
〇
四
頁
。

（
１０６
）

長
尾
・
前
掲
論
文
判
タ
四
九
七
号
一
九
、
二
一
頁
、
同
・
前
掲
書
一
〇
四
頁
。
し
か
し
、
事
業
者
の
宣
伝
、
説
明
内
容
と
事
実
の
不
一
致
が
、

合
理
的
消
費
者
を
基
準
と
し
て
契
約
の
重
要
部
分
に
あ
た
る
と
き
に
の
み
錯
誤
無
効
の
問
題
と
な
る
（
長
尾
・
前
掲
論
文
判
タ
四
九
七
号
二
一
頁
）。

（
１０７
）

伊
藤
進
・
法
律
行
為
・
時
効
論
（
平
成
七
年
）
四
〇
頁
。

（
１０８
）

加
賀
山
茂
「
錯
誤
に
お
け
る
民
法
九
三
条
但
書
、
九
六
条
二
項
の
類
推
解
釈
」
阪
大
法
学
三
九
巻
三＝

四
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
五
四
頁
以
下

（
加
賀
山
教
授
は
、
相
手
方
が
善
意
有
過
失
の
場
合
も
錯
誤
無
効
の
主
張
の
範
囲
を
拡
大
さ
れ
る
）、
広
中
俊
雄
「
動
機
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
月
刊

法
学
教
室
一
二
七
号
（
一
九
九
一
年
）
一
六
五
頁
。

（
１０９
）

椿
ほ
か
編
・
民
法
改
正
を
考
え
る
（
法
律
時
報
増
刊
）（
二
〇
〇
八
年
）
七
二
頁
﹇
半
田
﹈。
同
書
七
六
頁
﹇
滝
沢
昌
彦
﹈
も
こ
れ
に
近
い
。

（
１１０
）

山
本
敬
三
「
民
法
改
正
と
錯
誤
法
の
見
直
し
―
自
律
保
障
型
規
制
と
そ
の
現
代
化
」
曹
時
六
三
巻
一
〇
号
（
平
成
二
三
年
）
二
三
二
二
頁
。

（
１１１
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
�
一
一
七
頁
。

（
１１２
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
二
九
頁
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
�
一
一
八
頁
、
山
本
敬
三
・
前

掲
論
文
曹
時
六
三
巻
一
〇
号
二
三
三
〇
頁
。

（
１１３
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
�
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

（
１１４
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
�
一
一
二
―
一
一
四
頁
。

（
１１５
）

後
藤
巻
則
「
錯
誤
・
不
実
表
示
・
情
報
提
供
義
務
」
円
谷
編
著
・
前
掲
書
四
二
頁
。

（
１１６
）

後
藤
・
前
掲
論
文
円
谷
編
著
・
前
掲
書
四
三
―
四
六
頁
。

（
１１７
）

名
古
屋
高
判
昭
和
六
〇
・
九
・
二
六
判
時
一
一
八
〇
号
六
四
頁
。

（
１１８
）

野
田
龍
一
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
錯
誤
論
の
形
成
」
原
島
重
義
編
・
近
代
私
法
学
の
形
成
と
現
代
法
理
論
（
昭
和
六
三
年
）
二
三
一
頁
。

（
１１９
）

須
田
晟
雄
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
錯
誤
法
の
生
成
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
二
三
巻
三
号
三
九
四
頁
。

（
１２０
）

C
ooke

v.O
xley,3

T
.R
.653,100

E
ng.R

ep.785

（1770

）.

《論 説》
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（
１２１
）

R
affles

v.W
ichelhaus,2

H
url.&

C
.906,E

ng.R
ep.375

（E
x,1864

）;K
yle
v.K
avanagh,103

M
ass.356

（1869

）（
二
つ
の
通
り

が
同
じ
名
称
で
あ
っ
た
事
例
）。

（
１２２
）

Sm
ith
v.H
ughes

（1871

）,L
.R
.6
Q
.B
.597,697

（
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
判
事
）
な
ど
。

（
１２３
）

O
.W
.H
olm
es,T

he
C
om
m
on
L
aw
,1881,p.308

et
seq.

（
１２４
）

H
olm
es,T

he
T
heory

of
L
egal

Interpretation,12
H
arv.L

.R
ev.417

―418

（1899

）.

（
１２５
）

O
.W
.H
olm
es,T

he
P
ath
of
the
L
aw
,10
H
arv.L

.R
ev.457,464

（1897

）:W
illiston,M

utual
A
ssent

in
the
F
orm
ation

of
C
on-

tracts,14
Ill.L

.R
ev.85,87

（1919

）.

（
１２６
）

G
erm
an
F
ruit
C
o.v.W

estern
U
nion

T
elegraph

C
o.,137

C
al.598,70

P
.658

（1902

）;B
uck
v.E
quitable,L

ife.A
ssur.C

oc.of

the
U
nited

States,96
W
ash.683,165

P
.878

（1917

）
な
ど
。

（
１２７
）

V
ickery

v.R
itchie,202

M
ass.247,88

N
.E
.835

（1909

）;D
.S.C
age
&
C
o.v.B

lack,97
A
rk.613,134

S.W
.942

（1911

）
な
ど
。

（
１２８
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
of
C
ontracts,vol.I

（1932

）,para.71,Illustration
1

（p.76

）.

（
１２９
）

U
nited

States
v.B
raunstein,75

F
.Supp.137

（S.D
.N
.Y
.1947

）,app
'l
dism

issed,168
F
.2d
749

（2d
C
ir.1948

）.

（
１３０
）

C
orbin,O

n
C
ontracts,vol.1,1950,para.106.

（
１３１
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d

（1981

）,para.20,Illustration
1

―4

（p.60

―61

）.

（
１３２
）

岡
松
参
太
郎
・
註
釈
民
法
理
由
上
巻
総
則
編
（
明
治
三
一
年
）
一
八
六
頁
（
片
面
錯
誤
と
双
面
錯
誤
）

（
１３３
）

内
池
慶
四
郎
「
無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
慶
応
大
学
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
二
一
三
頁
。

（
１３４
）

大
判
大
正
一
二
・
四
・
二
六
民
集
二
巻
二
七
二
頁
。

（
１３５
）

菅
原
眷
二
「
判
批
」
論
叢
一
一
巻
一
号
八
九
―
九
〇
頁
、
須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
八
巻
二
号
五
〇
一
頁
注
三
。

（
１３６
）

大
判
大
正
一
三
・
一
一
・
一
〇
新
聞
二
三
三
五
号
一
五
頁
。

（
１３７
）

舟
橋
「
判
例
に
現
は
れ
た
る
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
」
民
商
五
巻
五
号
六
〇
頁
、
須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
八
巻
二
号
五

〇
二
頁
注
一
四
。

（
１３８
）

大
判
昭
和
一
九
・
六
・
二
八
民
集
二
三
巻
三
八
七
頁
。

錯誤立法の基礎
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（
１３９
）

内
池
慶
四
郎
・
前
掲
論
文
慶
応
大
学
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
一
八
九
頁
。

（
１４０
）

川
島
・
判
民
昭
和
一
九
年
度
二
九
事
件
一
一
八
―
一
一
九
頁
、
同
・
民
法
総
則
二
八
六
頁
、
我
妻
栄
・
債
権
各
論
上
巻
（
一
九
五
四
年
）

五
五
―
五
六
頁
、
四
宮
・
能
見
・
民
法
総
則
﹇
第
八
版
﹈
二
一
五
頁
、
近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
一
七
四
頁
な
ど
。

（
１４１
）

石
田
穣
・
法
解
釈
学
の
諸
問
題
（
一
九
七
六
年
）
一
五
九
頁
、
石
田
喜
久
夫
編
・
民
法
総
則
一
四
六
頁
﹇
磯
村
保
﹈、
磯
村
保
「
法
律
行
為
論
の

課
題
」
民
法
研
究
二
号
一
頁
以
下
、
鹿
野
菜
穂
子
「
判
批
」
民
法
判
例
百
選
�
﹇
第
六
版
﹈
三
九
頁
。

（
１４２
）

G
hestin,T

raité
de
droit

civil,L
a
form

ation
du
contrat,3

eéd.

（1993

）,n
os.522,523.

（
１４３
）

後
期
普
通
法
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
憲
章
「
錯
誤
者
の
過
失
」
原
島
重
義
編
・
近
代
私
法
学
の
形
成
と
現
代
法
理
論
二
八
二
頁
参
照
。

（
１４４
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.251

―252
[I.Schw

ezer].

（
１４５
）

A
ssociated

Japanese
B
ank

（International

）L
td.v.C

redit
du
N
ord
SA

﹇1989

﹈1
W
.L
.R
.255

（Q
.B
.

）.

（
１４６
）

Solle
v.B
utscher

﹇1951
﹈1

K
.B
.671,C

.A
.

（
１４７
）

C
artw

right,loc.cit.p.619
―620.

（
１４８
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.
cit.,
p.
234

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
他
訳
﹈・
前
掲
書
二
一
〇
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。
同
旨：

von
B
ar／C

live,

loc.cit.,p.462

―463.

（
１４９
）

大
判
大
正
七
・
一
二
・
三
民
録
二
四
輯
一
八
五
二
頁
、
大
判
大
正
七
・
一
二
・
三
民
録
二
四
輯
二
二
八
四
頁
、
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
三
〇
五

頁
、
高
森
・
前
掲
朝
日
法
学
論
集
三
八
号
七
二
―
七
三
頁
。

（
１５０
）

東
京
高
判
昭
和
四
五
・
一
・
三
〇
下
民
集
二
一
巻
一
・
二
号
一
三
一
頁
、
通
説
。
民
法
九
三
条
但
書
の
類
推
適
用
を
説
く
立
場
も
あ
る
（
加
賀

山
・
前
掲
論
文
阪
大
法
学
三
九
巻
三＝

四
号
三
五
一
頁
（
相
手
方
に
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
錯
誤
無
効
を
主
張
し
う
る
）、
熊
谷
芝
青

「
錯
誤
無
効
主
張
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
駒
沢
法
曹
五
号
三
一
―
三
二
頁
）。

（
１５１
）

最
判
昭
和
四
〇
・
六
・
四
民
集
一
九
巻
四
号
九
二
四
頁
。

（
１５２
）

平
野
裕
之
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
八
九
―
二
九
〇
頁
。

（
１５３
）

野
村
豊
弘
・
前
掲
論
文
法
協
九
三
巻
六
号
九
二
七
―
九
二
八
頁
、
同
・
前
掲
論
文
司
法
研
修
所
論
集
九
六
号
三
三
頁
。

（
１５４
）

小
林
一
俊
・
錯
誤
・
原
始
不
能
と
不
履
行
法
（
一
九
九
六
年
）
一
八
頁
、
同
「
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
の
認
識
要
件
の
自
足
性
」
内
山
先
生
追
悼

《論 説》
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現
代
民
事
法
学
の
構
想
三
九
頁
。

（
１５５
）

中
島
玉
吉
・
民
法
釈
義
巻
之
一
総
則
編
（
明
治
四
五
年
）
五
一
二
頁
、
高
森
八
四
郎
・
法
律
行
為
論
の
研
究
二
一
二
頁
。

（
１５６
）

我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
三
〇
五
―
三
〇
六
頁
、
最
判
昭
和
四
〇
・
六
・
四
民
集
一
九
巻
四
号
九
二
四
頁
。

（
１５７
）

大
阪
高
判
平
成
一
二
・
一
〇
・
三
判
タ
一
〇
六
九
号
一
五
三
頁
。

（
１５８
）

舟
橋
・
前
掲
論
文
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念
法
学
論
文
集
六
七
一
頁
、
平
野
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
八
九
―
二
九
〇
頁
、
鹿

野
菜
穂
子
・
前
掲
論
文
池
田
他
編
著
・
前
掲
書
二
四
八
頁
、
大
阪
弁
護
士
会
編
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
と
実
務
〈
上
〉
七
三
二
頁
。

（
１５９
）

東
京
弁
護
士
会
法
友
全
期
会
・
債
権
法
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
編
・
債
権
法
改
正
を
考
え
る
（
二
〇
一
一
年
）
三
三
頁
。

（
１６０
）

A
ssociated

Japanese
B
ank

（International

）L
td.v.C

redit
du
N
ord
S
A

﹇1989

﹈1
W
.L
.R
.255

Q
.B
.

（
１６１
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
of
R
estitution,

1937,
p.
42.

現
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
そ
の
後
の
改
定
の

議
論
に
つ
い
て
は
、
中
島
昇
「
錯
誤
リ
ス
ク
の
引
受
け
の
検
討
」
小
林
一
俊
博
士
古
稀
記
念
論
集
二
〇
六
頁
以
下
参
照
。

（
１６２
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d,V

ol.1,1981,para.154
Illustration

1

（p.404

）.

（
１６３
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d,V

ol.I,para.154
Illustration

2

（p.404

）.

（
１６４
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d,V

ol.I,para.154
Illustration

3

（p.405

）.

�
、
�
、
�

に
つ
き
詳
し
く
は
、
古
谷
英
恵
「
契
約
自
由
の
原
則
と
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
」
新
美
育
文
先
生
還
暦
記
念
現
代
民
事
法
の
課
題
（
二
〇
〇
九
年
）

六
四
頁
以
下
参
照
。

（
１６５
）

U
nidroit,loc.cit.,p.72

（
曽
野
和
明
他
訳
・
前
掲
書
七
二
―
七
三
頁
）。

（
１６６
）

古
谷
・
前
掲
論
文
新
美
育
文
先
生
還
暦
記
念
四
三
頁
以
下
。

（
１６７
）

小
林
一
俊
・
錯
誤
法
の
研
究
三
五
―
三
六
頁
、
平
野
裕
之
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
八
四
頁
。

（
１６８
）

G
hestin,T

raité
de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

eéd.,n
o.529.

（
１６９
）

B
G
H
.U
rt.v.28.4.1983,N

JW
1983,S.1671.

（
１７０
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.249

―250
[I.Schw

ezer].

（
１７１
）

D
ittrich／T

ades,A
B
G
B
,23.A

ufl.,S.392

―393.
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（
１７２
）

P
earson

v.D
ublin

C
orp.

﹇1907

﹈A
.C
.351

（H
.L
.

）

（
１７３
）

但
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
二
〇
一
〇
年
版
）
で
は
、
対
応
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
強
行
規
定
一
般
に
関
す
る
三
・
三
・
一
条
が
存
在
す
る
に
と
ど

ま
る
。

（
１７４
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.284

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
七
四
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

３

錯
誤
の
効
果

（
１
）

従
来
の
立
場

（
イ
）

無
効
の
意
義

ロ
ー
マ
法
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
錯
誤
の
効
果
は
無
効
で
あ
る
。
但
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
場
合
法
律
上
当
然
に
無
効
と

な
る
の
で
は
な
く
、
無
効
ま
た
は
取
消
の
訴
え
に
よ
っ
て
の
み
無
効
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
（
フ
民
一
一
一
七
条
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の

意
味
で
フ
ラ
ン
ス
の
錯
誤
は
、
相
手
方
が
そ
れ
に
応
じ
る
場
合
を
除
き
、
錯
誤
者
が
無
効
ま
た
は
取
消
の
訴
え
を
提
起
し
て
そ
れ
が

容
れ
ら
れ
た
場
合
に
始
め
て
法
律
行
為
が
無
効
に
な
る
の
で
あ
り
、
日
本
で
い
う
相
対
的
無
効
（
表
意
者
に
と
っ
て
の
み
当
然
に
無

効
）
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
対
抗
不
能
と
呼
ば
れ
て
い
（
１
）
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
古
典
理
論
に
よ
れ
ば
、
契
約
内
容
（error

in
negotio

）

や
契
約
の
目
的
物
に
関
す
る
錯
誤
（error

in
corpore

）
の
場
合
は
当
事
者
間
に
実
質
的
合
意
は
存
し
な
い
か
ら
（
合
意
の
欠
缺
）、

絶
対
無
効
を
生
じ
、
重
要
な
性
質
に
関
す
る
錯
誤
で
は
相
対
無
効
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
近
時
は
い
ず
れ
の
場
合
も
相
対
無

効
（
取
消
に
よ
り
無
効
と
な
る
）
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
（
２
）
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
は
錯
誤
を
合
意
の
欠
缺
の
場
合
と
合
意
の
瑕
疵

《論 説》
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の
場
合
と
に
分
け
る
学
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
（
後
述
旧
民
法
の
錯
誤
理
論
参
照
）
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ド
イ
ツ
普
通
法

で
も
錯
誤
の
効
果
は
無
効
と
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
で
も
錯
誤
に
よ
り
意
思
表
示
は
無
効
と
な
る
と
さ
れ
て
い
た
が

（
九
八
条
一
項
）、
第
二
草
案
（
九
四
条
一
項
）、
現
行
ド
イ
ツ
民
法
（
一
一
九
条
）
で
は
取
り
消
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。
英
米
法
上

は
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
錯
誤
の
効
果
は
無
効
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
衡
平
法
上
は
取
消
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ア

メ
リ
カ
で
は
錯
誤
の
効
果
は
契
約
の
取
消
（voidable

）（
ま
た
は
解
除
）
で
あ
る
（
一
九
八
一
年
ア
メ
リ
カ
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
一
五
二
条
、
一
五
（
３
）

三
条
）。

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
お
よ
び
旧
民
法
で
は
、
既
述
の
如
く
、
合
意
の
欠
缺
と
な
る
錯
誤
の
場
合
は
無
効
、
合
意
の
瑕
疵
と
な
る
場

合
は
取
り
消
し
う
る
と
さ
れ
た
（
旧
民
財
産
編
三
〇
九
条
―
三
一
一
条
）。
但
し
、
取
消
は
裁
判
所
に
訴
求
し
て
こ
れ
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
現
行
日
本
民
法
で
は
、
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
る
場
合
、
法
律
行
為
は
無
効
と
な
る
（
九
五

条
）。
こ
れ
は
起
草
者
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
九
八
条
お
よ
び
九
九
条
一
項
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
（
４
）
る
。
当
初
こ
の
無
効

は
誰
で
も
主
張
で
き
る
絶
対
的
無
効
と
さ
れ
て
い
た
（
５
）
が
、
今
日
で
は
錯
誤
の
無
効
は
当
然
無
効
で
は
な
く
、
当
事
者
の
主
張
を
ま
っ

て
始
め
て
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
立
場
で
は
無
効
行
為
の
追
認
に
関
す
る
民
法
一
一
九
条
の
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い

が
、
遡
及
的
追
認
の
余
地
は
あ
る
（
民
一
一
六
条
、
一
二
二
条
は
類
推
適
用
さ
れ
う
る
）
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
（
６
）
う
。
追
認
は
法
律
行
為

の
効
力
を
確
定
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
第
三
者
か
ら
の
錯
誤
無
効
の
主
張
は
、
表
意
者
の
無
効
主
張
が
な
け
れ
ば
な
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
こ

と
に
な
ろ
う
。
判
例
は
当
初
、
第
三
者
や
相
手
方
か
ら
錯
誤
無
効
を
主
張
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
き
は
っ
き
り
し
た
立
場
を
表
明
し

な
か
っ
た
（
７
）
が
、
錯
誤
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
、
錯
誤
者
は
無
効
の
主
張
を
な
し
え
ず
、
結
局
相
手
方
、
第
三
者
に
対
し
て
も
有
効

視
さ
れ
る
か
ら
、
第
三
者
も
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
す
る
判
例
が
登
場
（
８
）
し
、
遂
に
最
高
裁
は
、
錯
誤
無
効
が
錯
誤
者
保
護
を
目
的

錯誤立法の基礎
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と
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
第
三
者
か
ら
の
無
効
主
張
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
態
度
に
転
じ
（
９
）
た
。
学
説
上
も
こ
の
相
対
的
無
効
説
を

支
持
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
（
１０
）
た
。
し
か
し
、
相
対
的
無
効
説
に
対
し
て
は
、
�
表
意
者
は
い
つ
で
も
無
効
の
主
張
を
な
し
う
る
こ

と
に
な
っ
て
法
律
関
係
の
安
定
が
害
さ
れ
る
、
�
ド
イ
ツ
な
ど
の
国
で
は
表
意
者
し
か
主
張
し
え
な
い
相
対
的
無
効
は
取
消
に
統
合

さ
れ
た
と
批
判
が
加
え
ら
れ
（
１１
）
る
。
今
日
で
は
学
説
上
こ
の
よ
う
な
相
対
的
無
効
説
を
一
歩
進
め
て
、
本
条
の
無
効
を
取
消
（
的
無

効
）
と
す
る
も
の
が
多
（
１２
）
い
。
し
か
し
、
取
消
に
関
す
る
規
定
（
期
間
制
限
、
法
定
追
認
（
民
一
二
五
条
）、
相
手
方
の
催
告
権
（
民
一
一

四
条
））
の
こ
の
場
合
へ
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
（
１３
）

る
。
二
〇
〇
九
年
改
正
提
案
は
、
錯
誤
の
効
果
が
錯
誤
者
の
取
消

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
﹇
一
・
五
・
一
三
﹈。

現
行
法
上
錯
誤
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
法
律
行
為
に
よ
り
給
付
さ
れ
た
物
や
権
利
、
金
銭
は
、
当
初
の
持
主
に
返
還
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
契
約
当
事
者
双
方
が
互
い
に
相
手
方
に
給
付
し
た
と
き
に
、
双
方
の
返
還
義
務
の
間
に
は
同
時
履
行
の
関
係
（
民
五
三
三

条
）
が
成
立
す
る
か
。
こ
の
場
合
の
返
還
義
務
を
不
当
利
得
返
還
義
務
（
民
七
〇
三
条
、
七
〇
四
条
）
と
捉
え
る
立
場
に
立
つ
と
、
同

時
履
行
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
状
回
復
義
務
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
義
務
と
捉
え
る
と
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

る
可
能
性
が
強
く
な
ろ
う
。
近
時
の
最
判
は
、
売
買
が
錯
誤
無
効
と
な
っ
た
場
合
の
両
当
事
者
の
各
給
付
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
同

時
履
行
の
関
係
を
一
般
に
認
め
た
う
え
で
、
信
義
則
に
よ
り
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
（
１４
）
る
。

（
ロ
）

善
意
の
第
三
者
の
保
護
の
可
否

イ
ギ
リ
ス
で
は
近
時
ま
で
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
錯
誤
の
効
果
は
無
効
で
あ
る
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
は
取
り
消
し
う
る
と
い
う
効
果
が

与
え
ら
れ
た
が
、
今
日
で
は
錯
誤
は
一
般
的
に
契
約
を
無
効
に
す
る
と
解
さ
れ
て
い
（
１５
）
る
。
錯
誤
は
不
実
表
示
の
よ
う
に
契
約
締
結
に

際
し
て
の
瑕
疵
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
Ａ
の
Ｂ
へ
の
売
買
が
例
え
ば
相
手
方
の
同
一
性
の
錯

誤
に
よ
り
無
効
で
あ
っ
た
場
合
は
、
Ｂ
か
ら
目
的
物
を
転
売
さ
れ
た
Ｃ
に
対
し
て
Ａ
は
目
的
物
の
返
還
ま
た
は
代
金
相
当
額
の
支
払

《論 説》
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を
求
め
う
（
１６
）
る
。
Ａ
が
Ｂ
の
同
一
性
で
は
な
く
、
そ
の
支
払
能
力
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合
は
錯
誤
無
効
の
主
張
は
で
き
な
い
（
１７
）
が
、

宝
石
商
が
あ
る
富
豪
Ａ
と
同
棲
し
て
い
る
女
性
を
Ａ
の
妻
と
誤
信
し
て
取
引
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
当
事
者
の
同
一
性
の
錯
誤
と
認

め
ら
れ
（
１８
）
る
。

日
本
で
は
、
例
え
ば
、
Ａ
が
錯
誤
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
地
を
Ｂ
に
譲
渡
し
、
Ｂ
が
こ
れ
を
善
意
の
第
三
者
Ｃ
に
譲
渡
し
た
場
合
、

Ａ
は
Ｃ
に
対
し
て
錯
誤
無
効
を
主
張
し
う
る
か
。
詐
欺
に
つ
い
て
は
、
民
法
九
六
条
三
項
に
よ
り
善
意
の
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
が
、

錯
誤
に
つ
い
て
は
か
よ
う
な
第
三
者
保
護
規
定
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
従
来
の
通
説
、
判
例
は
、
錯
誤
無
効
の
場
合
は
第

三
者
は
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
（
１９
）
た
。
こ
の
立
場
で
は
、
錯
誤
の
場
合
は
厳
格
な
要
件
の
も
と
に
無
効
主
張
が
認
め
ら
れ

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
詐
欺
に
つ
い
て
は
騙
さ
れ
る
側
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
な
ど
を
そ
の
論
拠
と
す
（
２０
）
る
。
し
か
し
、
詐

欺
は
人
を
欺
い
て
錯
誤
に
陥
ら
せ
る
と
い
う
点
で
錯
誤
と
共
通
す
る
面
が
あ
る
の
に
、
善
意
の
第
三
者
の
保
護
に
つ
き
差
異
が
生
じ

る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
理
由
で
、
民
法
九
六
条
三
項
の
錯
誤
へ
の
類
推
を
認
め
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
（
２１
）
た
。
判
例
と
し
て

は
、
手
形
振
出
に
つ
い
て
錯
誤
無
効
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
２２
）
が
、
手
形
振
出
以
外
の
法
律
行
為
に

つ
い
て
も
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
裁
判
例
も
あ
（
２３
）
る
。
学
説
上
は
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
第
三
者
の
善
意
、
無
過
失

を
要
求
す
る
も
の
も
あ
（
２４
）
る
。
詐
欺
取
消
の
場
合
と
の
均
衡
論
か
ら
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
立
た

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
Ａ
が
錯
誤
に
よ
り
不
動
産
を
Ｂ
に
売
り
渡
し
、
登
記
を
Ｂ
に
移
転
し
た
後
、
Ｂ
名
義
の
登
記
を
長

期
間
放
置
し
て
い
る
う
ち
に
善
意
（
無
過
失
）
の
第
三
者
Ｃ
が
そ
の
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用

に
よ
り
Ｃ
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
（
２５
）
る
。
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（
２
）

取
消
と
そ
の
期
間
制
限

（
イ
）

は
じ
め
に

本
稿
で
採
り
上
げ
る
意
思
の
欠
缺
あ
る
い
は
意
思
表
示
の
瑕
疵
は
、
新
し
い
考
え
方
に
よ
れ
ば
意
思
表
示
の
取
り
消
し
と
い
う
効

果
を
生
じ
る
。
民
法
（
改
正
）
提
案
で
も
、
錯
誤
が
保
護
さ
れ
る
場
合
、
錯
誤
者
が
取
消
権
を
行
使
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

﹇
一
・
五
・
一
三
﹈。
起
草
者
に
よ
れ
ば
、
本
提
案
〈
一
〉
で
は
、
錯
誤
の
効
果
も
取
消
に
改
め
ら
れ
る
。
錯
誤
制
度
の
趣
旨
が
、

誤
っ
た
表
示
を
し
た
者
を
そ
の
意
思
表
示
へ
の
拘
束
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
放
を
実
際
に
認
め
る

か
ど
う
か
は
、
そ
の
意
思
表
示
を
し
た
者
の
決
定
に
委
ね
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
（
２６
）
る
。
錯
誤
の
効
果
を
取
り
消
し
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
今
日
広
く
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
詐
欺
取
消
と
の
均
衡
、
相
対
的
無
効
と
の
対
比
、
世
界
の
ト
レ
ン
ド

（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
〇
三
条
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
五
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：

二
〇
一
条
）
な
ど
で
あ

（
２７
）
る
。取

消
の
表
示
は
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
諸
外
国
の
場
合
で
も
、
ま
た
日
本
の
法
制
で
も
同
様

で
あ
る
（
ド
民
一
四
三
条
二
項
、
日
民
一
二
三
条
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
一
二
条
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
一
四
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・

一
一
条
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：

二
一
〇
条
、
基
本
方
針
﹇
一
・
五
・
五
六
﹈）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
民
法
が
裁
判
手
続
を
要
求
し
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
錯
誤
に
基
づ
く
取
消
に
は
裁
判
所
の
決
定
が
必
要
で
あ
り
、
相
手
方
へ
の
無
方
式
の
通
知
だ
け
で
は
足

り
な
い
と
さ
れ
て
い
（
２８
）
る
。
ま
た
取
消
に
は
諸
外
国
お
よ
び
日
本
に
お
い
て
追
認
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
ド
民
一
四

四
条
、
日
民
一
二
二
条
以
下
、
ア
メ
リ
カ
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
三
八
〇
条
（
二
）、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
一
四
条
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ

三
・
一
二
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
九
条
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：

二
一
二
条
）。
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（
ロ
）

取
消
権
の
期
間
制
限

（
ａ
）

比
較
法

フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
は
相
対
的
無
効
（
取
消
に
よ
り
無
効
と
な
る
）
で
あ
り
、
こ
の
無
効
（
取
消
）
訴
権

は
一
八
〇
四
年
民
法
で
は
錯
誤
を
発
見
し
た
と
き
か
ら
一
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年
の
法
改
正
で
原

則
と
し
て
取
消
訴
権
は
五
年
間
存
続
す
る
も
の
と
な
っ
た
（
フ
民
一
三
〇
四
条
）。
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
と
競
合
す
る
場
合
は
、
錯

誤
を
主
張
す
る
場
合
で
も
フ
民
一
六
四
八
条
の
短
期
間
の
権
利
行
使
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
判
例
が
一
九
六
〇
年
に
現
わ
れ
た

が
、
一
九
八
八
年
に
は
買
主
に
両
者
の
選
択
権
を
認
め
る
判
決
が
出
た
。
な
お
、
合
意
形
成
の
障
害
と
な
る
錯
誤
の
場
合
は
、
契
約

は
絶
対
的
無
効
と
な
る
と
い
う
伝
統
的
な
見
解
に
立
つ
と
き
は
、
合
意
形
成
の
障
害
と
な
る
錯
誤
の
場
合
は
、
無
効
訴
権
は
三
〇
年

の
期
間
制
限
に
服
す
る
こ
と
に
な
（
２９
）
る
。

ド
イ
ツ
民
法
で
は
取
消
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
取
消
事
由
ご
と
に
異
な
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
錯
誤
ま
た
は
誤
伝
の
場
合
は
、
表

意
者
は
取
消
事
由
を
知
っ
た
と
き
か
ら
遅
滞
な
く
、
す
な
わ
ち
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
遅
滞
に
陥
る
こ
と
な
し
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
民
一
二
一
条
一
項
）。
意
思
表
示
の
相
手
方
は
表
意
者
の
内
心
を
知
る
由
も
な
い
し
、
早
期
決
済
が
法
的

安
全
と
法
的
明
確
性
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
遅
滞
な
く
と
い
う
の
は
、
直
ち
に
と
同
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
取
消
権

者
に
は
適
切
な
熟
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
（
３０
）
る
。
取
消
権
者
は
取
消
事
由
を
知
ら
な
く
て
も
、
意
思
表
示
を

し
た
後
一
〇
年
（
二
〇
〇
一
年
の
法
改
正
ま
で
は
三
〇
年
）
が
経
過
し
た
時
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
（
ド
民
一
二
一
条

（
３１
）

二
項
）。
詐
欺
ま
た
は
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
り
消
し
は
、
取
消
権
者
が
詐
欺
を
知
り
ま
た
は
強
制
状
態
が
や
ん
だ
と
き
か
ら

一
年
間
行
使
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
二
四
条
一
、
二
項
）。
錯
誤
ま
た
は
誤
伝
の
場
合
よ
り
も
取
消
期
間
が
長
い
の
は
、

被
欺
罔
者
ま
た
は
被
強
迫
者
は
よ
り
保
護
に
価
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
詐
欺
、
強
迫
の
場
合
も
意
思
表
示
を
し
た
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と
き
か
ら
一
〇
年
間
（
二
〇
〇
一
年
改
正
ま
で
は
三
〇
年
間
）
と
い
う
除
斥
期
間
が
法
定
さ
れ
て
い
る
（
ド
民
一
二
四
条
三
項
）。

ス
イ
ス
債
務
法
は
、
詐
欺
、
強
迫
の
場
合
も
含
め
て
、
事
実
を
知
り
ま
た
は
強
迫
を
受
け
て
い
る
状
態
が
去
っ
た
と
き
か
ら
一
年

内
に
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
（
ス
債
三
一
条
）、
例
え
ば
錯
誤
者
が
相
手
方
の
負
担
で
投
機
を
す
る
た
め

に
の
み
取
消
権
の
行
使
を
遷
延
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
ス
債
二
五
条
一
項
の
錯
誤
の
援
用
が
信
義
則
に
反
す
る
と
し
て
取
消
が

認
め
ら
れ
な
（
３２
）
い
。
錯
誤
あ
る
契
約
に
よ
り
給
付
さ
れ
た
も
の
の
返
還
請
求
権
（
不
当
利
得
返
還
請
求
権
）
の
時
効
期
間
は
、
無
効
説

の
立
場
で
は
給
付
時
か
ら
一
〇
年
間
で
あ
る
が
、
取
消
説
で
は
取
消
時
か
ら
一
〇
年
間
で
あ
（
３３
）

る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
で
は
、
取
消

権
も
取
消
に
基
づ
く
不
当
利
得
返
還
請
求
権
も
、
判
決
上
の
債
務
（Judikatsschuld

）
が
生
じ
て
い
な
い
限
り
三
年
の
時
効
に
か
か

る
（
オ
民
一
四
八
（
３４
）

七
条
）。
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
も
錯
誤
の
存
在
に
関
す
る
判
決
の
と
き
か
ら
三
年
で
時
効
に
か
か
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
ル
ン
メ
ル
（R

um
m
el

）
は
、
こ
の
場
合
に
オ
民
一
四
八
七
条
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
三
〇
年
の
通
常
の
時

効
に
か
か
る
と
主
張
す
る
（
業
務
上
の
取
引
の
場
合
は
オ
民
一
四
八
六
条
に
よ
り
三
（
３５
）

年
間
）。

英
米
法
で
は
錯
誤
に
よ
り
取
消
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
錯
誤
者
の
取
消
権
の
行
使
は
、
錯
誤
の
事
実
に
気
づ
い
た
と
き
ま
た
は

気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
相
当
期
間
内
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
（
３６
）
た
。
ア
メ
リ
カ
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
で
も
、
錯
誤
者
が
相
当
期
間
内
に
相
手
方
に
対
し
て
取
消
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
取
消
権
は
消
滅
す
る
（
三
八
一

条
二
項
）。
ど
の
程
度
の
期
間
が
相
当
期
間
に
あ
た
る
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、（
ａ
）
遅
延
の
結
果
ど
の
程
度
取
消
権
を
有
し

て
い
る
当
事
者
が
相
手
方
の
危
険
で
投
機
を
な
す
こ
と
が
現
実
に
可
能
と
な
り
、
ま
た
は
可
能
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
、

（
ｂ
）
遅
延
の
結
果
、
ど
の
程
度
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
に
よ
る
正
当
な
信
頼
が
現
実
に
生
じ
、
ま
た
は
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
か
、

（
ｃ
）
ど
の
程
度
取
消
の
理
由
が
当
事
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
過
失
の
結
果
で
あ
る
か
、（
ｄ
）
ど
の
程
度
相
手
方
の
行
為
が
遅
延

に
貢
献
し
た
か
の
事
情
が
重
要
で
あ
る
（
三
八
一
条
三
項
）。
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
は
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
当
事
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者
の
一
方
に
よ
る
契
約
取
消
権
能
は
、
契
約
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
履
行
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
そ
の
他
の
点
で
事
情
が
変
化
し
た
た

め
に
、
取
り
消
す
と
不
公
平
が
生
じ
、
か
つ
損
害
賠
償
が
適
切
な
補
償
と
な
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
消
滅
す
る
と
い
う
規
定
も
あ
る

（
三
八
一
条
二
項
）。

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
錯
誤
を
理
由
と
す
る
も
の
を
含
め
た
取
消
権
の
行
使
は
、
当
事
者
が
取
り
消
し
原
因
と
な
る
事
実
を
知
っ
た
後

も
し
く
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
え
な
く
な
っ
た
後
、
当
該
状
況
の
も
と
に
お
い
て
合
理
的
な
期
間
内
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
（
三
・
一
五
条
（
一
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
二
条
一
項
））。
取
消
権
の
行
使
に
は
取
り
消
し
原
因
を
明
示
す
る
必
要

は
な
い
が
、
相
手
方
に
も
わ
か
る
よ
う
な
場
合
以
外
は
取
消
原
因
も
通
知
し
た
方
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
（
３７
）
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

で
も
、
取
引
安
全
の
要
請
か
ら
、
取
消
の
通
知
は
、
取
消
当
事
者
が
取
消
の
要
件
と
な
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た

と
き
か
ら
、
諸
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
た
う
え
で
合
理
的
な
期
間
内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ

Ｌ
四：

一
一
三
条
（
一
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：
二
一
〇
条
）。

（
ｂ
）

日
本
法

わ
が
民
法
九
五
条
の
錯
誤
無
効
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
明
文
で
期
間
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
規
定
の

影
響
を
受
け
て
、
学
説
上
は
錯
誤
無
効
の
主
張
に
つ
い
て
も
民
法
一
二
六
条
（
五
年
間
）
類
推
適
用
説
が
有
力
で
あ
（
３８
）
る
。
民
法
（
債

権
法
）
の
新
提
案
で
は
、
錯
誤
の
効
果
は
錯
誤
者
へ
の
取
消
権
の
行
使
の
許
容
で
あ
る
。
従
っ
て
、
錯
誤
の
場
合
も
詐
欺
、
強
迫
、

制
限
行
為
能
力
者
の
行
為
の
場
合
と
同
様
に
、
表
意
者
が
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
か
ら
三
年
間
取
消
権
を
行
使
し
な
い
と

き
は
、
こ
の
期
間
の
経
過
に
よ
り
取
消
権
は
消
滅
す
る
。
行
為
の
と
き
か
ら
一
〇
年
を
経
過
し
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
﹇
一
・
五
・

五
九
﹈。
取
消
権
の
行
使
は
、
現
行
民
法
一
二
六
条
は
、
追
認
権
行
使
可
能
時
か
ら
五
年
、
行
為
時
か
ら
二
〇
年
と
し
て
い
る
が
、

法
律
関
係
の
確
定
の
み
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
期
間
と
し
て
五
年
は
長
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
三
年
に
短
縮
す
る
も
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の
と
し
た
。
三
年
と
し
た
の
は
、
詐
欺
や
強
迫
の
場
合
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
短
い
期
間
で
取
消
権
消
滅
を
認
め
る
こ
と
は
欺
罔
者
、

強
迫
者
を
過
度
に
保
護
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
取
消
原
因
は
多
様
で
あ
る
と
こ
ろ
、
法
律
関
係
の
明
確
性
の
た
め
に
取

消
原
因
の
相
違
に
応
じ
て
制
限
期
間
を
異
に
す
る
の
は
適
当
で
な
い
こ
と
等
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
行
為
の
と
き
か
ら
進

行
が
開
始
す
る
長
期
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年
が
長
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
詐
欺
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
あ
る
い
は
強
迫
状
態

を
脱
し
な
い
ま
ま
年
月
が
経
過
す
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
一
〇
年
と
し
た
。
履
行
を
拒
絶
す
る
た
め
に
取
消
権
を
行
使
す
る

場
合
に
、
抗
弁
権
の
永
久
性
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
が
、
本
試
案
﹇
一
・
七
・
一
三
﹈〈
五
〉
で
形
成
権
一
般
に

つ
い
て
抗
弁
権
の
永
久
性
を
認
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
た
め
、
本
条
で
は
特
別
規
定
は
置
か
れ
な
（
３９
）
い
。

（
ハ
）

取
消
の
効
果

（
ａ
）

比
較
法

多
く
の
立
法
例
で
は
取
消
の
効
果
は
意
思
表
示
の
遡
及
的
無
効
で
あ
る
（
ド
民
一
四
二
条
一
項
、
日
民
一
二
一
条
本
文
）。
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
取
消
に
よ
る
無
効
の
場
合
も
含
め
て
、
当
事
者
は
契
約
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
（
４０
）
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
は
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
、
行
為
無
能
力
な
ど
の
場
合
も
含
め
て
、
契
約
の
取
消
を
要
求
す
る
者
は
、
そ
の
契

約
に
基
づ
い
て
彼
の
利
益
に
帰
し
た
総
て
の
も
の
を
も
と
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
（
オ
民
八
七
七
条
）。
こ
の
返
還

は
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
関
係
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
オ
民
一
四
三
五
条
）。
双
方
の
返
還
義
務
は
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
（
４１
）
る
。

ス
イ
ス
で
は
錯
誤
の
場
合
、
�
無
効
説
、
�
取
消
説
、
�
相
対
無
効
説
が
対
立
し
て
い
る
。
�
説
に
よ
れ
ば
、
契
約
は
当
初
か
ら
無

効
で
あ
り
、
法
律
行
為
が
後
で
錯
誤
者
に
よ
り
追
認
さ
れ
た
場
合
に
の
み
有
効
と
な
る
。
�
説
で
は
、
契
約
は
当
初
は
有
効
で
あ
り
、

錯
誤
者
に
よ
る
意
思
欠
缺
の
援
用
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
。
�
説
で
は
、
錯
誤
者
に
と
っ
て
は
当
初
か
ら
無
効
で
あ
る
が
、
相
手
方
に

と
っ
て
は
当
初
は
有
効
で
あ
る
。
判
例
は
当
初
�
説
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
�
説
に
転
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
返
還
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請
求
権
は
、
ス
イ
ス
で
も
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、
�
説
で
は
債
務
な
く
し
て
給
付
し
た
物
の
返
還
請
求
権
、
�

説
で
は
原
因
が
後
発
的
に
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
る
返
還
請
求
権
で
あ
る
。
�
説
で
は
当
事
者
に
よ
っ
て
返
還
請
求
権
の
発
生
原
因
が

異
な
る
。
所
有
権
の
移
転
原
因
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
結
論
が
異
な
る
（
買
主
が
時
効
取
得

す
る
場
合
な
ど
は
（
４２
）

例
外
）。

こ
れ
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
は
物
権
行
為
の
無
因
性
が
錯
誤
の
場
合
の
処
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

取
り
消
さ
れ
た
契
約
を
理
由
と
し
て
既
に
給
付
が
な
さ
れ
た
限
り
で
、
取
消
に
よ
り
給
付
の
法
的
原
因
は
な
く
な
る
。
給
付
を
し
た

者
は
ド
民
八
一
二
条
一
項
に
よ
り
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。
相
手
方
に
所
有
権
が
移
転
し
て
い
た
場
合
も
、
物
権
行
為

の
無
因
性
に
よ
り
契
約
の
取
消
は
物
権
移
転
行
為
に
原
則
的
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
所
有
権
移
転
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
に
取
消

原
因
が
あ
る
場
合
（
例
え
ば
一
定
の
種
類
の
ラ
ジ
オ
の
売
買
契
約
が
な
さ
れ
た
が
、
売
主
が
誤
っ
て
は
る
か
に
高
額
の
ラ
ジ
オ
を
給
付
し
た

場
合
）、
あ
る
い
は
同
一
の
意
思
の
瑕
疵
が
契
約
に
も
履
行
行
為
に
も
認
め
ら
れ
る
場
合
（
錯
誤
が
契
約
の
履
行
の
差
異
に
存
続
す
る
場

合
）
は
、
契
約
も
物
の
所
有
権
譲
渡
も
錯
誤
に
よ
り
取
消
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
所
有
権
譲
渡
が
取
り
消
さ
れ
た
と

き
ド
民
九
八
五
条
（
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
）
に
よ
り
給
付
者
の
返
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
（
４３
）
る
。
こ
れ
に
対
し
て
有
力
説
は
、

ド
民
一
一
九
条
二
項
に
よ
る
取
消
を
債
務
負
担
行
為
（
契
約
）
に
制
限
す
る
こ
と
が
、
無
因
主
義
の
意
義
に
必
ず
し
も
相
応
し
な
い

と
主
張
す
（
４４
）
る
。

相
手
方
が
目
的
物
を
第
三
者
に
転
売
し
た
場
合
は
、
そ
の
転
得
者
が
取
消
可
能
性
を
知
り
ま
た
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
き
は
、
取
消
が
な
さ
れ
た
場
合
、
彼
は
法
律
行
為
の
無
効
を
知
り
ま
た
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
よ
う
に
扱
わ
れ

る
（
ド
民
一
四
二
条
二
項
）。
従
っ
て
、
転
得
者
が
前
主
が
取
消
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
ド
民
八
九

二
条
（
登
記
簿
の
公
信
力
）
に
よ
る
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
前
主
が
取
消
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
た
は

錯誤立法の基礎
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重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
ド
民
九
三
二
条
（
無
権
利
者
か
ら
の
善
意
取
得
）
に
よ
る
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
（
４５
）
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
契
約
が
錯
誤
に
よ
り
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
有
権
は
移
転
せ
（
４６
）
ず
、
ま
た
契
約
が
有
効
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合

は
、
所
有
権
は
譲
渡
人
に
復
帰
す
る
と
さ
れ
て
い
（
４７
）
る
。
第
三
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
が
財
産
を
善
意
で
か
つ
先
行
す
る

契
約
を
瑕
疵
あ
る
も
の
と
す
る
事
実
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
取
得
し
た
時
は
、
取
消
の
効
力
は
及
ば
な
い
。
不
動
産
の
場
合
は
、

未
登
記
不
動
産
で
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
ま
た
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
限
を
錯
誤
取
消
に
つ
い
て
の
告
知
な
し
に
取
得
し
た
者
に
対
し

て
は
、
取
消
の
効
力
は
及
ば
な
い
。
登
記
さ
れ
た
不
動
産
の
場
合
は
、
有
価
約
因
に
よ
る
譲
受
人
は
、
錯
誤
取
消
が
登
記
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
ま
た
は
登
記
な
し
に
対
抗
し
う
る
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
限
り
、
取
り
消
さ
れ
え
な
い
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
取

消
は
、
登
記
さ
れ
た
権
限
の
取
得
者
を
拘
束
し
う
る
権
利
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
（
土
地
登
記
法
（L

and
R
egistration

A
ct

）

2002,
s.

（
４８
）

116

（b

））。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
動
産
売
買
の
場
合
は
、
取
消
権
が
行
使
さ
れ
た
と
き
で
も
、
相
手
方
は
正
当
な
権
限
を
善
意

有
償
の
任
意
取
得
者
に
対
し
て
移
転
す
る
権
能
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｕ
Ｃ
Ｃ
二
―
四
〇
三
条
）。

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
も
、
取
消
は
遡
及
的
に
効
力
を
生
じ
（
三
・
一
七
条
一
項
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
四
条
一
項
））、
各
当
事
者

は
原
状
回
復
請
求
権
を
有
す
る
。
原
状
回
復
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
価
格
償
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
（
三
・
一
七
条
二
項

（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
四
条
二
項
））。
二
項
は
、
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
受
領
者
に
と
っ
て
給

付
が
利
益
と
な
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
価
格
償
還
も
不
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
に
レ
ス
ト
ラ
ン
の
装
飾
を
依
頼
し
て
Ｂ
も
仕

事
を
開
始
し
た
が
、
後
に
な
っ
て
Ａ
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
有
名
な
装
飾
家
と
Ｂ
が
別
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
契
約
が
取
り
消
さ

れ
た
と
き
は
、
既
に
な
さ
れ
た
装
飾
は
返
還
不
能
で
あ
り
、
し
か
も
Ａ
に
と
っ
て
何
の
価
値
も
な
い
の
で
Ｂ
は
Ａ
に
対
し
て
価
格
償

還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
（
４９
）
い
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
も
取
消
の
場
合
原
状
回
復
請
求
権
ま
た
は
目
的
物
に
代
わ
る
価
値
の
償
還

請
求
権
が
発
生
す
る
と
定
め
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
一
五
条
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：
二
一
二
条
一
項
）。

《論 説》

６４



（
ｂ
）

日
本
法

取
消
に
よ
り
法
律
行
為
は
最
初
に
遡
っ
て
無
効
に
な
る
（
民
一
二
一
条
本
文
）。
二
〇
〇
九
年
改
正
提
案
﹇
一
・
五
・
五
四
﹈

〈
一
〉
も
同
旨
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
取
り
消
し
た
者
が
相
手
方
に
対
し
て
有
す
る
返
還
請
求
権
は
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
上
従
来
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
（
５０
）
説
、（
占
有
権
の
）
不
当
利
得
返
還
請
求
権
（
５１
）
説
、
原
状
回
復
請
求

権
（
５２
）
説
な
ど
が
み
ら
れ
た
が
、
判
例
は
そ
の
効
果
を
十
分
検
討
し
た
う
え
で
判
示
し
た
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
（
５３
）
る
。
学
説
上
は
�
物
権

変
動
に
つ
い
て
有
因
説
を
と
っ
た
う
え
で
、
取
り
消
し
た
者
に
所
有
権
が
復
帰
す
る
た
め
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
（
５４
）
説
、
�
物
権
変
動
に
つ
い
て
無
因
説
を
と
っ
た
う
え
で
、
契
約
が
取
り
消
さ
れ
て
も
所
有
権
は
当
然
に
は
復
帰
せ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
５５
）
説
、
更
に
は
�
説
の
亜
種
と
し
て
、
有
因
説
の
も
と
で
は
所
有
権
は

取
り
消
し
た
者
に
復
帰
す
る
が
、
相
手
方
が
現
実
に
物
の
引
渡
を
受
け
た
限
り
、
受
領
者
の
占
有
は
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
不
当
な

利
得
で
あ
り
、
給
付
者
は
相
手
方
の
占
有
の
不
当
利
得
の
返
還
を
請
求
し
う
る
（
占
有
の
不
当
利
得
論
）。
そ
し
て
占
有
者
と
回
復
者

（
所
有
者
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
規
律
す
る
民
法
一
八
九
条
以
下
は
、
民
法
七
〇
三
条
以
下
の
特
則
で
あ
り
、
前
者
が
優
先
的
に
適

用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
（
５６
）
た
。
し
か
し
、
占
有
の
不
当
利
得
論
に
対
し
て
は
、
民
法
一
八
九
条
以
下
は
そ
も
そ
も
双
務
契

約
の
無
効
、
取
消
の
場
合
の
返
還
関
係
を
想
定
し
た
規
定
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
（
５７
）
る
。

�
給
付
者
の
返
還
請
求
権
を
物
権
的
返
還
請
求
権
と
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
中
間
的
な
い
し
混
合
的
性
質
を
有
し
た
も
の
と
捉

え
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
権
利
は
消
滅
時
効
に
か
か
る
が
、
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
（
５８
）
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
当
事
者
間
で
は
純
然
た
る

債
権
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
が
、
対
第
三
者
関
係
で
は
所
有
物
返
還
請
求
権
の
側
面
を
有
す
（
５９
）
る
。
従
っ
て
、
こ
の
立
場
で
は
給
付
当

事
者
間
の
関
係
は
、
後
述
�
説
と
同
断
と
な
る
。

今
日
で
は
、
�
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
類
型
論
か
ら
、
不
当
利
得
を
所
有
関
係
の
場
で
固
有
に
機
能
す
る
不
当
利
得
と
契
約
関

錯誤立法の基礎
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係
の
場
で
固
有
に
機
能
す
る
不
当
利
得
と
に
分
け
、
契
約
の
無
効
、
取
消
、
解
除
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
給
付
の
返
還
関
係
は
契
約

の
清
算
制
度
と
し
て
捉
え
、
い
わ
ゆ
る
給
付
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
し
て
処
理
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の

立
場
で
は
、
原
状
回
復
関
係
は
、
当
該
給
付
の
実
行
を
導
い
た
有
償
、
双
務
契
約
に
お
け
る
結
び
つ
き
（
牽
連
関
係
）
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
る
か
ら
、
公
序
良
俗
違
反
や
詐
欺
、
強
迫
に
よ
る
取
消
を
除
い
て
双
務
的
牽
連
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
（
６０
）
る
。
取
消
の

場
合
も
解
除
に
お
け
る
と
同
様
原
状
回
復
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
（
６１
）
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
給
付
不
当
利
得
の
場
合
は
、

法
的
根
拠
を
欠
い
て
な
さ
れ
た
給
付
を
い
わ
ば
巻
き
戻
し
て
原
状
を
回
復
す
る
の
が
目
的
だ
か
ら
、
相
手
方
の
善
意
、
悪
意
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
さ
れ
た
給
付
自
体
ま
た
は
そ
の
価
額
が
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
（
６２
）
る
。
取
消
の
効
果
を
原
状
回
復
的
に
捉
え
る
近
時
の
学

説
の
多
く
は
、
買
主
に
移
転
し
た
所
有
権
が
直
ち
に
復
帰
す
る
と
し
て
い
（
６３
）
る
。

現
行
法
上
善
意
の
第
三
者
に
つ
い
て
は
、
詐
欺
の
場
合
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
強
迫
の
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

（
民
九
六
条
三
項
）。
制
限
行
為
能
力
に
よ
る
取
消
の
場
合
も
、
第
三
者
は
保
護
さ
れ
な
い
。
新
提
案
で
は
、
錯
誤
取
消
の
場
合
の
善

意
、
無
過
失
の
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
﹇
一
・
五
・
一
三
〈
四
〉﹈。
起
草
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
本
提
案

〈
四
〉
は
、
錯
誤
取
消
に
つ
い
て
も
、
第
三
者
の
保
護
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
第
三
者
の
保
護
要
件
は
、﹇
一
・
五

・
一
二
﹈（
虚
偽
表
示
）
と
異
な
り
、
善
意
無
過
失
を
要
件
と
し
て
い
る
。
第
三
者
の
保
護
要
件
が
善
意
で
足
り
る
と
さ
れ
る
の
は
、

虚
偽
表
示
の
よ
う
に
、
故
意
責
任
原
理
（
故
意
に
誤
っ
た
表
示
を
し
た
者
は
、
そ
の
表
示
に
従
っ
た
責
任
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
）
が
妥

当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
考
え
、
錯
誤
を
含
め
て
そ
の
他
の
場
合
（
不
実
表
示
な
ど
）
は
、
一
般
原
則
ど
お
り
、
第
三
者
の
信
頼

が
保
護
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
（
過
失
が
な
い
）
と
き
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
（
６４
）
る
。
本
提
案
〈
四
〉
も
現
在
で

は
支
持
者
が
多
（
６５
）
い
。

《論 説》
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（
ニ
）

契
約
の
一
部
取
消
と
契
約
の
改
訂

（
ａ
）

契
約
の
一
部
取
消

立
法
例
に
よ
っ
て
は
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
一
部
取
消
を
認
め
る
も
の
が
あ
（
６６
）
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
契

約
取
消
原
因
が
存
在
し
、
そ
の
条
項
が
契
約
の
残
余
部
分
に
と
っ
て
不
可
欠
で
な
い
場
合
、
当
該
条
項
を
除
い
て
契
約
を
維
持
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
う
る
。
但
し
、
そ
の
部
分
が
な
け
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
取
消
権
者
が
証
明
で
き
た
場

合
は
、
契
約
の
全
部
の
取
消
が
認
め
ら
れ
う
（
６７
）

る
。
ス
イ
ス
で
も
、
意
思
の
欠
缺
が
契
約
の
一
部
の
み
に
関
わ
る
場
合
は
、
ス
債
二
〇

条
二
項
を
類
推
し
て
当
事
者
の
推
定
的
意
思
に
よ
り
そ
も
そ
も
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
で
な
け
れ
ば
そ
の

部
分
の
み
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
（
６８
）
る
。

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
錯
誤
（
取
消
原
因
）
が
特
定
の
契
約
条
項
に
の
み
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
取
消

の
効
果
が
及
ぶ
範
囲
は
そ
れ
ら
の
条
項
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
当
該
事
件
の
総
て
の
事
情
を
十
分
に
考

慮
す
れ
ば
、
契
約
の
残
余
部
分
を
維
持
す
る
の
が
合
理
的
で
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
一
六
条
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ

三
・
一
六
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
三
条
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：

二
一
三
条
）。
錯
誤
が
重
要
で
な
い
事
項
を
対
象
と
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
関
連
事
項
の
み
の
取
消
を
認
め
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項
の
み
の
取
消
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
。
複
数
の
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
き
入
札
申
込
書
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
項

目
の
一
つ
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
項
目
の
み
に
つ
い
て
入
札
価
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
双
方
当
事
者
に
と
っ
て
合
理
的
で
あ

る
よ
う
な
場
合
で
あ
（
６９
）
る
。
こ
れ
に
対
し
て
当
事
者
の
一
方
は
、
契
約
の
残
余
部
分
を
維
持
す
る
の
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
を
立
証
し

て
契
約
全
部
の
取
消
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
（
７０
）
る
。

（
ｂ
）

契
約
の
改
訂

錯誤立法の基礎
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ド
イ
ツ
で
は
性
質
錯
誤
や
計
算
基
礎
錯
誤
の
場
合
は
、
信
義
則
に
基
づ
き
行
為
基
礎
の
欠
落
の
事
例
と
し
て
錯
誤
取
消
で
は
な
く
、

契
約
の
解
除
や
契
約
内
容
の
改
訂
と
い
う
法
律
効
果
を
認
め
る
判
例
が
登
場
し
、
二
〇
〇
一
年
の
民
法
改
正
で
「
契
約
の
基
礎
と

な
っ
た
本
質
的
な
観
念
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
事
情
の
変
更
と
同
視
し
う
る
」
と
い
う
規
定
（
ド
民
三

一
三
条
二
項
）
と
し
て
結
実
し
た
。
同
条
は
、
契
約
の
適
合
が
不
可
能
ま
た
は
一
当
事
者
に
と
っ
て
期
待
し
え
な
い
と
き
は
、
表
意

者
が
契
約
を
解
除
し
う
る
と
し
て
い
る
（
ド
民
三
一
三
条
三
項
）。
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
は
、
錯
誤
が
付
随
事
情
に
関
わ
る
場

合
は
、
原
則
と
し
て
契
約
は
有
効
で
あ
り
、
錯
誤
者
に
相
手
方
か
ら
相
当
な
補
償
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
規
定
が
あ
る
（
八

七
二
条
）。
こ
の
場
合
も
相
手
方
が
錯
誤
を
惹
起
し
ま
た
は
少
な
く
と
も
錯
誤
を
明
ら
か
に
知
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ

（
７１
）
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
契
約
が
基
本
的
な
錯
誤
に
基
づ
き
エ
ク
イ
テ
ィ
上
取
り
消
さ
れ
う
る
場
合
は
、
裁
判
所
が
取
消
を
求
め
る
当

事
者
に
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
裁
判
例
が
あ
（
７２
）
る
。

他
方
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
債
務
法
で
は
、
相
手
方
が
錯
誤
者
が
理
解
し
た
内
容
で
契
約
の
効
力
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
に
同
意
し

て
い
る
と
表
示
し
て
い
る
場
合
は
、
錯
誤
者
が
そ
の
限
度
で
契
約
の
効
力
を
生
ぜ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
（
契
約
全
部
の
取
消
は
で
き

な
い
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
（
ス
債
二
五
条
二
項
）。
本
条
項
は
表
示
錯
誤
に
適
用
さ
れ
る
。
基
礎
錯
誤
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は

議
論
が
あ
（
７３
）
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
錯
誤
の
場
合
に
衡
平
法
裁
判
所
が
契
約
の
取
消
と
並
ん
で
契
約
内
容
の
改
訂
を
認
め
る
場
合
が
あ

り
、
今
日
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
（
７４
）
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
も
こ
の
ル
ー
ル
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
錯
誤
者
が
取
消
権
を
取
得
し
た
場
合
で
も
、
相
手
方
が
取
消
権
者
の
理
解
し
て
い
た
内
容
で
契
約
を

履
行
す
る
意
思
を
有
し
、
ま
た
は
そ
の
内
容
で
現
に
履
行
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
は
取
消
権
者
が
理
解
し
て
い
た
内
容
で
締
結
さ

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
相
手
方
は
、
取
消
権
者
が
理
解
し
て
い
た
契
約
内
容
に
つ
い
て
通
知
さ
れ
た
後
直
ち
に
、
か

つ
取
消
権
者
が
取
消
の
通
知
を
し
た
こ
と
を
信
頼
し
て
行
動
す
る
前
に
、
履
行
す
る
意
思
を
示
し
、
ま
た
は
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

《論 説》
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な
い
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
〇
五
条
（
一
）、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
一
三
条
（
一
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
〇
条
一
項
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�：

七
―
二
〇
三
条
（
一
））。
前
項
の
表
示
ま
た
は
履
行
が
な
さ
れ
た
後
は
、
錯
誤
者
の
取
消
権
は
失
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
さ
れ
た
取
消

の
通
知
は
効
力
を
有
し
な
い
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
〇
五
条
（
二
）、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
一
三
条
（
二
）（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
〇
条

二
項
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�：

七
―
二
〇
三
条
（
二
））。
内
装
業
者
が
必
要
な
作
業
量
を
過
少
に
考
え
て
い
た
場
合
、
注
文
者
が
こ
の
錯
誤

を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
は
、
業
者
は
契
約
を
取
り
消
し
う
る
が
、
注
文
者
が
当
初
の
契
約
報
酬
を
支
払
い
、
超
過
作
業
を
免
除

す
る
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
業
者
は
契
約
を
取
り
消
し
え
な
（
７５
）

い
。
相
手
方
は
、
錯
誤
当
事
者
が
ど
の
よ
う
に
契
約
内
容
を
理
解

し
て
い
た
か
を
知
っ
た
後
、
直
ち
に
改
定
さ
れ
た
内
容
で
契
約
を
履
行
す
る
意
思
を
表
示
す
る
か
、
改
訂
さ
れ
た
内
容
で
契
約
を
現

実
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
７６
）
い
。
な
お
契
約
内
容
の
改
訂
は
、
契
約
の
改
訂
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
な
い
損
害
を
被
っ
た
錯
誤
者
が

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四：

一
一
七
条
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
一
八
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
六
条
）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
七：

二
一
四
条
に

基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
（
７７
）
い
。

（
３
）

錯
誤
者
の
賠
償
義
務

（
イ
）

比
較
法

フ
ラ
ン
ス
で
は
つ
と
に
、
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
（
フ
民
一
三
八
二
条
）
の
要
件
を

満
た
す
限
り
に
お
い
て
、
相
手
方
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
許
容
さ
れ
る
が
、
相
手
方
が
、
錯
誤
者
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
（
７８
）
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
例
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
件
し
か
な
（
７９
）
く
、
錯
誤
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
は
実
際
上
錯
誤
者
の
錯
誤
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
処

理
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
（
８０
）
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
民
法
は
、
不
法
行
為
責
任
と
は
別
に
錯
誤
者
に
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
課
し
て
い
る
（
一
一

九
条
、
一
二
二
条
）。
ド
イ
ツ
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
が
過
失
な
い
し
重
過
失
あ
る
錯
誤
者
に
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠

償
義
務
を
認
め
て
お
（
８１
）
り
、
後
期
普
通
法
で
は
議
論
が
あ
っ
（
８２
）
た
。
部
分
草
案
（
一
八
七
九
―
一
八
八
二
年
）
で
は
、
相
手
方
が
錯
誤
を

知
ら
な
か
っ
た
か
、
知
る
必
要
が
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
錯
誤
者
に
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
（
総
則
一
〇
（
８３
）

〇
条
）、
第
一
草
案
で
は
、

表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
意
思
表
示
を
有
効
と
し
た
上
で
（
九
九
条
一
項
）、
表
意
者
に
単
純
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合

は
、
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
が
、
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
で
な
い
限
り
、
表
意
者
に
賠
償

義
務
を
負
わ
せ
た
（
九
九
条
二
項
、
三
項
）。
第
二
草
案
で
は
、
重
過
失
と
単
純
過
失
の
区
別
を
廃
し
、
錯
誤
の
効
果
を
取
消
権
の
付

与
と
し
た
う
え
で
、
相
手
方
が
取
消
可
能
性
の
原
因
を
知
り
ま
た
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
で
な
い
限
り
、
表
示
を
信
頼
し

て
被
っ
た
相
手
方
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
と
し
た
（
九
七
条
）。
錯
誤
者
の
過
失
は
賠
償
義
務
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な

（
８４
）
い
。
ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
は
、
錯
誤
取
消
に
よ
り
生
じ
た
相
手
方
の
損
害
に
つ
き
信
頼
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
。
相
手
方
が
契
約

の
有
効
性
を
信
頼
し
て
有
利
な
申
込
み
を
断
っ
た
場
合
に
、
賠
償
の
範
囲
が
得
べ
か
り
し
利
益
に
及
ぶ
か
ど
う
か
は
議
論
が
あ
る
。

信
頼
利
益
が
履
行
利
益
を
上
回
る
場
合
は
、
賠
償
の
範
囲
は
履
行
利
益
に
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
は
無
過
失
責

任
で
あ
り
、
ま
た
相
手
方
が
錯
誤
を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
は
、
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
は
、
信
頼
責

任
、
外
観
責
任
、
危
険
責
任
の
原
理
、
原
因
主
義
に
求
め
ら
れ
て
い
（
８５
）
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
は
、
過
失
あ
る
錯
誤
者
に
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
が
、
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
表
意
者
は
賠
償
義
務
を
免
れ
る
と
し
て
い
る
（
ス
債
二
六
条
二
項
）。
ま
た
ス
イ
ス
で
は
公
平
に
応

ず
る
限
り
、
裁
判
官
が
履
行
利
益
を
含
む
よ
り
広
い
範
囲
の
損
害
の
賠
償
を
命
じ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
（
ス
債
二
六
条
（
８６
）

二
項
）。
こ
れ

に
対
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
錯
誤
者
が
�
相
手
方
が
錯
誤
を
惹
起
し
、
�
錯
誤
を
相
手
方
が

《論 説》
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知
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
は
�
相
手
方
が
い
ま
だ
錯
誤
者
の
表
示
を
信
頼
し
て
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
た
め
、
錯
誤
者
の
損
害
賠
償
義
務
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
錯
誤
は
契
約
の
成
立
と
い
う
よ
り
も
原
状
回
復
法
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
が
支
配

的
で
あ
り
、
判
例
の
中
に
は
、
錯
誤
取
消
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
錯
誤
者
の
信
頼
利
益
の
賠
償
を
命
じ
る
も
の
も
あ
る
。
一
九
八

一
年
ア
メ
リ
カ
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
契
約
が
錯
誤
を
根
拠
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
契
約
当
事
者
に
原
状
回
復

義
務
を
課
し
、
か
つ
信
頼
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
（
一
五
（
８７
）

八
条
）。

（
ロ
）

日
本
法

日
本
で
も
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
立
場
を
支
持
し
、
錯
誤
者
を
不
都
合
な
法
律
行
為
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
広
く
認
め
る
一
方
で
、

信
頼
を
裏
切
ら
れ
た
相
手
方
に
金
銭
に
よ
る
賠
償
を
認
め
る
と
い
う
構
成
の
柔
軟
さ
を
強
調
す
る
者
も
み
ら
れ
る
（
８８
）
が
、
わ
が
国
で
は
、

錯
誤
者
は
相
手
方
に
対
し
て
当
然
に
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
相
手
方
の
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か

は
錯
誤
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
不
法
行
為
（
民
七
〇
九
条
）
ま
た
は
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
法
理
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

と
す
る
の
が
一
般
で
あ
（
８９
）
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
過
失
あ
る
錯
誤
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
課
し
た
判
例
は
み
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
（
９０
）
る
。

学
説
上
も
錯
誤
者
の
意
思
表
示
に
は
権
利
侵
害
と
い
う
違
法
の
事
実
が
な
い
か
ら
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
は
生

じ
な
い
と
指
摘
す
る
も
の
も
み
ら
れ
（
９１
）
る
。
新
提
案
は
、
現
行
民
法
通
り
、
錯
誤
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
せ
ず
、

損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
一
般
規
定
に
委
ね
る
﹇
一
・
五
・
（
９２
）
Ｂ
﹈。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
損
害
賠
償
を
認
め
る
旨
の
規
定
が
な
い

と
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
誤
解
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
注
意
的
に
規
定
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
も
あ

（
９３
）
る
。
な
お
、
改
正
試
案
（
国
民
・
法
曹
・
学
界
有
志
案
）
五
五
条
三
項
は
損
害
賠
償
責
任
を
規
定
す
る
。

林
教
授
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
一
条
か
ら
得
た
発
想
（
無
効
主
張
の
責
め
に
帰
す
べ
き
遅
滞
は
信
義
則
に
反
す
る
）
を
援
用
し
て
、
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錯
誤
者
は
そ
の
錯
誤
に
気
づ
い
た
場
合
、
信
義
則
上
遅
滞
な
く
無
効
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
い
、
そ
の
義
務
に
違

反
し
た
こ
と
に
よ
り
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
と
い
う
立
場
を
提
唱
さ
れ
（
９４
）
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
錯
誤
主
張
期
間
を
制
限
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
の
が
本
則
で
あ
り
（
新
提
案
で
は
三
年
間
﹇
一
・
五
・
五
九
﹈、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
相
手
方
が
契
約
を
信
頼
し
た
行

動
を
す
る
ま
で
（
三
・
五
条
（
一
）
ｂ
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
二
条
一
項
ｂ
）））、
ま
た
契
約
締
結
後
も
含
め
る
と
、
相
手
方
が

錯
誤
者
の
錯
誤
を
知
り
う
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
上
は
錯
誤
者
の
不
法
行
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
は
少
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）

錯
誤
者
の
賠
償
請
求
権

相
手
方
の
詐
欺
的
態
様
ま
た
は
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
っ
て
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
り
、
損
害
を
被
っ
た
場
合
は
、
逆
に
、
錯
誤

者
の
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
給
付
が
問
題
と
な
り
う
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
相
手
方
の
詐
術
や
過
失
に
よ
っ
て
表
意
者
が
錯
誤
に

陥
っ
た
場
合
に
表
意
者
が
錯
誤
無
効
の
主
張
だ
け
で
な
く
、
そ
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
も
請
求
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
フ
民

一
三
八
（
９５
）

二
条
）。
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
判
例
は
、
相
手
方
が
契
約
の
重
要
な
要
素
に
つ
き
知
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
相
手
方
の

過
失
と
評
価
さ
れ
る
場
合
は
、
錯
誤
者
が
相
手
方
に
対
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
を
認
め
て

い
（
９６
）
る
。
ド
イ
ツ
で
も
相
手
方
が
表
意
者
に
誤
っ
た
情
報
を
提
供
し
た
り
、
表
意
者
の
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
表
意
者
に
伝
え
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
詐
欺
や
過
大
な
つ
け
込
み
に
よ
り
不
法
行
為
（
ド
民
八
二
六
条
）
ま
た
は
契
約

締
結
上
の
過
失
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
が
認
め
ら
れ
て
い
（
９７
）
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤

を
惹
起
し
た
場
合
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
よ
り
表
意
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
（
９８
）
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
不
実
表
示
に
あ
た
る
場
合
を
除
い
て
、
相
手
方
が
錯
誤
を
認
識
し
ま
た
は
認
識
し
え
た
な
い
し
相
手
方
が
錯
誤
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を
惹
起
し
た
場
合
で
も
、
錯
誤
者
に
対
し
て
賠
償
義
務
を
負
う
と
い
う
準
則
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
土
地
売
買
で
そ
の

一
部
に
地
役
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
通
路
移
転
の
た
め
に
費
用
が
か
か
っ
た
事
例
で
、
そ
の
費
用
の
賠
償
を
認
め
た
裁
判
例

が
出
て
い
（
９９
）
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
錯
誤
取
消
の
場
合
、
裁
判
所
が
公
平
の
観
点
か
ら
両
当
事
者
の
信
頼
利
益
の
保
護
を
含
む
救
済
を
与

え
う
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
錯
誤
者
の
相
手
方
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
契
約
法
第

二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
五
八
条
二
項
（
一
九
八
（
１００
）

一
年
））。

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
契
約
が
取
り
消
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
消
原
因
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
当
事

者
は
、
相
手
方
当
事
者
が
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
な
る
よ
う
に
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
（
三
・
一
八
条
（
二
〇
一
〇
年
版
で
は
三
・
二
・
一
六
条
）。
同
旨：

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
�
―
二
一
四
条
一
項
）。
Ａ
が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
Ｂ
に

売
っ
た
が
、
そ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
Ｂ
の
目
的
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
Ｂ
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
は
ず
が

な
か
っ
た
と
き
は
、
Ｂ
が
契
約
を
取
り
消
す
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
え
る
よ
う
に
従
業
員
を
訓
練
す

る
の
に
Ｂ
が
使
っ
た
費
用
（
信
頼
利
益
）
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
Ｂ
の
目
的
に
使
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ

る
損
害
（
履
行
利
益
）
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
（
１０１
）
い
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
も
同
様
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
（
四：

一
一
七
条
）、
実

際
に
取
消
を
し
た
場
合
と
取
消
権
は
あ
る
が
そ
れ
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
と
を
区
別
し
、
前
者
の
場
合
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
同
様
、

契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
な
る
よ
う
な
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
が
（
四：

一
一
七
条
一
項
）、
後
者
は
、
錯
誤
に

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
に
限
定
し
て
い
る
（
同
条
二
項
）。

契
約
を
取
り
消
し
た
場
合
、
錯
誤
者
に
は
原
状
回
復
的
損
害
の
賠
償
で
は
十
分
で
は
な
く
、
違
法
行
為
が
さ
れ
な
け
れ
ば
生
じ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
総
て
の
損
害
に
つ
き
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
条
に
よ
り
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
損
害
は
、

履
行
利
益
は
含
ま
ず
、
違
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
お
よ
び
信
頼
損
害
で
あ
る
。
信
頼
損
害
に
は
、
当
事
者
が
契
約
を
信
頼
し
た
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た
め
に
逸
し
た
機
会
に
対
す
る
賠
償
も
含
ま
れ
（
１０２
）
る
。
取
消
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
、
行
使
期
間
を
徒
過
し
た
た
め

に
こ
れ
を
行
使
し
な
い
当
事
者
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
が
、
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
と
同
様
の
状
態
に
置
く
た
め
に
必
要

な
損
害
の
賠
償
で
は
な
（
１０３
）
い
。
共
通
錯
誤
の
場
合
は
、
一
当
事
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
し
か
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。
錯
誤
者

に
も
損
害
へ
の
寄
与
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
損
害
額
の
軽
減
（
九：

五
〇
五
条
）
が
認
め
ら
れ
る
。
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
改
訂
の
場

合
は
（
四：

一
〇
五
条
）、
錯
誤
者
が
契
約
改
訂
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
な
い
損
害
を
被
っ
た
場
合
は
、
本
条
に
よ
る
損
害
賠
償
が
認
め

ら
れ
う
（
１０４
）
る
。

わ
が
国
で
も
錯
誤
が
相
手
方
の
詐
欺
的
容
態
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
場
合
は
、
相
手
方
に
対
す
る
錯
誤
者
の
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら

れ
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
１０５
）
る
。

〈
注
〉

（
１
）

M
alaurie

&
A
yne`s,D

roit
civil,L

es
obligations,9

eéd.,n
os.540

et
s.

椿
寿
夫
編
・
法
律
行
為
無
効
の
研
究
八
二
〇
〇
一
年
）
一
二
八
―

一
二
九
頁
﹇
鎌
田
薫
﹈。

（
２
）

G
hestin,T

raté
de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

eéd.,p.456.

椿
編
・
前
掲
書
一
四
三
―
一
四
四
頁
﹇
鎌
田
﹈、
山
岡
・
前
掲
論

文
神
戸
法
学
雑
誌
五
一
巻
三
号
七
四
頁
。

（
３
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d,p.385

―402.

木
下
毅
「
英
米
契
約
法
に
お
け
る
意
思
表
示

の
不
一
致
」
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
一
号
（
一
九
七
二
年
）
九
九
―
一
〇
〇
頁
注
４
。

（
４
）

富
井
政
章
・
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
三
七
二
頁
。

（
５
）

広
中
俊
雄
編
著
・
第
九
回
帝
国
議
会
の
民
法
審
議
（
一
九
八
六
年
）
一
二
三
頁
﹇
富
井
政
章
﹈。
現
在
で
も
な
お
、
高
森
八
四
郎
・
法
律
行
為
論

の
研
究
二
三
六
頁
（
錯
誤
者
以
外
の
者
が
表
意
者
の
重
過
失
を
立
証
し
た
場
合
と
表
意
者
が
法
律
行
為
の
効
果
を
甘
受
す
る
意
思
を
表
示
し
て
い
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７４



る
場
合
を
除
く
）、
熊
谷
芝
青
「
錯
誤
無
効
主
張
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
駒
沢
法
曹
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
八
頁
。

（
６
）

川
井
健
・
無
効
の
研
究
一
五
二
頁
、
椿
編
・
前
掲
書
三
二
頁
﹇
椿
寿
夫
﹈、
近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
二
二
頁
。
反
対：

熊
谷
芝
青
・
前

掲
論
文
駒
沢
法
曹
五
号
二
五
頁
。

（
７
）

高
森
八
四
郎
・
法
律
行
為
論
の
研
究
一
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
８
）

大
判
昭
和
一
四
・
八
・
五
民
集
一
八
巻
七
九
二
頁
（
家
督
相
続
を
し
た
と
誤
信
し
て
財
産
を
処
分
し
た
事
例
）、
最
判
昭
和
四
〇
・
六
・
四
民
集

一
九
巻
四
号
九
二
四
頁
（
国
が
特
別
縁
故
者
と
誤
信
し
た
土
地
の
利
用
権
者
に
そ
の
土
地
を
払
い
下
げ
た
事
例
）。
但
し
、
積
極
説
に
立
つ
判
例
も

見
ら
れ
た
（
最
判
昭
和
三
二
・
一
一
・
二
六
判
タ
七
八
号
五
〇
頁
）。

（
９
）

最
判
昭
和
四
〇
・
九
・
一
〇
民
集
一
九
巻
六
号
一
五
一
二
頁
（
不
動
産
の
同
一
性
の
錯
誤
）、
最
判
昭
和
四
五
・
三
・
二
六
民
集
二
四
巻
三
号
一

五
一
頁
（
第
三
者
が
表
意
者
に
対
す
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
無
効
の
主
張
を
す
る
こ
と
を
認
め
た
事
例
）。

（
１０
）

谷
田
貝
三
郎
「
最
判
昭
和
四
〇
・
六
・
四
の
批
評
」
民
商
五
四
巻
一
号
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
、
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
三
〇
三
頁
、
川
島
・
民

法
総
則
二
九
六
頁
、
幾
代
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
七
六
頁
、
川
井
・
無
効
の
研
究
一
四
八
―
一
四
九
頁
（
表
意
者
自
身
錯
誤
無
効
を
主
張
す

る
意
思
が
な
い
場
合
は
相
手
方
、
第
三
者
の
無
効
主
張
が
封
じ
ら
れ
る
）。

（
１１
）

川
島
武
宜
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
四
年
度
二
〇
六
頁
、
平
野
裕
之
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
九
五
頁
。

（
１２
）

近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
一
八
頁
、
内
田
・
民
法
�
﹇
第
四
版
﹈
七
五
頁
、
椿
編
・
前
掲
書
二
四
一
頁
﹇
椿
久
美
子
﹈、
平
野
・
民
法
総

則
﹇
第
三
版
﹈
二
九
五
頁
以
下
。

（
１３
）

椿
編
・
前
掲
書
・
四
〇
頁
以
下
﹇
椿
寿
夫
﹈。

（
１４
）

最
判
平
成
二
一
・
七
・
一
七
判
時
二
〇
五
六
号
六
一
頁
（
購
入
し
た
自
動
車
が
複
数
車
台
番
号
に
な
っ
て
い
て
容
易
に
売
主
名
義
に
移
転
で
き

な
い
場
合
に
、
売
主
か
ら
の
同
時
履
行
の
抗
弁
の
主
張
を
否
定
し
た
。
但
し
、
二
名
の
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
（
本
件
で
は
買
主
を
通
り
越

し
て
信
販
会
社
に
中
間
省
略
登
録
さ
れ
て
い
る
））。

（
１５
）

Shogun
F
inance

L
td.v.H

udson

﹇2003

﹈U
K
H
L
62,

﹇2004

﹈1
A
.C
.919

（
自
動
車
を
買
取
選
択
権
付
き
賃
貸
借
の
方
法
で
買
い
に
来
た

男
が
名
義
人
と
は
別
人
で
あ
っ
た
事
例
）；

J.C
artw

right,loc.cit.,pp.585,592,624

以
下
、677

以
下
。

（
１６
）

C
undy

v.L
indsay

（1878

）3
A
pp.C

as.459

（
売
主
が
、
買
主
がB

lenkarn
で
あ
る
の
に
、
買
主
が
紛
ら
わ
し
く
書
い
た
た
めB

lenkiron

と

錯誤立法の基礎
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思
っ
た
事
例
）;Shogun

F
inance

L
td.v.H

udson

﹇2003

﹈U
K
H
L
62

（
本
件
に
つ
い
て
は
、
旗
新
大
実
・
前
掲
書
二
二
九
―
二
三
〇
頁
参
照
）。

（
１７
）

K
ing's

N
orton

M
etal
C
o.L
td.v.E

drige,M
erret

&
C
o.L
td.

（1897

）14
T
.L
.R
.98.

（
１８
）

望
月
・
英
米
法
﹇
改
訂
版
﹈（
昭
和
六
〇
年
）
三
五
九
頁
。

（
１９
）

大
判
大
正
一
一
・
三
・
二
二
民
集
一
巻
一
一
五
頁
。

（
２０
）

川
井
・
新
版
注
民
（
３
）
四
六
四
―
四
六
五
頁
、
椿
編
・
前
掲
書
七
三
九
頁
﹇
林
幸
司
﹈
な
ど
。

（
２１
）

我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
三
〇
三
頁
以
下
、
幾
代
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
七
七
頁
、
椿
編
・
前
掲
書
二
四
九
頁
﹇
椿
久
美
子
﹈、
近
江
・
民
法

総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
二
三
頁
、
内
田
・
民
法
�
﹇
第
四
版
﹈
八
六
頁
な
ど
。

（
２２
）

最
判
昭
和
二
九
・
三
・
九
判
タ
四
〇
号
一
五
頁
。

（
２３
）

裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
高
判
昭
和
四
五
・
一
・
三
〇
下
民
集
二
一
巻
一
・
二
号
一
三
一
頁
（
不
動
産
売
買
）。

（
２４
）

幾
代
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
八
四
頁
注
１
。
須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
六
〇
頁
を
も
参
照
。

（
２５
）

幾
代
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
七
七
頁
注
１
、
四
宮
・
能
見
・
民
法
総
則
﹇
第
八
版
﹈
二
二
八
頁
、
内
田
・
民
法
�
﹇
第
四
版
﹈
八
六
頁
な

ど
。

（
２６
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
二
九
頁
、
同
編
・
詳
解
�
一
一
六
―
一
一
七
頁
。
但
し
、
取
消
権
に
は
行
使
期
間
の
制
限

が
あ
る
た
め
、
表
意
者
の
保
護
が
十
分
で
な
く
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
大
阪
弁
護
士
会
編
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
と
実
務
〈
上
〉

七
三
四
頁
）。

（
２７
）

滝
沢
昌
彦
「
錯
誤
規
定
の
あ
り
方
」
円
谷
編
著
・
前
掲
書
二
七
―
二
八
頁
、
鹿
野
・
前
掲
論
文
池
田
編
・
前
掲
書
二
五
二
―
二
五
四
頁
。

（
２８
）

D
ittrich／T

ades,A
G
B
G
.,23.A

ufl.,S.392.

（
２９
）

柳
本
祐
加
子
「
契
約
の
判
断
枠
組
み
の
構
造
に
つ
い
て
―
錯
誤
と
の
関
係
に
お
い
て
」
北
陸
法
学
四
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
八
頁
以
下
。

（
３０
）

但
し
、
最
長
期
間
は
約
二
週
間
だ
と
す
る
裁
判
例
も
あ
る
（O

L
G
O
rdenburg,N

JW
2004,S.168

）。

（
３１
）

河
上
・
ハ
ー
ダ
ー
編
・
前
掲
書
六
〇
―
六
一
頁
﹇
ハ
ー
ダ
ー
（
山
本
敬
三
訳
）﹈、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
﹇
円
谷
訳
﹈・
ド
イ
ツ
民
法
総
論

二
四
一
―
二
四
二
頁
。

（
３２
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.251

―252
[I.Scw

enzer].

《論 説》
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（
３３
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.
Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.240
[I.Schw

enzer].
（
３４
）

オ
民
一
四
八
七
条
第
五
文
「
…
…
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
が
詐
欺
の
責
任
を
負
う
場
合
を
除
い
て
、
契
約
に
際
し
て
遭
遇
し
た
畏
怖
ま
た
は

錯
誤
に
よ
る
請
求
権
は
、
三
年
内
に
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間
の
徒
過
後
そ
れ
は
時
効
に
か
か
る
。」

（
３５
）

R
um
m
el,K

om
m
.z.A

G
B
G
.,B
d.1,2.A

ufl.,S.1100
[R
um
m
el].

（
３６
）

C
hitty／G

uest,
O
n
C
ontracts,

V
ol.
1,
27ed.,

para.
6

―079.

古
谷
英
恵
「
契
約
自
由
の
原
則
と
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
」
新
見
育
文
先
生
還
暦

記
念
現
代
民
事
法
の
課
題
（
二
〇
〇
九
年
）
五
八
頁
。

（
３７
）

U
nidroit,loc.cit.,p.83

（
曽
野
和
明
他
訳
・
前
掲
書
八
五
頁
）。

（
３８
）

小
林
・
錯
誤
法
の
研
究
三
八
、
一
九
九
頁
、
近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
二
三
頁
、
河
上
・
民
法
総
則
講
義
（
二
〇
〇
七
年
）
三
六
一
頁
、

中
舎
寛
樹
・
民
法
総
則
（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
〇
頁
な
ど
。

（
３９
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
七
六
頁
。

（
４０
）

M
alaurie

&
A
yne`s,D

roit
civil,L

es
obligations,9

eéd.,n
os.579

―592;G
hestin,T

raité
de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

e

éd.,n
o.
491

（
錯
誤
の
場
合
コ
ー
ズ
（
原
因
）
の
欠
缺
ま
た
は
誤
っ
た
コ
ー
ズ
に
よ
り
フ
民
一
一
三
一
条
（
コ
ー
ズ
が
な
い
ま
た
は
誤
っ
た
コ
ー
ズ

に
基
づ
く
債
務
は
い
か
な
る
効
力
も
生
じ
な
い
）
が
適
用
さ
れ
る
）。

（
４１
）

R
um
m
el,K

om
m
.z.A

B
G
B
.,B
d.1,2.A

ufl.,S.1098

―1099
[R
um
m
el].

（
４２
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.240
[I.Schw

enzer].

（
４３
）

通
説
。M

edicus,A
llg.T

eil
des
B
G
B
.,7.
A
ufl.,
1997,

S.
96;
F
lum
e,
A
llg.
T
eil
des
B
ürgerlichenr.,

B
d.
2,
4.
A
ufl.,
1992,

S.
489;

B
G
H
.
N
JW
1988,

S.
2597.

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
﹇
円
谷
訳
﹈・
前
掲
書
二
四
三
―
二
四
四
頁
。D

.
L
eipold,

B
G
B
I,
6.
A
ufl.,
S.
269

―

270.

（
４４
）

Stadtler,G
eltungsfreiheit

und
V
erkehrsschutz

durch
A
bstraktion,1996,S.177f.;G

rigoleit,A
cP
199

（1999

）,S.403.

（
４５
）

D
.L
eipold,B

G
B
I,6.A

ufl.,S.270.

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
﹇
円
谷
訳
﹈・
前
掲
書
二
四
四
頁
。

（
４６
）

C
undy

v
L
insay

（1878

）3
A
pp.C

as.459,H
L
;Ingram

v.L
ittle

﹇1961
﹈1

Q
.B
.31

（C
.A
.

）.

（
４７
）

C
ar
&
U
niversal

F
inance

C
o.L
td.v.C

aldw
ell

﹇1965

﹈1
Q
.B
.525

（C
.A
.

）.
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（
４８
）

C
artw

right,loc.cit.,pp.656

（
改
訂
に
つ
き
）,678

以
下
。

（
４９
）

U
nidroit.loc.cit.p.86

―87

（
曽
野
和
明
ほ
か
訳
・
前
掲
書
八
八
頁
）。

（
５０
）

大
判
大
正
五
・
二
・
三
民
録
二
二
輯
三
五
頁
。

（
５１
）

大
判
昭
和
六
・
六
・
二
七
新
聞
三
三
〇
二
号
一
六
頁
。

（
５２
）

大
判
明
治
四
五
・
二
・
二
三
民
録
一
八
輯
五
四
頁
。

（
５３
）

高
森
・
法
律
行
為
論
の
研
究
四
一
四
―
四
一
五
頁
。

（
５４
）

岡
村
玄
治
・
債
権
法
各
論
六
〇
一
頁
。

（
５５
）

鳩
山
・
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
下
巻
）（
大
正
一
三
年
）
八
〇
二
頁
。

（
５６
）

我
妻
栄
・
民
法
研
究
�
一
六
七
頁
。

（
５７
）

伊
藤
高
義
・
物
権
的
返
還
請
求
権
論
序
説
一
四
頁
以
下
。

（
５８
）

鈴
木
禄
弥
「
法
律
行
為
の
無
効
と
給
付
物
の
取
戻
し
」
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
九
巻
三
・
四
号
三
七
九
頁
。

（
５９
）

鈴
木
禄
弥
・
債
権
法
講
義
三
訂
版
（
一
九
九
五
年
）
七
〇
八
頁
。

（
６０
）

川
村
泰
啓
「
契
約
の
無
効
・
取
消
と
不
当
利
得
」
契
約
法
大
系
�
一
五
四
頁
以
下
、
同
・
商
品
交
換
法
の
大
系
�
﹇
増
補
版
﹈（
一
九
七
二
年
）

二
七
〇
頁
以
下
（
但
し
、
川
村
教
授
は
。
無
効
・
取
消
の
場
合
は
間
接
効
果
説
の
立
場
を
と
ら
な
い
で
、
取
消
と
と
も
に
直
ち
に
所
有
権
が
取
り

消
し
た
者
に
復
帰
す
る
と
い
う
立
場
を
と
ら
れ
る
）
な
ど
。

（
６１
）

奥
田
昌
道
「
契
約
が
取
り
消
さ
れ
た
り
無
効
の
場
合
の
返
還
請
求
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
第
二
期
七
号
（
一
九
七
五
年
）
四
一
頁
な
ど
。

（
６２
）

好
美
清
光
「
不
当
利
得
法
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
」
判
タ
三
八
六
号
（
一
九
七
九
年
）
一
八
頁
、
高
森
・
法
律
行
為
論
の
研
究
四
五
六
頁
以

下
。

（
６３
）

平
野
・
民
法
総
則
﹇
第
三
版
﹈
二
五
八
頁
な
ど
。

（
６４
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
二
九
頁
、
同
編
・
詳
解
�
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

（
６５
）

滝
沢
昌
彦
・
前
掲
論
文
円
谷
編
著
・
前
掲
書
三
〇
―
三
一
頁
、
鹿
野
・
前
掲
論
文
池
田
他
編
・
前
掲
書
二
五
六
頁
、
大
阪
弁
護
士
会
編
・
民
法

（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
と
実
務
〈
上
〉
七
三
八
頁
。

《論 説》
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（
６６
）

わ
が
国
で
も
、
錯
誤
に
よ
る
法
律
行
為
の
一
部
無
効
を
認
め
う
る
と
す
る
も
の
に
、
鈴
木
禄
弥
「
前
掲
最
判
昭
和
四
七
・
一
二
・
一
九
の
批

評
」
判
タ
二
九
一
号
七
四
頁
が
あ
る
。

（
６７
）

M
alaurie

&
A
yne`s,D

roit
civil,L

es
obligations,9

eéd.,n
os.580

―584.

（
６８
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.241
[I.Schw

enzer].

（
６９
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.279

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
六
八
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

（
７０
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.280

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
六
八
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

（
７１
）

D
ittrich／T

ades,A
B
G
B
.,23.A

ufl.,S.393.

（
７２
）

Solle
v.B
utcher

﹇1950

﹈1
K
.B
.671

（C
.A
.

）.

（
７３
）

C
artw

right,loc.cit.,pp.624

―627,648

以
下
。

（
７４
）

H
onnsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.252

―253
[I.Schw

enzer].

ド
イ

ツ
で
も
今
日
で
は
通
説
が
主
に
表
示
錯
誤
の
場
合
に
つ
き
こ
の
よ
う
な
解
決
を
支
持
し
て
い
る
（V

gl.
K
ropholler,

Studienkom
m
.
z.
B
G
B
.,

11.A
ufl.,S.47

―48

）。

（
７５
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.246
―247
（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
二
五
―
二
二
六
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）;von

B
ar

／C
live,loc.cit.,p.484.

（
７６
）

U
nidroit,loc.cit.,p.82

（
曽
野
他
訳
・
前
掲
書
八
四
頁
）。

（
７７
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.247

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
二
七
頁
）;U

nidroit,loc.cit.,p.83

（
曽
野
他
訳

・
前
掲
書
八
四
頁
）;von

B
ar／C

live,loc.cit.,p.485.

（
７８
）

G
hestin,T

raité
de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

eé d.,n
o.522.

山
岡
・
前
掲
論
文
神
戸
法
学
雑
誌
五
一
巻
三
号
七
一
頁
。

（
７９
）

C
ass.civ.,28

février
1912,G

az.P
al.,1912,1,353.

（
８０
）

G
hestin,T

raité
de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

eéd.,n
o.522.

（
８１
）

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
も
ま
た
、
表
意
者
が
錯
誤
し
た
こ
と
に
つ
き
過
失
な
い
し
重
過
失
が
あ
り
、
か
つ
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
知

ら
な
い
場
合
に
は
、
表
意
者
に
は
損
害
賠
償
義
務
が
あ
る
が
（
第
一
部
第
四
章
七
九
条
）、
両
者
の
側
か
ら
回
避
可
能
な
錯
誤
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

錯誤立法の基礎
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と
も
に
賠
償
す
る
義
務
は
な
い
（
第
一
部
第
四
章
八
〇
条
）
と
定
め
た
（
中
谷
「
双
方
錯
誤
の
歴
史
的
考
察
―
ド
イ
ツ
法
の
分
析
―
」
横
浜
国
際

経
済
法
学
一
七
巻
一
号
一
三
〇
頁
）。
す
で
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（G

rotius

）
が
過
失
あ
る
錯
誤
者
の
賠
償
義
務
を
認
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
中
谷

・
前
掲
論
文
横
浜
国
際
経
済
法
学
一
七
巻
二
号
一
五
五
頁
、
一
七
〇
頁
注
３６
参
照
）。

（
８２
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
過
失
あ
る
錯
誤
者
の
賠
償
義
務
を
認
め
な
か
っ
た
が
（Savigny,

System
des

heutigen
röm
.
R
echts,

B
d.
III,
S.
294

A
nm
.
d

（
詐
欺
の
場
合
は
別
））、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
認
め
た
（Jehring,

C
ulpa

in
contrahendo

oder
Schadensersatz

bei
nichti-

gen
oder

nicht
zur
P
erfektion

gelangten
V
erträgen,JJ.4

（1861

）,S.72f.

）。

（
８３
）

田
中
美
智
子
「
錯
誤
無
効
に
お
け
る
錯
誤
者
の
責
任
」
慶
応
大
学
法
学
政
治
学
論
究
四
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
九
〇
―
九
一
頁
、
中
谷
・
前
掲

論
文
横
浜
国
際
経
済
法
学
一
七
巻
三
号
二
四
九
頁
。

（
８４
）

田
中
・
前
掲
論
文
慶
応
大
学
法
学
政
治
学
論
究
四
六
号
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
８５
）

R
G
.U
rt.v.25.2.1913,R

G
Z
81,S.399

（
誘
引
責
任
）;B

G
H
.U
rt.v.14.3.1969,N

JW
1969,S.1380;D

.L
eipold,B

G
B
I,6.A

ufl.,

S.271;R
üthers／Stadler,

A
llg.
T
eil
des
B
G
B
.,
14.
A
ufl.,
S.
363.

須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
四
九
頁
、
田

中
・
前
掲
論
文
慶
大
法
学
政
治
学
論
究
四
六
号
八
九
―
九
〇
頁
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
﹇
円
谷
訳
﹈・
前
掲
書
二
四
五
―
二
四
六
頁
。

（
８６
）

H
onsell

u.a.

（H
rsg.

）,K
om
m
.z.Schw

eizerischen
P
rivatrecht,O

bligationenrecht
I,2.A

ufl.,S.255
[I.Schw

enzer].

須
田
・
前
掲

論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
七
七
頁
注
１
。

（
８７
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d,p.419

―422.

（
８８
）

中
松
・
前
掲
論
文
民
法
講
座
一
、
四
三
八
頁
。

（
８９
）

法
典
調
査
会
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
三
）（
昭
和
六
三
年
）
六
四
九
頁
、
幾
代
・
民
法
総
則
﹇
第
二
版
﹈
二
七

五
頁
、
石
田
喜
久
夫
編
・
民
法
総
則
一
六
三
頁
﹇
磯
村
保
﹈、
田
中
・
前
掲
論
文
慶
大
法
学
政
治
学
論
究
四
六
号
八
七
頁
、
四
宮
・
能
見
・
民
法
総

則
﹇
第
八
版
﹈
二
三
一
頁
、
近
江
・
民
法
総
則
﹇
第
六
版
﹈
二
一
七
頁
。

（
９０
）

中
松
・
前
掲
論
文
民
法
講
座
一
、
四
一
九
頁
。

（
９１
）

石
田
文
次
郎
・
財
産
法
に
お
け
る
動
的
理
論
（
一
九
四
三
年
）
三
六
七
頁
、
加
藤
雅
信
・
民
法
総
則
二
六
〇
―
二
六
一
頁
（
違
法
性
も
な
い
）。

（
９２
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
基
本
方
針
三
〇
頁
、
同
編
・
詳
解
�
一
二
四
頁
。
大
阪
弁
護
士
会
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
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と
実
務
〈
上
〉
七
三
五
―
七
三
九
六
頁
、
東
京
弁
護
士
会
法
友
全
期
会
債
権
法
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
編
・
債
権
法
改
正
を
考
え
る
三
三
頁

以
下
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。

（
９３
）

滝
沢
・
前
掲
論
文
円
谷
編
著
・
前
掲
書
三
五
頁
。

（
９４
）

椿
編
・
前
掲
書
七
四
一
頁
﹇
林
幸
司
﹈。

（
９５
）

C
ass.civ.29

novem
bre
1968,G

az.P
al.,1969,1,63;G

hestin,T
raité

de
droit

civil,la
form

ation
du
contrat,3

eéd.,n
os.519

―522.

野
村
・
前
掲
論
文
法
協
九
三
巻
三
号
三
一
五
頁
。

（
９６
）

後
藤
巻
則
・
消
費
者
契
約
の
法
理
論
（
二
〇
〇
二
年
）
六
三
―
六
四
頁
。

（
９７
）

B
G
H
.v.12.11.1986,B

G
H
Z
99,S.101

（
過
大
な
つ
け
込
み
）。

（
９８
）

R
um
m
el,K

om
m
.z.A

B
G
B
.,B
d.1,2.A

ufl.,S.1086
[R
um
m
el].

（
９９
）

Sindall

（W
illiam

）plc
v.C
am
bridgeshire

C
ounty

C
ouncil

﹇1994

﹈1
W
.L
.R
.1015

（C
.A
.

）（
売
主
は
地
役
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

表
示
し
た
）。

（
１００
）

A
m
erican

L
aw
Institute,R

estatem
ent
of
the
L
aw
Second,C

ontracts
2d.,p.419.

（
１０１
）

U
nidroit,loc.cit.,p.87

（
曽
野
他
訳
・
前
掲
書
八
九
頁
）。

（
１０２
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.281

―282
（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
六
九
―
二
七
一
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

（
１０３
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.282

―283

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
他
訳
﹈・
前
掲
書
二
七
一
―
二
七
二
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

（
１０４
）

L
ando／B

eale

（ed.

）,loc.cit.,p.283

（
ラ
ン
ド
ー
・
ビ
ー
ル
﹇
潮
見
ほ
か
訳
﹈・
前
掲
書
二
七
二
頁
﹇
馬
場
圭
太
﹈）。

（
１０５
）

星
野
英
一
・
民
法
論
集
三
巻
（
昭
和
六
一
年
）
二
三
二
頁
、
小
林
一
俊
・
錯
誤
・
原
始
不
能
と
不
履
行
法
二
四
―
二
五
頁
、
平
野
裕
之
「
い
わ

ゆ
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
」
法
律
論
叢
六
一
巻
六
号
（
平
成
元
年
）
七
九
―
八
〇
頁
。

錯誤立法の基礎
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４

結

び

二
〇
〇
九
年
の
日
本
の
民
法
改
正
提
案
に
定
め
ら
れ
た
錯
誤
規
定
は
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
民
法
―
日
本
民
法
の
錯
誤
規
定
に
依
拠

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
、
英
米
法
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
、
そ
し
て
わ
が
国
の
舟

橋
、
川
島
錯
誤
理
論
の
提
示
し
た
信
頼
主
義
的
な
錯
誤
理
論
は
採
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
ド
イ
ツ
や
わ
が
国
の
採
用
し
て
い

る
錯
誤
ル
ー
ル
（
主
観
主
義
的
錯
誤
論
）
と
こ
れ
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
、
英
米
法
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
等
の
採
用
す
る
錯
誤

ル
ー
ル
と
の
間
に
は
、
錯
誤
の
基
礎
的
な
理
解
に
つ
い
て
大
き
な
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
あ
り
な
が
ら
実
際
上
の
適
用
結
果
に
つ
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
星
野
教
授
の
比
較
法
学
会
で
の
発
（
１
）
言
や
須
田
教
授
の
日
本
の
裁
判
例
を
中
心
と

す
る
実
証
的
な
研
（
２
）
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
が
以
前
提
示
し
た
錯
誤
規
定
の
立
法
提
案
で
も
、
こ
の
よ

う
な
発
想
の
も
と
に
主
観
主
義
的
錯
誤
論
と
信
頼
主
義
的
錯
誤
論
と
を
折
衷
す
る
立
場
に
一
歩
踏
み
出
す
構
想
を
述
べ
（
３
）
た
。
こ
れ
は
、

法
律
行
為
の
動
機
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
表
示
と
表
意
者
の
錯
誤
に
関
す
る
相
手
方
の
認
識
ま
た
は
認
識
可
能
性
と
い
う
錯
誤
者
保

護
の
要
件
は
、
実
質
的
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
錯
誤
者
が
救
済
さ
れ
る
べ
き
場
合
を

列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
も
そ
も
表
意
者
が
相
手
方
に
法
律
行
為
の
動
機
を
表
示
し
た
だ
け
で
は
、
行
為
の
内
容
に

な
っ
て
も
い
な
い
単
な
る
動
機
に
つ
き
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
意
者
は
保
護
に
値
す
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
う
る
。
そ
の
点
で
は
、
民
法
改
正
検
討
委
員
会
案
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
り
、
表
意
者
が
保
護
に
価
す
る
錯
誤
は
、
一
般
的
に

は
法
律
行
為
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
法
律
行
為
の
不
可
欠
の
前
提
（
条
件
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
最
大

限
に
拡
げ
て
、
事
実
が
両
当
事
者
の
共
通
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
件
は
、
英
米
法
や
オ
ー
ス
ト
リ

《論 説》
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ア
法
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
基
本
的
錯
誤
、
本
質
的
錯
誤
と
呼
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
、
法
律
行
為
の
内
容
に
な
っ
た
か
ど

う
か
が
厳
密
に
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
も
性
質
錯
誤
や
計
算
基
礎
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
通
説
・
判
例
は
、

法
律
行
為
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
法
律
行
為
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
で
な
け
れ

ば
表
意
者
は
保
護
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
改
正
提
案
の
立
場
は
、
比
較
法
的
に
は
突
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

信
頼
主
義
的
錯
誤
論
の
最
大
の
弱
点
は
、
表
意
者
の
錯
誤
に
対
す
る
相
手
方
の
認
識
（
可
能
性
）
と
い
う
尺
度
が
曖
昧
な
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
れ
は
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
す
る
債
務
者
の
予
見
可
能
性
（
民
四
一
六
条
二
項
）
と
同
断
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は

平
井
教
授
の
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
あ
（
４
）
る
。

既
述
の
よ
う
に
日
本
の
債
権
法
改
正
提
案
の
起
草
者
は
事
実
の
錯
誤
が
法
律
行
為
の
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
錯
誤
の
保
護

を
受
け
な
い
と
い
う
立
場
に
固
執
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
法
律
行
為
の
不
可
欠
の
前
提
、
基
礎
を
含
む
と

す
る
と
果
た
し
て
そ
れ
ら
が
法
律
行
為
の
内
容
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
く
る
。
日
本
の
裁
判
例
を
み
る
と

法
律
行
為
の
不
可
欠
の
前
提
、
基
礎
に
錯
誤
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
錯
誤
者
を
保
護
し
た
例
は
数
多
く
あ
る
。
通
常
の
取
引
を

前
提
と
す
る
限
り
、
起
草
者
の
い
う
よ
う
に
法
律
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
の
場
合
に
錯
誤
者
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
が

高
い
の
で
あ
り
、
法
律
行
為
の
動
機
あ
る
い
は
法
律
行
為
を
な
す
に
あ
た
っ
て
の
付
随
的
事
情
の
誤
り
は
、
た
と
え
相
手
方
が
そ
れ

に
つ
い
て
予
見
可
能
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
は
表
意
者
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
事
情
が
双
方
の
当
事
者
に

と
っ
て
そ
の
法
律
行
為
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
錯
誤
規
定
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
定
式
は
、
消
費
者
取
引
で
は
修
正
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
の
場
合
で
も
表
意
者
は
動
機

錯
誤
で
は
な
く
、
不
実
表
示
な
ど
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
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〈
注
〉

（
１
）

星
野
英
一
・
比
較
法
研
究
四
一
号
（
昭
和
五
四
年
）（
同
・
民
法
論
集
第
六
巻
五
五
頁
）。

（
２
）

須
田
・
前
掲
論
文
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
三
巻
二
号
三
五
三
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲
論
文
法
協
八
五
巻
一
〇
号
三
〇
頁
以
下
、
六
四
頁
以

下
。

（
３
）

椿
ほ
か
編
・
民
法
改
正
を
考
え
る
（
法
律
時
報
増
刊
）
七
二
頁
以
下
。
そ
れ
に
関
す
る
論
評
と
し
て
、
小
林
一
俊
「
論
評
・
債
権
法
改
正
検
討

委
員
会
錯
誤
法
案
要
件
論
」
下
森
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
債
権
法
の
近
未
来
像
二
三
頁
が
あ
る
。

（
４
）

平
井
宜
雄
・
損
害
賠
償
法
の
理
論
（
一
九
七
一
年
）。
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